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午前１０時１２分 開会 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（松田憲明君） ただいまから平成１９年第４回玉名市議会定例会を開会いたし

ます。 

 これより、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（松田憲明君） 次に、会議録署名議員を指名いたします。 

 ２１番議員 木木木 君、２２番議員 本山木信君、以上の両君にお願いします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（松田憲明君） 会期についてお諮りいたします。このたびの会期については、

８月３１日の議会運営委員会の結論に基づき、本日から９月２５日までの１９日間にい

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２５日まで

の１９日間に決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 市長あいさつ 

○議長（松田憲明君） 次に、市長より発言の申し出があっておりますのでこれを許可

いたします。 

 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 改めまして、おはようございます。 

 本日は平成１９年第４回玉名市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

は記録的な猛暑を記録したこの夏の残暑なお厳しい中、揃って御出席をいただき、審議

を進めていただきますことに対し、感謝申し上げます。 

さて、今月の１日岱明町出身の広島東洋カープ前田智徳選手が２,０００本安打を達

成をいたしました。これは県関係では川上、江藤、秋山という大打者に次ぐ金字塔であ

り、郷土の誇りで子ども達にも大きな夢と希望を与えてくれた。心から祝福をいたしま

す。玉名市としてもこの業績をたたえ、玉名市民栄誉賞の授与について検討をしてまい

りたいと存じております。また玉名在住の中島佳奈子さんが２２歳という若さで熊本県

民文化賞を受賞される事が決定をし、今月２８日に知事から表彰される予定でございま

す。これはファッションデザイナーの新人発掘を目的に専門誌が１９６５年から開催し
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ている権威あるコンテストで全国から約１,９００人が応募する中見事にグランプリ最

高賞を獲得したことが評価されたものです。このコンテストから高田賢三等の著名なデ

ザイナーを輩出しており、中島さんの今後の御活躍に期待をしたいと存じます。 

私事ですが、８月の１６日に手術を受けました。昨日まで公務を離れ議員各位をは

じめ市民の皆様に御心配をおかけいたしましたが、術後も順調に回復いたしました。さ

らに情熱を注ぎ市政の課題に立ち向かってまいりますので、これまでどおりよろしく御

指導御協力をお願いをいたしておきます。 

安倍総理は昨月２７日に国民の信任を取り戻す強い覚悟で内閣改造を行ない、実力

者を要所に配した木厚な内閣と受け止められておりましたが、またも農相が辞任に追い

込まれるなど事態は誠に残念であります。先の参議院選挙の結果、自公両党は衆議院で

は３分の２を占めながら、参議院では少数派となる５５年体制確立以降では初めての衆

参ねじれ国会に国民の大きな関心が注がれています。新内閣には地域経済の浮揚や不安

解消を優先課題として取り組んでもらい、特に地方分権改革に積極的に取り組んでこら

れた増田前岩手県知事が総務大臣に就任されており、地域活性化につなぐ政策の実現を

期待したいと存じます。 

我が玉名市合併して２年が経過しました。省みるとやはり合併は大変な仕事なんだ

なあというのが実感でございます。これまでそれぞれの自治体として築いてきた歴史や

風土の中で慣習、制度や仕事の進め方に違いがあり、また調整に時間が必要な項目もあ

ります。しかし合併協定に基づく、新市建設計画や玉名市総合計画で示した方向に向け

て、各種の事業を進めており、保険料をはじめ主だった制度は調整されつつあります。

ハード面ではあと４年と迫った４年を切った九州新幹線全線開業に伴う駅前広場や幹線

道路となる２０８号線バイパス等の工事も順調に進み、菊池川に架かる橋名も菊池川大

橋に決定し、１２月上旬には寺田までの区間が開通する予定であります。その他にも都

市計画道路、中心市街地活性化や新庁舎建設に向けた作業を全力的に進めており、新庁

舎の基本設計については公募プロポーザル方式により選定を実施し、去る４日副市長を

委員長に大学教授２名を含む、６名の審査委員会において、さまざまな視点から検討さ

れ、最も評価の高かった株式会社山下設計九州支社を受託予定者として選定したとの報

告を受けているところでございます。産業面における好況感は薄いものの農業面では品

目横断的経営安定対策の集落営農組織が２５立ち上がるなど順調な取り組みがなされて

います。しかし農業を取り巻く環境は依然として厳しく農業政策を注視しながら、農協

等の関係団体と一緒の連携をとり、経営の安定に向けた努力をつき進めて行くつもりで

ございます。商工観光業につきましても新幹線開業に伴う定住化の促進や観光振興によ

り玉名市経済の発展につなげるよう各種事業に取り組んでまいります。ソフト面では青

年会議所をはじめとする民間の力強い地域づくり活動が展開される中で、１０月には学
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生から大人までの音楽グループが集い玉名市民音楽祭が計画されるなど、音楽の都玉名

づくりが着実に進んでいます。しかし一方玉名中央病院の経営安定が錯綜、対策が気運

であり、市の医療体制に大きくかかわる問題等のいくつかの木要な課題もあります。市

財政が健全に運営できるように職員数の削減はもとより補助金の見直し、施設の民営化

等を検討し、合併効果をより発揮できる行財政システムの確立に努力を続けてまいりた

いと存じます。その他にも市が取り組むべき各種事業に全力を挙げ、合併市玉名市の礎

づくりに情熱を傾けてまいる所存でありますので、議員各位の御理解と御協力を木ねて

お願いいたします。 

ところで今議会には決算の認定１１件、一般会計並びに特別会計補正予算案３件、

条例関係５件、人事案件３件、定款の変更、路線の認定、普通財産の無償貸与、工事請

負契約の締結がそれぞれ１件、報告５件と各方面にわたり議案を御提案申し上げており

ます。詳しくは提案理由説明の中で申し上げますので、よろしく御審議いただきますよ

うお願いを申し上げまして、９月定例議会開会にあたっての御あいさつとさせていただ

きます。お世話様になります。よろしくお願いします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 議案上程（議第７２号から議第９７号まで） 

○議長（松田憲明君） これより議案を上程いたします。 

 議第７２号平成１８年度玉名市一般会計歳入歳出決算から議第９７号公平委員会委員

の選任についてまでの議案２６件を議題といたします。 

 お手元に配付しております議案の朗読はこれを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 提案理由の説明 

○議長（松田憲明君） ただいままでの各議案について提案理由の説明を求めます。 

 会計管理者 徳井秀憲君。 

［会計管理者 徳井秀憲君 登壇］ 

○会計管理者（徳井秀憲君） おはようございます。歳入歳出決算の認定についての御

提案でございますが、議第７２号平成１８年度玉名市一般会計歳入歳出決算から議第８

２号の平成１８年度玉名市下水道事業会計決算までの一般会計及び特別会計並びに企業

会計の歳入歳出決算の認定につきまして、議案１１件を提案いたすものでございます。

これら１１件の決算につきましては、監査委員の審査に付しておりましたが、去る７月

１７日付にて１１件の決算及び基金運用状況の審査意見書の送付を受けましたので、地

方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項の規定により御審議をい

ただきますよう提案いたすものでございます。 

最初に一般会計歳入歳出決算とほか８件の特別会計歳入歳出決算をあわせた収支状
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況につきましては、歳入決算額５２３億３６１万２,２１７円、歳出決算額５１１億２,

９５４万７,５２７円で、歳入歳出差引額は１１億７,４０６万４,６９０円の形式収支

額となっております。今回の決算につきましては、１市３町合併後初めての通年執行の

決算となっておりますが、前年度の決算につきましては合併後、つまり平成１７年１０

月３日から平成１８年３月３１日までの決算となっているために比較が難しいところで

ございます。 

まず議第７２号平成１８年度玉名市一般会計歳入歳出決算でございますが、歳入決

算額２８３億５,８８５万６,１１８円、歳出決算額２７５億３,３８５万７６６円で、

歳入歳出差引額は８億２,５００万５,３５２円となり、翌年度への繰り越しすべき財源

の２億９,６２８万２,２５５円を差し引いた実質収支額は５億２,８７２万３,０９７円

となっております。歳入関係の決算状況について御説明を申し上げます。ただいま申し

上げました歳入決算額２８３億５,８８５万６,１１８円の構成比率につきましては、各

款ごとに構成比率の大きい順から申し上げますと、地方交付税３３.０５％、市税２１.

２、市債１１.９１、国庫支出金１０.２４％となっているところでございます。次に歳

出でござますが、歳出の予算額２７５億３,３８５万７６６円の各款ごとの構成比率は

民生費２７.６４％、総務費１５.７７、土木費１２.１１、公債費１１.９５、教育費１

１.２、厚生費７.８、農林水産費６.６９、消防費３.５１、商工費１.３７、議会費０.

９７、災害復旧費０.９６％となっているところでございます。次にほか８件の特別会

計の歳入歳出決算におきましても前年度との比較が難しいため、歳入歳出決算額、歳入

歳出差引額及び実質収支額を御報告をさせていただきたいと存じます。 

まず議第７３号平成１８年度玉名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算でござ

いますが、歳入決算額８４億４,４０１万５,１９７円、歳出決算額８３億１,１９８万

２,３１１円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は１億３,２０３万２,８８６円となっ

ているところでございます。 

次に議第７４号平成１８年度玉名市老人保健事業特別会計歳入歳出決算でございま

すが、歳入決算額９０億４,１７２万１,８７４円、歳出決算額８９億４,２５４万６,７

９５円で、歳入歳出差引額及び実質収支額９,９１７万５,０７９円となっております。 

次に議第７５号平成１８年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算でございま

すが、歳入決算額５４億８,１７３万２,３０９円、歳出決算額５３億９,２１５万１,０

９２円で、翌年度への繰越額１５４万６,０００円を差し引いた実質収支額は８,８０３

万５,２１７円でございます。 

次に議第７６号平成１８年度玉名市大衆浴場事業特別会計歳入歳出決算でございま

すが、歳入決算額２,０４７万７,０６９円、歳出決算額２,０１８万９,６０８円で、歳

入歳出差引額及び実質収支額は２８万７,４６１円でございます。 
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次に議第７７号平成１８年度玉名市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算でござ

いますが、歳入決算額８億５,７８４万５,６０２円、歳出決算額８億３,９３５万２５

円で、翌年への繰越額７８１万８,０００円を差し引いた実質収支額は１,０６７万７,

５７７円となっているところでございます。 

次に議第７８号平成１８年度玉名市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算でございま

すが、歳入決算額６,９６４万８,９４０円、歳出決算額６,１９３万８,２９４円で、歳

入歳出差引額及び実質収支額は７７１万６４６円となっております。 

次に議第７９号平成１８年度玉名市宅地開発事業特別会計歳入歳出決算でございま

すが、歳入決算額１,５０３万９,０００円、歳出決算額、これも同額の１,５０３万９,

０００円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は０でございます。 

次に議第８０号平成１８年度玉名市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算でござい

ますが、歳入決算額１,４２７万６,１０８円、歳出決算額１,２４９万９,６３６円で、

歳入歳出差引額及び実質収支額は１７７万６,４７２円となっております。 

引き続きまして、議第８１号平成１８年度玉名市水道事業会計決算についてでござ

いますが、まず事業の概要でございますが、西部地区上水道事業、これは菊池川左岸の

小田梅林地区及び右岸の月田、石貫の一部を給水区域として、計画給水人口３万４,２

５０人で、平成１３年度より６カ年計画で整備を行ない、普及率の向上を図ってまいっ

たところでございます。次に送排水管布設事業の整備促進として当該年度は西築地１号

線排水管布設替え工事ほか１６件で、施工延長８５５８.８メートルを敷設し、整備を

図ってまいったところでございます。業務状況といたしましては年度末の給水戸数が１

万８,４８８戸、年間の総有収水量４６６万２,６１７立方メートルで、年間総排水量５

８５万４,９８７立方メートルに対して、有収率につきましては７９.６３％でございま

す。 

次に議第８２号平成１８年度玉名市下水道事業会計決算についてでございます。ま

ず事業の概要でございますが、平成１８年度においては汚水管渠施設整備として築山・

玉名地区、磯鍋・東部地区等の布設整備を行ない、処理場施設整備につきましても今年

度は水処理設備及び用水施設の機械、電気設備の更新を行なってまいったところでござ

います。業務状況としましては年度末の処理区域内人口３万１,８０５人で、普及率に

つきましては４３.９％となっております。なお１１件の議案、これらの詳細につきま

しては、委員会につきまして御説明を申し上げますので、いずれも原案どおり御認定い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 引き続き、総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 
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○総務部長（元田充洋君） おはようございます。ただいまから議第８３号から議第８

５号までの補正予算関係３件につきましての提案理由の御説明を申し上げます。今回御

提案いたします補正予算は現計予算計上後の事情の変化によりまして、補正を行なう必

要が生じましたので、御提案をいたすものでございます。お手元にお配りしております

資料を御覧いただきたいと思います。 

初めに、議第８３号平成１９年度玉名市一般会計予算（第２号）について御説明を

申し上げます。第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ３億５,４

５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２６０億４,１６０万円とするものでござい

ます。まず歳入の主なものを申し上げますと、１４款国庫支出金は８９５万円の増額

で、現年発生公共土木施設災害復旧費負担金７７４万円の増額などとなっております。

１５款県支出金は１,７０５万４,０００円の増額で、地域水田農業推進事業費補助金４

０７万１,０００円、園芸新たな挑戦強化対策事業補助金９９０万５,０００円などの増

額によるものでありまして、歳出予算６款の農林水産事業費におきまして、同額を計上

いたしているところでございます。１９款繰越金は１８年度の実質収支５億２,８７２

万３,０００円のうち、財政調整基金への積立を行なう３億円と歳出総額との調整分を

あわせて３億２,４７９万６,０００円を計上いたしております。２１款市債は、災害復

旧事業に伴う３７０万円の増額でございます。次に歳出について御説明申し上げます。

２款総務費は市民会館の照明器具に関し、保守点検により火災などの可能性を指摘され

たコンセント部分をすべて取り替えるための修繕料３４６万５,０００円、財政調整基

金積立金３億円、玉名２１の星事業助成金２２１万７,０００円を計上いたしておりま

す。６款農林水産業費は担い手規模拡大事業補助金３１２万円、防火林道用地購入費４

７６万１,０００円を計上いたしております。８款土木費は新幹線の駅名選考経費とし

て４１万５,０００円を計上いたしております。１１款災害復旧費につきましては、農

林水産施設災害復旧費４５９万円、道路橋梁災害復旧費６５７万３,０００円、及び河

川災害復旧費４７８万３,０００円を計上いたしております。次に第２表地方債補正に

つきましては、国庫補助で行ないます道路及び河川の災害復旧事業にあてるための３７

０万円を追加いたしております。以上が一般会計補正予算の説明でございます。 

次に議第８４号平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号）について御説

明を申し上げます。収益的支出につきましては、１７万円を追加し総額を７億１,７０

５万８,０００円とするものでございます。内容といたしましては、４月の定期異動に

伴います職員給与等の調整経費となっております。資本的支出につきましては１,８６

９万円を追加し、総額を４億２１７万６,０００円とするものでございます。内容とい

たしましては、施設拡張にかかわる変更認可申請作成業務委託費となっております。な

お資本的支出の増額にかかわる財源といたしましては、当年度分損益勘定留保資金、過
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年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を変更い

たしたところでございます。 

次に議第８５号平成１９年度玉名市下水道事業会計補正予算（第１号）についてで

ございます。収益的支出につきましては１,３６５万５,０００円を減額し、総額を１１

億４,４３７万５,０００円とするものでございます。内容といたしましては４月の定期

異動に伴います職員給与等の調整となっております。資本的支出につきましては、１０

７万４,０００円を減額し、総額を１４億３,３７０万８,０００円とするものでございま

す。内容といたしましては、職員給等の調整として１０７万４,０００円の減額と管路

整備の進捗状況に基づきまして、工事請負費から設計業務委託費へ２,３８０万円の組

替えを行なっております。なお資本的支出の財源といたしましては、当年度分損益勘定

留保資金と当年度利益剰余金処分額を変更いたしたところでございます。 

以上、主な内容につきまして御説明を申し上げましたが詳細につきましては、所管

の各委員会において御説明いたしますので、御審議の上原案どおり御承認賜りますよう

によろしくお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） 副市長 髙本信治君。 

［副市長 髙本信治君 登壇］ 

○副市長（髙本信治君） おはようございます。私の方からは提案いたしております議

案のうち条例案件等につきまして提案理由の御説明を申し上げます。 

議案の１ページをお願いいたします。議第８６号政治倫理の確立のための玉名市長

の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、こ

れは郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び証券取引法等の一

部を改正する法律の施行に伴い文言の削除等条例の整備を行なうものでございます。 

次に３ページをお願いいたします。議第８７号玉名市一般職員の旅費に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてでございますが、これも郵政民営化法の施行に伴

い文言の削除等条例の整備を行なうものでございます。 

次に右の４ページをお願いいたします。議第８８号玉名市葬儀用祭壇条例を廃止す

る条例の制定についてでございますが、この葬儀用祭壇条例は旧天水町において、自宅

で葬儀をされる方の経済負担の軽減を図る目的で制定された条例でございますが、２基

あります葬儀用祭壇の老朽化が著しいことと近年自宅での葬儀がほとんど行なわれなく

なり、平成１８年度には利用件数がゼロ件という状況になったため、この条例を廃止す

るものでございます。 

次に５ページをお願いいたします。議第８９号玉名市岱明磯の里条例の一部を改正

する条例の制定についてでございますが、これは地方自治法の規定に基づき、玉名市岱

明磯の里の管理を指定管理者に行なわせるため、条例の整備を行なうものでございま
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す。内容でございますが、指定管理者に磯の里の管理を行なわせるため、指定管理者に

よる管理、指定管理者の業務、指定管理者が収受することができる利用料金、利用料金

の還付及び減免並びに兼業の禁止の条を新たに追加し、あわせて条例の整備を行なうも

のでございます。 

次に１０ページをお願いいたします。議第９０号玉名市下水道条例の一部を改正す

る条例の制定についてでございますが、これは郵政民営化法の施行に伴い条例を整備す

るものでございまして、内容は郵政事業が民営化されたことに伴い、占用料の特例から

郵政事業を削除するものでございます。 

次に１１ページをお願いいたします。議第９１号玉名市土地開発公社定款の一部変

更についてでございますが、これは郵便貯金法の廃止に伴い、条文中の郵便貯金の文言

を削除いたしますとともに、文言等の整備を行なうものでございます。 

次に１３ページをお願いいたします。議第９２号市道路線の認定ついてでございま

すが、これは道路法の規定により議会の議決を得るものでございますが、今回認定を提

案いたします路線は高瀬本町横町線、富尾４号線、大浜上屋敷線、及び小浜烏帽子２号

線の４路線でございます。 

次に１８ページをお願いします。議第９３号普通財産の無償貸付けについてでござ

いますが、これは地方自治法の規定により議会の議決を得るものでございます。貸付物

件は玉名市永徳寺字上出口４１５番４の４００平方メートルの土地でございます。貸し

付け期間は平成１９年１０月２２日から平成２９年１０月２１日までの１０年間でござ

います。貸付の相手方は日本ボーイスカウト玉名第４団団委員長、千蔵忠尋氏、及びガ

ールスカウト日本連盟熊本県第１１団団委員長、村田悦子氏でございます。 

次１９ページをお願いいたします。議第９４号工事請負契約の締結についてでござ

いますが、これは玉名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する

条例の規定により提案するものでございます。玉名市立岱明中学校屋内運動場の老朽化

により鉄骨づくり２階建て、建築面積１３２８.３平方メートルの改築工事を行なうも

のでございます。契約の方法は玉名市内１０業者による指名競争入札を実施し、入札の

結果、玉名市岱明町野口９０８番地１、株式会社久保組が２億７,３００万円で落札し

たところでございます。現在同者と仮契約を締結しており、本議会で御承認をいただき

まして、本契約の締結をいたすものでございます。 

以上、条例案件等につきまして、提案理由の御説明を申し上げましたが、詳細につ

きましては所管の委員会で御説明を申し上げますので、御審議の上、原案どおり御承認

いただきますようにお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 



 －1 6－

○市長（島津勇典君） 議第９５号及び議第９６号教育委員会委員の任命についてでご

ざいますが、本市教育委員会委員坂本清一氏が本年１１月２９日をもちまして任期満了

となるため茶木谷吉信氏を。また森知子氏が本年１１月２９日をもちまして辞任される

ために平山鏡子氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第１項の規定によりまして議会の同意を求めるものでございます。 

あわせて議第９７号公平委員会委員の選任についてでございますが、本市公平委員

会委員、粟田淳子氏が本年１１月３０日をもちまして任期満了となるため、林田優子氏

を選任いたしたく、地方公務員法第９条の第２項の規定によりまして、議会の同意を求

めるものでございます。 

以上、人事案件について御提案をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（松田憲明君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 報告５件 

○議長（松田憲明君） 次に報告第２１号玉名市民憲章の制定についてほか４件の報告

があります。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） ただいまから報告５件につきまして御説明を申し上げま

す。 

議案集の２３ページ、２４ページをお開きください。報告第２１号玉名市民憲章の

制定について及び報告第２２号市の花、市の木及び市の鳥の選定について、この２件に

つきまして御説明申し上げます。本年５月１１日に第１回玉名市市民憲章選考等委員会

を開催し、委員には区長協議会の会長、市議会からは総務委員長、副委員長あるいは大

学の先生、地域の代表として総合支所より２名ずつということで１２名を御委嘱申し上

げ、３回の委員会を得まして、８月９日には委員会の総意としての提言書を受け取った

ところでございます。まず玉名市民憲章についてでございます。市民憲章の朗読は省略

させていただきますが、内容といたしましては市の地理的、歴史的な特徴を取り入れた

かつ市民がまちづくりに関わっていくための規範、目標となるものとなっており、また

簡潔の内容で子どもから大人まで誰もがなじみやすく、覚えやすく、音読したときに心

地よく耳に入ってくるものとなっております。次に市の花、市の木及び市の鳥について

でございますが、まず最初に広報紙等で公募いたしまして６３人の市民の皆様から応募

をいただいたところでございます。その中から応募のうち最も多かったものでなおかつ

市民に親しまれ、なじみも深く新しく誕生した玉名市のイメージにふさわしい象徴とな
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るよう選定したものでございます。市の花につきましては、肥後花しょうぶとなりまし

た。これは今年で第１７回目を迎えた高瀬裏川の花しょうぶ祭りのイメージが非常に強

かったものと思われます。次に市の木についてでございますが、地元の小岱山の山麓か

ら海岸までの共有地帯に分布し、小岱山の地名をつけた市民にとっては愛着のある松と

いうことから小岱松としたところでございます。次に市の鳥についてでございますが、

市の観光の目玉であります玉名温泉の疋野長者伝説に出てくる白鷺を市の鳥と選定して

いるところでございます。 

以上、御報告申し上げます。 

続きまして、２５ページ、２６ページをお願いいたします。報告第２３号平成１８

年度玉名市一般会計予算継続費精算報告書の報告について御説明申し上げます。これは

平成１７年度から平成１８年度までの天水中学校建設の継続事業でありまして、地方自

治法施行令第１４５条第２項の規定により継続費の精算を報告するものでございます。

内容といたしましては、支出で全体計画の１６億６,６１７万８,０００円に対し、実績

の１６億１,２１９万５,４９７円で精算いたしましたことを報告するものでございま

す。 

続きまして２７ページ、２８ページをお願いいたします。報告第２４号及び報告第

２５号の専決処分の報告についてでございますが、これは地方自治法第１８０条第１項

の規定により専決処分した損害賠償の額の決定につきまして、同条第２項の規定により

報告するものでございます。内容についてでございますが、平成１９年７月７日午前６

時５０分頃市の管理課にある岩崎排水樋管の開閉誤りのため、次のとおり被害を与えた

ものでございます。専決第１６号につきましては、仮店舗及び店舗内の商品などに１２

７万４,３１６円の被害を与えたものでございます。専決第１７号につきましては、自

宅駐車場に駐車中の自家用車に２０万円の被害を与えたものでございます。なお損害賠

償金につきましては、市民総合賠償補償保険より全額給付されることになっておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 以上で報告の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第７ 請願の報告（請第３号から請第４号） 

○議長（松田憲明君） 次に、請願の報告をいたします。今回請願２件が提出されてお

ります。内容については、お手元にその要旨を配付しておりますので説明を省略いたし

ます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 



 －1 8－

日程第８ 議員提出議案上程（議員提出第４号） 

○議長（松田憲明君） 次に、議員提出議案の審議に入ります。議員提出第４号決算特

別委員会の設置についてを議題といたします。お手元に配付しております議案の朗読は

これを省略いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出第４号については、議

事の都合により提出理由の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、議員提出第４号は提案理由の

説明及び委員会付託を省略することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第９ 質疑・討論・採決 

○議長（松田憲明君） 議員提出第４号について、質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。 

議員提出第４号決算特別委員会の設置については、これを設置することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、決算特別委員会を設置するこ

とに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１０ 決算特別委員会委員の選任 

○議長（松田憲明君） ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任について

は、委員会条例第８条第１項の規定により議長が指名することになっております。よっ

て、萩原雄治議員、前田正治議員、近松恵美子議員、作本幸男議員、森川和博議員、内

田靖信議員、大﨑勇議員、江田計司議員、多田隈保宏議員、永野忠弘議員、 木木木議

員、本山木信議員、田島八起議員、田畑久吉議員、以上１４名の諸君を決算特別委員に

指名いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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日程第１１ 議案の委員会付託 

○議長（松田憲明君） 次に議案を付託いたします。議第７２号平成１８年度玉名市一

般会計歳入歳出決算から議第８２号平成１８年度玉名市下水道事業会計決算についてま

での議案１１件については、お手元に配付しております議案付託表のとおり決算特別委

員会に付託いたします。 

 

議案付託表 

決算特別委員会 

議第７２号 平成１８年度玉名市一般会計歳入歳出決算 

議第７３号 平成１８年度玉名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

議第７４号 平成１８年度玉名市老人保健事業特別会計歳入歳出決算 

議第７５号 平成１８年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

議第７６号 平成１８年度玉名市大衆浴場事業特別会計歳入歳出決算 

議第７７号 平成１８年度玉名市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

議第７８号 平成１８年度玉名市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

議第７９号 平成１８年度玉名市宅地開発事業特別会計歳入歳出決算 

議第８０号 平成１８年度玉名市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算 

議第８１号 平成１８年度玉名市水道事業会計決算 

議第８２号 平成１８年度玉名市下水道事業会計決算 

 

○議長（松田憲明君） 付託を決しましたので、直ちに正副委員長の互選及び審査をお

願いいたします。委員会付託のため、休憩いたします。 

午前１０時５８分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時１８分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１２ 決算特別委員会正副委員長互選結果報告 

○議長（松田憲明君） 決算特別委員会における正副委員長の互選の結果を報告いたし

ます。決算特別委員長に萩原雄治君、決算特別副委員長に江田計司君がそれぞれ就任さ

れましたので、報告いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１３ 決算特別委員長報告 

○議長（松田憲明君） 次に決算特別委員会に付託してあります議案を議題といたしま
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す。審議の方法は委員長の報告のあと、質疑・討論ののち、採決いたします。委員長の

報告を求めます。 

決算特別委員長 萩原雄治君。 

［決算特別委員長 萩原雄治君 登壇］ 

○決算特別委員長（萩原雄治君） おはようございます。決算特別委員会に付託されま

した案件について、審議の経過と結果について御報告申し上げます。付託された案件は

議第７２号平成１８年度玉名市一般会計歳入歳出決算から議第８２号平成１８年度玉名

市下水道事業会計決算までの議案１１件であります。決算審査は、内容が膨大であり、

そしてまた多岐にわたりますので、慎木審議をきす必要があります。よって、次の会を

１０月２９日月曜日、３０日火曜日、３１日水曜日の３日間と決定し、今回は継続審査

とすることで全員異議なく決定をいたしました。 

以上で、決算特別委員会の報告を終わらせていただきます。 

○議長（松田憲明君） 以上で、決算特別委員長の報告は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１４ 質疑・討論・採決 

○議長（松田憲明君） ただいまの委員長の報告について、質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。 

お諮りいたします。ただいまの委員長の報告のとおり、継続審査の申し出がありま

すので、これを閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、決算特別委員長の報告のとお

りこれを閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 

次に、日程の追加についてお諮りいたします。議第９５号教育委員会委員の任命に

ついてから議第９７号公平委員会委員の選任についてまでの人事案件３件については、

議事の都合により、これを先議し、あわせて委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、日程追加とし、議第９５号教育

委員会委員の任命についてから議第９７号公平委員会委員の選任についてまでの人事案
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件３件については、これを先議し、あわせて委員会付託を省略することに決定いたしま

した。 

議第９５号教育委員会委員の任命について、議第９６号教育委員会委員の任命につ

いて、議第９７号公平委員会委員の選任については、質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第９５号教育委員会委員の任命については、原案のと

おり同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、議第９５号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

議第９６号教育委員会委員の任命については、原案に同意することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、議第９６号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

議第９７号公平委員会委員の選任については、原案に同意することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、議第９７号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

明８日から１２日までは休会とし、１３日は定刻より会議を開き、一般質問を行な

います。一般質問を希望しておられます方は、質問の要旨を具体的に記載し、１０日の

正午までに事務局にお届けください。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時２４分 散会 



第 ２ 号

９月 １３ 日（木）
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午前１０時０１分 開議 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（松田憲明君） おはようございます。 

 全員お揃いいただき、ただいまより本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（松田憲明君） 日程に従い、一般質問を行ないます。質問は通告の順序によっ

て許すことにいたします。 

 ２４番、田島八起君。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） おはようございます。今議会の一般質問において、トップの

登壇となりました社民党の田島八起です。記録的な猛暑となった今年の暑さもやっと初

秋らしく朝夕はしのぎやすくなりました。その反面国会においては、さきの参議院選挙

における与野党逆転で、暮らしや平和に関する諸問題でこれまでの形式的な論議でな

く、国民の思いに直結するような熱い熱い論議が展開されるのではないかと期待してお

ったところですが、昨日安倍総理の突然の辞職でいささか無責任との思いもしますけれ

ども、水が差された思いがしておるところです。また市長におかれましては、先月の半

ばに胃の大動脈瘤の手術を受けられ、個人的には定例会までに体調は大丈夫かなあと心

配していたところですが、元気なお姿を拝見し、安堵したところですけれども、病気が

病気だけに御自愛のほどよろしくお願いします。 

さて、今議会における質問は、保育所問題のみを取り上げました。この問題につい

ては今議会初日の全員協議会の中で玉名市保育所の民営化についての説明がありまし

た。その説明によると国や地方自治体においては、本来の果たす役割の一部へ民間活力

の導入を推薦してきており、保育サービスにおいても柔軟な運営が可能な民間の管理運

営へ移行することで最小の経費で最大の効果を上げ、また保育サービスの向上が図られ

るとして、全国的に公立保育所の民営化が進んでおり、本市においても本年３月に制定

された行政改革大綱に基づく民間活力の積極的な活用として、来年４月から天水東保育

所と大浜のちどり保育所の２園を民営化するというものであり、そして保育所の民営化

については市議会の文教厚生委員長をはじめ、学識経験者、関係機関及び団体の代表等

１８名による保育所民営化検討委員会が５回にわたって検討した結果の答申によるもの

ということでした。そこで私は今回の説明がありました公立保育所の民営化に対して、

幾つかの問題点と日ごろの保育行政における問題について質問いたします。 

まずは保育所民営化の問題点についてであります。これについては８点についてお

尋ねいたします。 
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１、保育所の民営化検討委員会の検討では、民営化は平成２０年度から平成２３年

度までに５園とされていますが、公立１２園の中でなぜ５園なのかということでありま

す。ということであります。１２園ある中で、この全体像はどのように検討されたの

か、このことは私は大変重要だと思うところです。本市のおける今後の子育て支援策と

の関連もあり、公立保育所をどうするかの全体的な方向が示されないと、今後の保育所

の論議についてもきちっとした子育て支援策の方向性も定まらないのではないかと思う

し、またせっかく構成された保育所民営化検討委員会の役割も薄れてしまうのではない

かと思うところです。 

２、平成２１年度から２３年度にかけて３園の民営化が予定されていますが、年度

ごとの予定はどのようになっているのかお尋ねします。 

３、民営化への準備期間が短すぎるのではないかということについてであります。

特に事業を引き受ける社会福祉法人については、１０月中に公募され、１カ月もたたな

い期間で事業の収支や民営の見通しを立てて、公募に臨まなければならず、また市にお

いては保育所民営化にかかわる運営選考委員会を立ち上げ、１１月の下旬までには１２

月議会の資料として提出しなければなりません。保育所の民営化という大きな問題にし

てはすべての面でばたばたと進められている感が否めない思いがしているところです

が、受け皿となる事業所などには事前の説明がなされていたのかどうか、その御所見を

お伺いします。 

４、民営化については保育所の移行形態はどのようになるかということについてで

あります。つまり土地、建物は市が保有し、運営だけを民営化するということはこれは

民間委託と変わらない形態になるのでできないと思います。したがって、土地建物につ

いてはどのようにされるのか、その御所見をお尋ねします。 

５、保護者の理解をどう取りつけるかということについてです。本市では保育所の

民営化に当たって入所４３世帯にアンケート調査をされていますが、そのうち３４世帯

から回答があっています。その内容を見ると無条件賛成はわずかに１件です。不安がな

くなれば賛成という条件つきが１５件、反対が７件、その他６件となっています。反対

の理由としては期間が短い、公立の特性を重視している、公立の方がゆとりある生活、

安全面で信頼できる、また人数は少ないからこそ残すべきとの検討があり、民営化後の

運営に対してもいろいろな意見が寄せられています。保護者の皆さんとはあと１回の話

し合いが予定されていますが、ここで全員納得されれば保護者との関係はいいと思いま

すが、納得されない人が多少おられても見切り発車をされるつもりですか、それとも理

解をしていただくまで話し合いをされるつもりですか、その御所見をお尋ねします。 

６、経済的にはどれくらいの経費削減になるかについてです。本年度と来年度の当

初予算ベースで比較した場合、どの程度の軽減が見込まれるか。本年度は公立１２園、
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私立８園が、来年度からは公立、私立ともに１０園ずつの半々となります。人件費を考

えてみますと天水東とちどりの２園の職員は、現在正職員が７名、臨時職員が５名で

す。そこで民営化された場合でも基本的には１２名の職員が必要として人件費の計上に

なり、その反面２園の正職員７名は他の園に配置がえとなり、そのためにその分の７名

の臨時職員が解雇されることになると思います。結果的に見ると１２名の臨時職員の人

件費と民間委託した場合の１２名の人件費はどちらが高いかということになろうかと思

います。どう考えても現状での民間委託が経費節減になるとは思いませんが、その御所

見をお尋ねします。 

７、公立保育所は民間と比べて柔軟性がないとよく言われますが、何が原因と思っ

ておられますか。つまり国の法律によるものか、市の運営に柔軟性がないのか、現場の

職員に柔軟性がないのか、また柔軟性がないというのはどのようなことを指すのか、そ

の御所見をお尋ねします。 

８、職員組合との協議についてどう考えておられるかについてです。保育所で働く

職員さんは民営化の中で将来に大きな不安を持たれています。そのような職場の不安を

なくすために職員組合は結成されています。職員組合は組合員の労働条件の改善や雇用

の安定を図るためにあり、その存在は労働法で守られており、本来はまず組合と話をす

べきではないかと思うところです。その点をどのように考えておられますか。 

次は現在の保育所の問題についてであります。この点については２点についてお尋

ねいたします。 

１、保育所職員の雇用の実態についてであります。現在、保育所における職員の雇

用の実態は正職員と臨時職員及び派遣社員の３つからなっていると聞いています。市の

１つの事業に対して３つの雇用形態があるというのはおかしくはないか、また臨時職員

と派遣社員では労働条件と仕事の仕方に違いがあると思いますが、その現状はどうなっ

ているか。また派遣社員制度が市の事業に受け入れられるか、その御所見をお尋ねしま

す。 

２、臨時職員の雇用契約期間についてであります。臨時職員の雇用期間は半年の繰

り返し契約となっているようですが、それはなぜですか。保育士の仕事は半年で交代し

ても業務には差し支えない仕事ですか。私にはとてもそれでは恒常的な保育業務はやっ

ていけないと思いますけれども、その辺の御所見をお伺いいたします。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） おはようございます。田島議員の保育所の民営化について

その中で保育所民営化の問題点について８つ質問がございました。順次お答えいたした

いと思います。まず民営化検討委員会での検討につきましては、市内公立保育所１２
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園、これは公設民営であります玉名の第２保育所も含めておりますが、その中でなぜ５

園なのかという御質問でございますが、本年３月に策定されました行政改革大綱の期限

が平成２３年度までの５年間とされており、これに合わせて定めたものでございます。

またこの中で「民間活力の導入による保育所の民営化」ということがうたわれておりま

すが、今後これすべての園を民営化するというものではなくて、一部の園につきまして

は公立のままで保育を継続したいというふうに考えております。 

２点目、平成２１年度から２３年度までの保育所民営化につきましては、現在進め

ております民営化の状況を見極めながら保護者の皆様と連携を保ちながら民営化を進め

てまいりたいというふうに考えておりますが、民営化する園の優先条件でありますと

か、そういうものは検討委員会で取りまとめてありますので、その結果をもとに民営化

を推進してまいりたいというふうに考えております。 

３点目の民営化の準備期間が短すぎるとの御質問でございます。関係者に対する事

前説明会等既に民営化を行ないました旧八嘉保育所に比べましても準備期間が短いとは

決して考えておりません。なお民営化に関する事前の説明会につきましても、対象とな

る園の保護者の皆様、保育所の職員、区長さん並びに民生員さん等へ説明を行なってお

ります。特に保護者の皆様に対しましては、アンケートを実施致しまして民営化を実施

するにあたりどのような考え、または要望を持っておられるかお尋ねをいたしておりま

す。その結果につきましては、先ほど議員が御質問の中で指摘されたとおりでございま

す。 

４点目の民営化の形式につきましては、設置も運営も民間で行なう民設民営方式で

の施行といたします。御質問にありました不動産につきましては、有償、無償、貸与、

譲渡という中での組み合わせで検討しておるところでございます。 

５点目の保護者の皆様への理解をどう取りつけるかということでございますが、こ

れにつきましては、保護者の皆様の理解を得るために説明会を実施致しておるところで

ございますけれども、全員の保護者の皆様の御理解を得ることは大変難しいことでござ

いますが、アンケートの結果を踏まえてさらに保護者の皆様の不安が払拭できるように

今後もさらに説明会などを開催し、御理解を得るよう努力してまいりたいというふうに

考えております。 

６点目、経済的にということでございますが、財政的にどれくらいの負担軽減かと

いうことでございます。平成１８年度の決算ベースということでございますけれども、

市の負担額におけるその効果額は２つの園でおよそ１,９００万円、年間１,９００万円

になります。 

７点目の公立の保育所の柔軟性の件でございます。その原因は何かということでご

ざいますけれども、御指摘の国の制度や職員に柔軟性がないということでは決してござ
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いませんで、１つの例を挙げますと意志決定の仕方などにあると思われます。例えば予

算執行を例に挙げてみますと、公立では予算編成から議会の議決から予算の執行という

ことになりますけれども、予算の計上がなされていないとなかなかその件に対しては支

出ができない、決裁にも時間を要するということです。その点、民間になりますと園長

の判断１つで実施できるというような面が１つの例としてございます。 

８点目に職員組合についてという御質問でございました。民営化の対象になる職員

の保育所の職員につきましては、当然ほかの公立保育所への異動になるということにな

ります。身分でありますとか勤務条件の問題が発生するような場合には今後話し合いの

場を持っていきたいというふうに考えております。なお、保育所の全職員の皆様を対象

にした説明会は先日既に行なったところでございます。 

大きな２番でございますが、現在の保育所の問題について、保育所職員の雇用実態

についてということでございます。臨時職員につきましては、合併前の玉名市、天水町

で運用を行なっておりました。派遣社員につきましては、合併前の岱明町におきまして

派遣会社との契約に基づく雇用を実施しておりました。この両者の違いにつきまして

は、臨時職員は玉名市と臨時職員の直接の雇用契約、派遣社員につきましては玉名市と

派遣会社の契約に基づく保育業務をお願いしているところでございます。おおむね労働

条件業務につきましては、その違いはありませんで、保育士という国家資格を有するこ

とが条件であることにかんがみ、今後も継続の必要があるというふうに考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） おはようございます。田島議員の臨時職員の契約期間は半

年となっているですが、それはなぜかというふうな御質問にお答え申し上げたいと思い

ます。臨時職員の任用につきましては、地方公務員法第２２条第５項に規定する臨時的

任用職員として６カ月を超えない期間において任用を行ない、再任用については必要と

認められる場合に限り一定の経過期間を経て、６カ月を超えない期間で１回の更新を行

ない、最長１年間の雇用としているところであります。臨時の保育士職員につきまして

も、同様の任用形態といたしておりますが、子どもたちへの心理的影響をできるだけさ

けるため、一定の経過期間を設けることなく１回の更新を行ない、保育業務に従事して

もらっている状況であります。また１年間の任用期間とする場合の雇用形態といたしま

しては、非常勤職員での任用ということも考えられますが、正規職員の４分の３の勤務

時間及び日数のいずれかの制限がございます。現在のところ雇用形態に問題があります

ので、職種になじみにくいという判断から現在の任用形態といたしているところでござ
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います。よろしくお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） ２４番、田島議員。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） ただいま御答弁をいただきましたところですけれども、まず

１番目の１２園を全体像を明らかにすべきじゃないかと、そして今回５園になったと、

私これ、これからの保育園をどうするかというのは子育て支援の関係とも大きく関係が

ありますから、そういう意味で単なる保育園の行革が今年３月に制定された行革大綱が

５年だから、それにあわせて５年だけというただ行革の面だけでとらえることじゃなし

てですね、やっぱ保育行政は子育て支援といろんな関係がありますので、そういう意味

で全体的にやっぱ１２園を今後どうするという検討をですね、やっぱりしてそして５年

のうちには、５園を民営化するという形にもっていかにゃおかしいんじゃないかという

いうふうに思います。そして今部長も言われましたように、全部を民営化するつもりは

ないということであればなおさらですね、どのくらいの公立で残して、どれだけを将来

民営化にしたいということをはっきりさせんとですね、これ後で出てくるその部長の答

弁では、その職員組合との関係におきましても単なる人事異動だから組合と話す必要は

ないというそういう狭いとらえ方じゃなくして、保育所で働く皆さんは将来的はやっぱ

り全部なくなってしまうんじゃないか、そのときは全部本庁に引き取るということも考

えられますけれども、保育士としてやっぱ働きたいという気持ちが非常にあられるわけ

ですから、そういう面での不安、そういう面での労働条件の大きな変化というのも今度

の５園の問題は抱えておると、したがって単なる人事異動で済ませることでなくして、

きちっとそういう職場の安定という意味においてもですね、労働組合との話もきちっと

しなきゃならんと私は思うわけです。８番の再質問から先に結論言いますと、そういう

意味でも組合ともきちっとした話をしてもらいたいと思うわけですけれども、先ほどの

答弁ではちょっとはっきりするという答弁じゃありませんでしたので、その点も少し明

確に答弁していただきたいと思いますし、全体を民営化をしないと全部はしないという

ことであればなおさらですね、せっかく民営化検討委員会ができておるわけですから、

この中できちっとそこら辺まで含めて、やっぱり検討をしてもらうということを早急に

やっぱりしてもらいたいというふうに思うわけですけれども、そのところの考えをです

ね、もう少しはっきりお答えをいただきたいというふうに思います。 

それから２番目の２１年度から２３年度にかけて３園を民営化をすると、その順番

をどうするかということについては、一定の条件を検討委員会の方から示してもらった

と、だからそれに基づいて執行部で順次していかれるというふうに私は答弁からは受け

取ったわけですが、そういうことであればなおさらですね、３月に示されたその行革大

綱のトップはですね、何かというといろんな政策において市民との協働、したがってそ
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のために情報もできるだけ公開して市民と理解を深めてこれからの政策を進めていくと

いうふうに、これ今までというよりも今度はえらいそのことをですね、一番に力説をさ

れてトップに掲げてあります。そういう観点から言うならばもう既に２３年まで１園ず

つ民営化をすると、その条件も示されてるということであればですね、まさに２１年度

はどこをやります、２２年度はどこをやります、２３年度はどこをやりますというのを

きちっとですね、発表して、そして市民の理解を深めていく共同の取り組みというふう

に持っていっていただきたいと思うところですけれども、再度の御答弁をお願いいたし

ます。 

それから期間が短いということについては、ちょっとそういう思いがしておるとこ

ろですけれども、特に民営化という中でですね、受ける事業所もやっぱりそれを受けて

やっていけるという見通しを立てないかんけん、その期間というのがちょっと短すぎる

んじゃないかという思いがしておるところで、事前にそういう説明会ということは正式

にはできなかったと思いますけれども、そういう非公式な話はなかったのかどうかとい

うことを聞いたわけですので、そこら辺についてはあと１回ですね、お願いしたいと思

います。 

それから民設民営に、４番です。民設民営になるということで所有については、土

地建物どうするかというのは、まだ検討中ということでありますけれども、もうやがて

公募せなんとに検討中でいいのか、議会は一般質問が終わってから検討されるのか、ち

ょっと不思議に思うところですけれども、まああの自治法の改正で市の運営について

は、直接するのか、指定管理者に委託をするのか２つの方法しかないようになってきた

ところですけれども、私はそういうふうに思っております。そこで民営化というのがま

た新たに出てきましたので、民営化というのはもう八嘉保育所のようにですね、土地建

物も全てひっくるめて全部民営化してしまうというのが、本来の民営化じゃないかと、

それだったら話はわかるわけですけれども、土地や建物を市が保有しておってですね、

無料で貸してあげるという形で民営化するというのは、それは民間委託じゃないかとい

うふうに思うわけですので、そこら辺はちょっと検討する余地はないんじゃないかとい

う思いはしますけれども、どうでしょうか。 

それから保護者の理解というのは、なかなか全員合意するのは難しいかもしれない

けども、努力をするということであって、それは１回でして理解ができなかったからそ

れで終わりということでなくして、やっぱり理解できない部分があったらですね、さら

に理解をしていくように、ぜひこれは努力をしてほしいというふうに思います。 

それから経費の問題についてでありますが、私は基本的には運営費についてははっ

きり言って、民営でしようと市でしようと民間に任せようとですね、そう、基準経費と

いうのは決まっておりますので、変わらないというふうに思います。ただ大きく変わっ
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てくるのは、やっぱり人件費じゃないかというふうに思うところですけれども、先ほど

１８年度の決算で１,９００万円という話がありましたけれども、やっぱり人件費を高

いか安くなるかということについてはですね、もう少しちょっと答弁を欲しいと思うと

ころですけれども、今度の民間委託を考えてみますと１２名の臨時職員さんがやめらな

ければならない状況に追い込まれていくわけです。そして１２名の新しい民営化される

事業者に人件費として１２名分は払わなければならないわけで。今、人件費については

臨時の職員さんの賃金と委託する賃金というのは、これは委託する方の賃金は大分高く

なるというふうに思います。単純に考えても人件費の面でそうは逆に負担が大きくなる

んでないかというふうに思います。そこら辺の、いやそうはならない、逆に安くなりま

すという見通しがあったらですね、それだけでも結構です。お願いしたいと思います。 

それから意志決定のあり方について、柔軟性がないというのは今の答弁からすると

国は現場じゃなくして、やっぱ市の運営委員の中で民間よりもやっぱ融通性がないとい

うところがあるというふうなことを認められましたので、そこら辺がですね、少し市と

してもこの柔軟に対応できるような考え方でですね、当たってもらいたいというふうに

思います。 

それから現在の保育所の問題についてですけれども、派遣社員は岱明町の前から引

き継いでですね、そういうふうになっておると、それはまあわかるわけで。ところがそ

ういう新しくなった市になった中でですね、一つの保育事業という中で正職員と臨時職

員と派遣職員という３つの構成がそういうことでいいのかどうかということを１つはお

尋ねしたわけです。私はもうこれはやっぱり派遣職員というのはちょっと市の仕事に

は、保育業務には合わんのではないかという思いもしておりますし、それはもう法律上

別に問題ないと。法律上は問題ないというかもしれませんけれども、労働条件では大分

違いがあるからですね、今先ほどの答弁ではこれは労働条件の違いはあんまりないと言

われたのは正職員の方と比べて、あんまり変わらんということか、臨時職員と比べてあ

んまり変わらんとか、そこら辺がちょっと、正職員と比べてあんまり変わらんというこ

とが強いかなあという思いはしたわけですけれども、そこら辺のどっちとあんまり変わ

らんとかというところですね。そうなるとわざわざ派遣社員を何で入れなんかなあとい

う思いがしますので、それが１つ。それとあの派遣社員を入れる場合は、これは何年契

約になっておるか、契約の期間とですね、あと１つは派遣労働法で労働組合に説明をし

て、理解を求めらければならないというふうになっておりますけれども、この点はどう

いうふうにされておるかですね、その２つをお尋ねしたいと思います。それから臨時職

員の半年契約という問題です。これはまあ臨時職員の雇用形態が半年になっておるから

保育所も半年にしておるというふうなそういう説明であったかなあというふうに思いま

すけれども、これはどう考えても保育業務というのは半年でもう期間が切れたから終わ
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ります、それでやめますということにはならんわけですから。初めからもう１年間通し

てせにゃですね、保育業務にはならんっていうふうに思います。臨時職員の考え方をど

のように認識されておるかというのも１つはあるわけですけれども、本来臨時職員とい

う雇用形態というのは産休であったり病休であったり長期休養であったり、そういうと

きにどうしても今の職員が足らないから臨時で雇用すると、本来はそういうふうなこと

が一般的じゃないか。本来臨時職員というのはそういう性格のものじゃないかというふ

うに思うけれども、恒常的な人手不足を臨時職員という形で現実的には補われておると

いう一面もありますので、ただそういう場合はですね、それは半年では特に保育所の仕

事というのは半年ではできないし、これは当然１年当初から計画せにゃでけん問題で、

これを理屈をつけてですね、半年できるというのはおかしいんじゃないかと、これはぜ

ひ見直してほしいというふうに思いますけれども、改めて質問いたします。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 田島議員の再質問にお答えいたします。順番が間違えるか

もしれませんが、よろしくお願いします。まず民営化検討委員会では、１２園を検討す

べきではないかということでございます。第１回目の民営化検討委員会におきまして、

公立保育所及び私立保育所の定員、充足率、そういうさまざまな玉名市の保育に関する

現況を説明して御検討いただいたところでございます。少子化が進んでまいりますの

で、そういう地域の人口動向といいますか、そういうのも関係してくるものでございま

すので、一概にどこそこということは言えない。しかしながらその優先順位はこうこう

でどうだというようなことで、提言をいただいておるところでございます。そういうこ

とで２点目の具体的な園の名称ということでございますが、それも今の時点ではどこと

明確に言えない、ただ先ほど申しましたように５年間の中期といいますかですね、短期

的には５園ぐらいだろうということでございます。 

民営化の準備期間が短すぎるというようなことでございます。これに関連して法人

への非公式な話ということでございますが、そういう話はまずいたしておりません。た

だ検討委員会の中に民間保育園の園長会と言いますか、その会長さんが参加しておられ

ますので、そういうところからのお話しはひょっとするとあっているかなあという気が

いたします。民営化の形式につきましてでございます。財産の処分にもかかわることで

ございますので、財政課の方とも慎重な協議をしていかなければならない。それから地

域によってその価格というものに非常に差はあるかと思いますので、一概にここはどう

だああだということがその言えない。慎重に検討していると、そういうことでございま

す。 

保護者の理解を得るためにということでございます。保育園は卒園者があり、また
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入園者があるわけでございますので、期間が長いとですね、そういうところでもまた説

明といいますか、そういうのは必要になってまいりますのでですね、そういう意味では

４月からの民営化が望ましい。しかしながら保護者の皆様の御意見としましては今まで

地域に密着して行なってきた行事でありますとか、先生が変わられることへの不安とい

うのは大変大きなものがございますのでですね、法人選定後そのようなことも含めて、

法人も交えてお話し合いをしていくというふうなことで保護者の皆様にも御理解を得た

いというふうに考えております。 

財政的にどのくらいかということでございます。検討委員会の中の資料の１つでご

ざいます。運営のコストを比較したものがございます。そういうものでいきますとやは

りその公立の方が１.何倍か高いというようなことがあります。全国的な調査によりま

すと公立保育所の方はその経験が長いので人件費が高いというようなこともあります。

そういうのも一因だろうというふうに考えられております。しかしながら公立であれ、

私立であれ同じ保育国家試験である保育士の免許を持っておられる方でありまして、公

立と私立の保育園に運営自体の差はありますが、その保育内容なども指針として国が定

めておりますので、大きな差はないわけでございます。そういうことで公立でやってい

く必要もないとはいいませんけれどもですね、民間に任せてもいいのではないかという

ようなことでございます。それから職員組合についてでございますけれども、組合につ

きましては、働く者の立場を擁護する組織であるというふうに認識いたしているところ

でございます。先ほど臨時職員の話が出ました。臨時職員だからやめていただくのでは

なくて、後の法人に引き継いでいただくようにお願いをするということでございます。

そういうことで決して職員自体を合理化するということではございません。当然合併協

議の中で協議されました３分の１採用というのがございます。保育所の皆様も例外では

ありません。そういうことでやめられたからやめられただけを今までのように補充がで

きないわけでございますので、民営化して正職員の方がどこかに異動していくことによ

って、そういうのにも対応していけるというようなことでございます。これあの派遣社

員のことにつきましては、それが妥当かというような御質問でございますが、合併前、

先ほど申し上げましたように合併前の岱明町で派遣会社に基づく雇用をして実施してお

ったということ、それから市の職員の保育士不足等も補うためやむを得ないというふう

に考えておりますので、今後も必要があるのではないか。仕事の内容に変わりがないと

いうようなことおっしゃいましたけども、保育所は保育をすることが目的でありますの

で、保育士という資格を持った方々ですので、正社員、臨時派遣の職員には差がないと

いうふうに考えておるところでございます。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 元田充洋君。 
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［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 田島議員の再質問にお答えいたします。公立の保育所を抱

えております全国の自治体でも同じような問題を持っておるというふうに思っておりま

す。その中でも臨時保育士に対する考え方につきましては、いろんな解釈がございま

す。議論もなされております。いずれにいたしましても幼い子どもにとって保育所は第

２の家庭であるという認識を持っております。なれ親しんだ保育士が半年で中断するこ

とは戸惑いが生じることにもなります。また臨時職員といいましても担任保育士として

従事しているケースもございますので、１回の更新により年間の雇用を図っているとこ

ろであります。 

○議長（松田憲明君） ２４番、田島議員。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） まとめみたいになると思いますけれども、検討委員会で検討

をされておるわけで、方向性としても全部の園を民営化するという考えはないというこ

とであればですね、やっぱりこのできた検討委員会の中で、当面これは行革大綱が５年

ということではありますけれども、保育所の検討委員会という視点から考えるとです

ね、これ全体をどうするというやつがやっぱり考えていく必要があるし、そのことがこ

れからの保育行政の安定した運営につながるんじゃないかという思いがいたしますの

で、これはぜひですね、早急にそういうところまでですね、検討委員会で論議をしてほ

しいというふうに思います。 

それから２１年度からの３園について、これは行革大綱の中でもですね、公正の確

保と透明性の向上ということで市民参加制度の充実、開かれた市政の推進ということ

で、市民とともにのまちづくりや地域との共同推進するために、行政に関する情報を積

極的に公開しながらですね、協力を求めていくという協働の、市民と協働のまちづくり

というのは非常に力説されておるように私は思っております。だからそういう意味では

ですね、ぜひ再来年からすることですからですね、はっきりさせてほしいというふう

に、これも要請をいたします。 

それから所有の問題ですね、これは土地建物、ただでやったり売ったりするという

と貸しがあったりなかったりでという私はそういうことを言っているわけじゃありませ

ん。民営化するというならばもう運営も施設も民営化してしまうと、それが本当の民営

化じゃないかと。だから市が持っている施設を事業者に運営をさせるというのは、それ

は地方自治法で改正されて、市の仕事はもう直営でするか、指定管理者に任せるかとい

うふうになっておりますので、中途半端な所有状況というのはそういう問題も出てくる

んじゃないかというふうに思いますので、価格の問題じゃなくして名実ともに民営化さ

れるような方向で取り組んでほしいというふうに思うところです。 
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それから行革の関係で、その保育所はですね、保育所といえども定年退職、大体３

分の１しか採用しないというこれはそういう方向が出ておりますけれども、定年して３

分の１しか採用せんということであれば、子どもたちが今までと名称が変わらんという

ことになればですね、これ法律違反の人員配置になりはせんかというふうに私は思うわ

けで、そういう意味ではですね、それで民営化するということを考えられておるかどう

か、そうなるとですね、それに適合する民営化になっておるかという視点でもちょっと

考えなければならないというふうに思いますので、基本的に考えるとですね、保育所は

保育児童が変わらんならばですね、職員を減らすということは法的に言って難しいとい

うふうに思いますので、これは例外としてあるんじゃないかという思いがいたしており

ます。それから派遣社員の問題です。これはまあ岱明町のときからされておって、今後

もするということですから、でありますけれども、労働条件はおおむね変わらんという

ふうに言われたのは、その正職員と比べて変わらんのか、臨時職員と比べておおむね変

わらんのか、何かさっきもここのところはっきりされんだったのでですね、あと１回質

問します。それと雇用期間があると思いますけれども、契約期間があると思いますけれ

ども、契約はいつまでになっておるのか。それからさっき言いました契約をしたとする

ならば、この労働者派遣法がたしか平成１６年に改正をされておると思いますけれど

も、その中で派遣先の事業所の労働者で組織する過半数労働組合または労働者の過半数

を代表者に定めた期間を通知し、意見を聞くというふうになっておりますので、この作

業をされておるのかどうかというのを先ほどお聞きしたわけですけれども、そこだけで

すね、ちょっとお答えをいただいて私の質問を終わります。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長、答弁漏れがあったら答弁してください。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） どうも申し訳ありませんでした。労働条件業務についてと

いうことですかね。先ほど申し上げましたように保育士という資格を持った中での保育

業務でございますので、それについては差はないというふうに申し上げたつもりでござ

いました。ただ事務的なものについては、正職員の方に負担がかかるか。 

 すみません、ちょっとそれについては調べておりませんので、またあとで調べて報告

したいと思います。 

○議長（松田憲明君） 以上で、田島八起君の質問を終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１１時０１分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時１２分 開議 
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○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

４番 北本節代さん。 

［４番 北本節代さん 登壇］ 

○４番（北本節代さん） おはようございます。無所属無会派の北本節代です。通告に

従いまして一般質問いたします。 

１つ目に農業問題、今回は有機農業の問題を消費者の立場で取り上げてみました。

大項目・有機農業促進法と玉名市の農業問題についてです。農業問題は昨年の１２月８

日、有機農業促進法が衆議院本会議で全会一致で可決し、成立しました。１５日に公布

され取り上げてみました。有機農業促進法は、議員立法で成立したものです。ここで言

う有機農業とは原則として化学合成土壌改良資材を使わないで、３年以上を経過し、堆

肥など土づくりを行なった畑で収穫された農産物を言い、また遺伝子組み換え技術を使

用しないことを基本として、農業の生産に由来する環境への負担をできる限り削減した

農業生産方法について行なわれる農業のことを言います。先月このことで女性農業生産

者の方々と交流会を行ないました。生産者の立場のお話しをしっかりお聞きすることが

できました。有機農業における生産者は実質的に生活ができないということや消費者が

求めるものとつくられる製品にギャップがあるということ、有機農業でなくても我々は

農薬も化学肥料も最低限しか使っていないということ、また出荷する野菜と自分の家で

食べるものが同じであることなど、いろんな面をお聞きすることができました。農業生

産者の後継者の問題も大きく様々な問題があることも指摘されました。終わりのないよ

うな内容で長い時間交流いたしましたが、有機農業を育てていくには早い時期の取り組

みが必要で、また継続を長く継続をしていかなくてはいけないことを感じました。消費

者である私たちは安全で安心である食べ物を手に入れることができるこの有機農業促進

法は大変うれしく待ち望んでいた立法です。しかし、生産者の方々は有機農業では生活

ができないと言われています。この立法ができたとしても実際には大変な問題があり、

生産者、消費者そして行政がそれぞれの責務をどう果たし、どう取り組むかを考えてい

くことが早急に進められている課題だと思います。農薬も化学肥料も使わないと生活が

成り立たないと考えられている生産者にとってサポートできることは何でしょうかとお

尋ねしましたら、尋ねてみたところでやらないという生産者の方々を動かすことは不可

能です。実際に国・県はもとより実際には足元の玉名市が何ができるかをしっかり考え

ていかなければ実現していかないと思っております。この中に隠されている課題は、私

たち消費者がきれいなものを求めていったこと、それから大きくは輸入野菜の問題があ

ると思います。日本の農業に切っても切り離せない輸入食品、日本の自給率が４割を切

ってしまいました。日本の食べ物の事情は最悪の状況になってきています。野菜の輸入

先は中国・アメリカこの２カ国で、日本の野菜の輸入量の７割を占めています。品目は
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タマネギ・カボチャ・ブロッコリーそのほかいろいろですが、金額にすると２,７２７

億円もの野菜が輸入されていることになります。私たちは私たちの農業が安全、私たち

は農薬の安全性の残留農薬の基準値も国の基準に任せていることを余儀なくされていま

す。現在国の基準で輸入されたものはスーパーの店頭に並び即座に私たちの食卓に上り

ます。容易に私たちの口の中に入ります。去年学校給食でも何千人もの子どもたちが基

準値を超えた残留農薬のサヤインゲンを食べてしまったと報道されました。しかし、私

たち消費者の立場でも表示の義務、安全なものを食べたいと思う願いから今までにも原

産地の表示、また２００４年には遺伝子組み換え作物の表示、加工食品では原材料の表

示、賞味期限や製造日、さまざまな表示義務をしっかりと市民に知らせられるような法

改正がされてきました。この玉名市が現在進められていたことも含めて地域の中では産

直活動が盛んになりました。天水の郷○市、横島のＹ・ＢＯＸなどをはじめ、やっちゃ

ばや新鮮村、農村プラザなど生産者の産直の店もたくさんできております。また大手の

スーパーでも生産者の名前入りのコーナーが特設してあるのが目立つようになりまし

た。産直が盛んになる一方ですが、安心・安全の農作物を目指すところは有機農業だと

思います。このままではできた法律は棚上げ、目指す生産者はいないという結果になり

かねません。玉名市の農業政策の重点はどこにあるのか、また現状把握と課題、認識に

ついて質問いたします。 

第１番目の質問では、玉名市の有機農業生産者の実態調査、また玉名市としての把

握はしておられるのかどうか。 

２番目に玉名市の総合計画の中で活力とにぎわいのある産業づくりで高齢者農業、

女性農業の支援となっておりますが、どんなことを実施されようとされているのか。 

第３番目に玉名市の農業の問題ともなっています担い手の高齢化が進み、後継者不

足、地域で農業を支える担い手の育成がありますが、これをどのように受けとめ、どん

なことをされているのか。現状を踏まえてお答えください。また、データの中には平成

２年の農業就業人口が１万６２５人いましたのが、平成１７年度では７,２９９人とわ

ずか５年間で１万人いた農業人口が７割になってしまっております。本当に大変深刻な

問題だと考えます。玉名市における担い手育成の問題と成果についてお答えください。 

４番目、エコファーマーの課題と現状についてです。現在私たち消費者にとって

は、まだ聞きなれない名前ですが、平成１１年度に制定された持続性の高い農業生産方

式の導入に関する法律において、エコファーマーの制度ができました。土づくりを基本

とした化学肥料や農薬の使用を低減する生産方式で熊本県知事に認定された農業者の愛

称ですが、玉名市には多くの方々が認定されていると聞いております。エコファーマー

の現状と課題をお答えください。 

５番目に観光、交流、むらづくり、情報ネットワークの進捗状況または計画につい
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てお答えください。 

６番目に今回重要な課題で有機農業生産者の育成と玉名市の単独の支援について、

有機農業の生産者で中心として生計を立てられている玉名市民の方とはお会いすること

ができませんでした。有機農業促進法が地産地消の基礎を支え、市民の安全・安心につ

ながり、なおかつ生産者に夢と希望を与えられるような玉名独自の支援を待ち望んでい

る有機農業生産者の育成についてのお考えをお答えください。 

以上、有機農業に関する質問の答弁をいただいて、再質問に入ります。 

○議長（松田憲明君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） 北本議員の有機農業促進法と玉名市の農業問題につい

てお答えいたします。まず、玉名市における有機農業の実態把握についてですが、有機

農業とは議員おっしゃられましたように化学肥料及び農薬を使用しないこと等を基本と

し、環境への負荷をできる限り軽減する農業生産方式でございます。また生産された農

産物を有機農産物として販売するためには生産者は２年以上禁止された農薬や化学肥料

を使用していない田畑で栽培する必要があり、また国が認可した登録認定機関から認定

を受ける必要がございます。本市における有機農業の実態把握ということでございます

が、自家消費分の農産物を有機農法で生産している農家がいるであろうことは推察でき

ますが、有機農産物として販売している農家数については公表されておらず、今のとこ

ろ把握できていないのが実態でございます。 

次に高齢者農業、女性農業の支援の現状についてでございますが、本市総合計画に

おいて、高齢者農業、女性農業の支援につきましては、小物野菜や薬草栽培など夢と生

きがいのある施策の展開、また農産物加工グループや出荷組合の育成、研修、相談活動

の支援を掲げております。支援の現状でございますが、小物野菜につきましては一寸そ

ら豆とオクラを水田転作の特別推進作物に指定して１０アール当たり５万円の助成を行

なって、その推進を図っているところでございます。また薬草栽培につきましては、小

岱山薬草の会が薬草の需要拡大を図るため、温泉組合と薬膳料理の検討を行なうなどの

活動を行なっており、その活動を支援しているところでございます。農産物加工グルー

プ等につきましては、生活研究グループへの市補助金を交付し、様々な活動を支援して

います。また県等が開催する各種研修への参加を積極的に推進しているところでござい

ます。 

次に３番目の担い手育成の現状と成果についてでございますが、本市の担い手の現

状について２０００年と２００５年の５年間を農林業センサスで比較してみますと、販

売農家数は４,３４７戸から３,６２６戸へと７２１戸の減少、また農業就業人口は、

８,３６４人から７,２３９人へと１,１２５人の減少となっており、担い手の減少が続
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いているところです。本市の担い手育成の現状と成果ということでございますが、国・

県の補助事業を活用するとともに、市の単独補助事業を設けるなど担い手の育成を図っ

ているところです。その結果、平成１７年度末において９２７件であった認定農業者数

が、本年６月末現在では１,００６件と順調に伸びておりますし、また認定農業者とと

もに地域農業の担い手の核となる集落営農組織につきましても、県・農協等関係機関と

の連携による推進の結果、現在まで２６組織が設立され、認定農業者数、集落営農組織

数ともに県下でもトップクラスとなっているところでございます。さらに平成７年と平

成１７年の１０年間で見てみますと、農家１戸当たりの販売額が県全体では減少する

中、玉名市は上昇しておりますし、また１,０００万円以上の販売額を有する農家につ

きましても増加している状況でございます。 

次にエコファーマーの現状でございますけれども、エコファーマーとは堆肥などに

よる土づくりと化学肥料、農薬を減らす計画を立て、それを県知事に申請し、認定を受

けた農業者の愛称のことでございます。本市では農協の施設園芸農家を中心にエコファ

ーマーへの取り組みが行なわれており、本年４月１日現在で８３３名が認定を受けてお

られるところでございます。それから５番目に観光、交流、むらづくりと情報ネットワ

ークの進め方についてでございますが、本市総合計画においてグリーンツーリズムの推

進や情報提供等について掲げております。本市におきましては、グリーンツーリズムに

つきましては、今のところ個人として民宿等の宿泊施設を整備してグリーンツーリズム

に取り組まれている農家等はおられないのが現状でございます。まずは関係部署間で協

議しながら交流資源の掘り起こしや受け入れ希望農家等の把握等に努めてまいりたいと

考えております。また将来的に個々の農家等からのホームページ等を通じて発信されま

す情報等につきましては、リンクさせたり一元化を行なうなど情報ネットワークの構築

を図りたいというふうに考えております。 

最後に６番目の有機農業生産者育成と玉名市独自の支援についてでございますが、

有機農業の定義につきましては、冒頭申し上げたとおりでございます。現状では病害虫

の発生等に加え、多くの場合、労働時間や生産コストの増加を伴うため普及していない

のが現状でございます。このような課題を克服するためには有機農業に関する技術体系

の確立、生産物の流通、販売面での支援、消費者への情報発信等の推進体制を整備して

いく必要がございます。このような中、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、

もって有機農業の発展を図ることを目的として、有機農業の推進に関する法律が平成１

８年１２月１５日に施行され、本年４月には有機農業の推進に関する基本的な方針が農

林水産省から示されました。これを受けまして県では推進計画の策定に向けて検討が行

なわれているところです。本市におきましては、今後策定されます県の推進計画を基本

に有機農業生産者の育成を図りたいというふうに考えております。また玉名市独自の支
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援ということでございますが、先ほど申し上げましたとおり有機農業の推進につきまし

ては、課題が多く一朝一夕には普及が図れるものではございません。県が策定します推

進計画にのっとり、課題解決のための方策を見極めながら支援策等についての検討を行

なってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（松田憲明君） ４番、北本議員。 

［４番 北本節代さん 登壇］ 

○４番（北本節代さん） 御答弁いただきました。再質問を申し上げます。第１番目の

質問で有機農業生産者の実態把握はやっておられるのかということに対しては、実際自

分のところで食べるのはあるかもしれないけどということですが、今後ですね、有機農

業の生産者を把握されること、実施される計画があるかどうかですね、今まではされて

ないんじゃないかと思いますので、把握することを計画あるかどうかということです

ね。それからすべてのその有機農業はやっぱり課題がすごくあって難しいというふうに

おっしゃいましたし、熊本県の動向を見ながらというふうなことでしたけど、部長もお

っしゃられるとおり有機農業ではまず使わない土壌を２、３年しないと有機農業という

ふうに言わないとなっていますので、すごく時間がかかる問題ですね。今から始めても

３年後にしか製品は手に入らないというふうになっていますので、県の動向を見ながら

というよりも、今既に始められてても２、３年、４、５年先かなあというふうなことで

すから、例えば認定農業者の方が１,９７２名が１,０００を超しましたというふうなこ

と、またエコファーマーの方たちが８８３名もいらっしゃるということですね、それで

その方たちも含めて有機農業を進められるというモデルでも、そして地域でもですね、

進めていこうとされる考え方があるかどうかということを再質問いたします。有機農業

に対しては、サポートですね、私たち消費者も曲がったキュウリでもいただくというこ

とをやっていかなくてはいけないと思いますけど、行政としても精一杯のサポートとそ

れからモデルに対する予算を立てていかない限り、生産者の方たちは難しいかなと思い

ますので、そのことを再質問いたします。 

２番目の多重債務の問題の取り組みに向けてという質問を続けてやらせていただき

ますので。多重債務の問題解決に向けての取り組みについてです。先日、２、３日前の

新聞ですが、多重債務問題の相談窓口の強化をということが多重債務者の生活再建を支

援している「熊本クレ・サラ日掛災害をなくす会」の代表の方が水俣市を訪れ、これ熊

本なんですけど、水俣市を訪れ、相談窓口の充実などの多重債務問題への積極的な対応

などの要請を出しましたということが熊日新聞の記事になったのを御覧になった方も多

いと思いますが、多重債務の問題は日増しに社会問題化し、国も県も対策本部を設置

し、具体的に動き始めております。今回多重債務の相談件数を玉名市で調べていただき

ましたら、昨年度２件、本年度はまだ０件というお知らせでございました。多重債務の
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問題が毎日毎日何らかの形で報道されております。この深刻な問題は自己破産、自殺、

離婚、児童虐待、ＤＶ、ホームレス、生活保護といろんな社会問題へと進展していくこ

とが問題になっていることが明らかにされたからであります。一般家庭の多重債務は生

活のための借金です。今までは失業や倒産、収入の減少など合わせると全体のかなりの

割合を占め、昔言われておりましたぜいたくやギャンブル、むだ遣いなどとは異なり、

本人を責めるには酷だと言える状況がたくさんございます。サラ金からお金を借りるの

は特別な人たちでかけごとや遊興費に借金苦に至っているというものは過去の問題にな

ってしまいました。現在では消費者金融からお金を借りているのは普通の生活者です。

多重債務、経済破綻は誰にでも起こり得る問題であることをここで訴えたいと思ってお

ります。現在、玉名市では商工観光課が相談窓口として行なわれてますが、先ほども件

数を読みましたが、玉名市では多重債務に至っている人はいないということでしょう

か。熊本県が実施しております相談窓口の件数を調べてみました。熊本市は別といたし

ても熊本県の１８年度の総合件数が１万５,７３７件、その中で熊本市は別として八代

市がトップで９１１件、次に玉名市の７５０件でした。熊本県の状況は担当課は「食の

安全消費生活課」が窓口で９時から１７時まで専門相談員、嘱託１１名を配置し、内容

はほとんど電話による相談が大半を占めているということです。６月の議会でも自殺者

の件で質問いたしましたが、今現在日本の自殺者の３割以上がこの多重債務であること

は自殺要因統計によって出されております。このようなことを含み４項目の質問をいた

します。 

第１番目に多重債務は、社会的にも今は個人の問題として片づけられるものではあ

りません。玉名市がここまで社会問題になったことを対策を取り込む必要が急務である

と思います。この玉名市で取り組まれる意義をどう思われているかの質問です。 

２番目、多重債務にかかわる相談体制の強化、相談員の育成、専門相談員による相

談、より早く目指す必要があると思いますが、現在の玉名市はどうなっておりますか。

担当課の研修も含めてお答えください。 

３番目、多重債務者と自殺者の関係で玉名市の現状把握はできておりますでしょう

か。 

４番目、専門委員による相談は当たり前のことですが、弁護士会や司法書士会など

連帯を強め、対策と体制の強化について玉名市はどのように考えていますか。 

以上、４つのこと、再質問の後にお答えください。 

○議長（松田憲明君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） 北本議員の再質問に対してお答えいたします。まず有

機農業はもうすぐには議員かなり勉強されて取り組む農家の方もこれは大変だろうとい
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うふうに認識は持っておられるようでございます。私も有機農業をやっていくには、こ

れが減農薬とか減化学肥料あたりでやっていくのとは違って、全く使わないということ

でございますので、これで農業をやるということには非常に大変だろうというふうに思

います。それで先ほども申しましたように技術体系の確立とか生産物の流通、それから

販売面での支援、それから消費者等の情報発信等というこういった推進体制が確立され

ればですね、その有機農業に対する理解があって、生産者の方も今普通に売られている

農産物よりも高く消費者の方が買ってくれるとか、そういうことができれば有機農業に

取り組まれる人も出てくるのかなあというふうに思っております。こういった流通とか

販売面それから消費者の理解あたりが早くできますようにですね、県の方が推進計画を

今度進められますので、それにあわせて市の方もそれにあわせてやっていきたいと、そ

ういうふうなことを行ないながら有機農業の何と言いますか、有機農業あたりを広めて

いくというような形になるというふうに思います。それからこの農家数等の把握です

か、これにつきましては先ほどは公表されておらんということで、正式な数というのは

申し上げませんでしたけれども、今後そういうのが有機農業あたりをやっておられると

いうような小さな数字あたりでもですね、拾うような努力をして情報の提供をしていき

たいというふうに思います。 

それから次の多重債務の問題解決に向けての取り組みについてお答えいたします。

全部これは関連がございますので、一括してお答えしたいと思います。現在本市におき

ましては商工観光課において、消費者保護の観点から消費生活相談の全般にわたって随

時相談をお受けいたしております。相談があった際は相談内容を含め、相談者のプライ

バシー等に配慮しながら慎重に対応を行なっておりますが、専門的な知識を必要とする

ときや問題が複雑化しているときは、熊本県消費生活センターや司法に関する支援組織

である「法テラス熊本」などの専門の相談先の情報提供や紹介、相談の引き継ぎを行な

っているのが現状でございます。また市民生活全般における相談につきましては、市民

課の市民相談の窓口で対応しておりますが、多重債務の問題は消費者法という観点より

も、市民生活における重大な相談事項であるという面からは窓口として商工観光課にお

ける対応が適切かどうかという問題もあると考えられるところですが、問題の解決に向

けてスムーズな相談業務が行なわれるよう庁内の相談体制について検討してまいりま

す。今回御質問の多重債務の相談につきましては、商工観光課において受け付けをした

事案として１７年度が１件、１８年度が２件と実際の相談は少数にとどまっておりま

す。しかしながら熊本県消費生活センターの資料によりますと議員おっしゃられました

ように玉名地域振興局管内での消費生活相談の件数は１,３００件を超えており、多重

債務相談としての件数は把握できませんが、融資サービス、いわゆる消費者金融、ヤミ

金融等に関する相談といたしましては３００件を超えているというのが現状でございま
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す。多重債務に陥る原因や理由につきましては、さまざまな経緯があると考えられます

が、玉名市における多重債務に関する実態及び自殺との因果関係などの実態については

現状把握はできている状況ではありません。お聞きするところによりますと普通の生活

をされている方が日常生活の中でちょっとしたきっかけから多重債務に陥ってしまうケ

ースも多々見受けられるということでございます。また、もし万一そういう状況になっ

たときにどこに、誰に相談したらよいのかわからないといったお話しもあるようでござ

います。そのように多重債務に悩んでおられる場合、もっとも身近な存在である市にお

いても相談をお受けしているということを周知徹底する必要がありますので、積極的な

啓発を図るとともに相談に来られたときには丁寧に話を聞き、具体的な解決方法の助言

や必要に応じ弁護士や司法書士などに連絡をとり、そこに確実につなぐなどの対応が必

要であると考えております。また議員御指摘の専門員による相談や相談員の育成は、喫

緊であると認識しておりますので、現在玉名市内で開かれている熊本県弁護士会による

週１回の有料相談のほかにも、今後相談の機会をふ増やすなど相談体制の強化に努める

とともに、弁護士会や司法書士会などとの連携も強化し、多重債務問題に対して適性か

つ的確な対応に努めてまいります。 

○議長（松田憲明君） ４番、北本議員。 

［４番 北本節代さん 登壇］ 

○４番（北本節代さん） 御答弁いただきました。農業の有機農業の問題は本当に難し

い問題があると思いますが、私たち消費者においてはつくっていただく生産者の方たち

が育成されない限り本当に安全・安心な食べ物を手に入れるということは不可能です。

玉名市においても本当に誠心誠意有機農業で生計が立てられるですね、生産者の方を育

成していただくということを切に要望いたします。 

それから多重債務の件に関しましては、丁寧な御答弁ありがとうございます。しか

し、商工観光課、部長もおっしゃいましたけど、商工観光課で今多重債務に関しての相

談業務を受け付けるというふうなところには業務上やっぱり無理があるんじゃないかな

あというふうに私も考えます。前回の市民相談窓口ですね、市民相談窓口や多重債務の

問題に関しても深い相談の方々のキャリアとそれから専門性がいる問題ですので、庁内

で考えるというふうに部長おっしゃいましたので、市民相談窓口や市民の不安とそれか

ら生活を脅かすですね、こういったものを考えられる専門員を配置した窓口業務を早急

につくっていただきたいというふうに思いますし、管内で振り回されることなくです

ね、市民の不安生活を脅かす不安に関してはしっかりとしたアドバイスや助言、そして

生活を取り戻すための計画ですね、そういった助言ができるというカウンセリング体制

まで含めた窓口業務が今、急がれていると思いますので、ぜひそのことも要望いたしま

す。 
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再質問になるかと思いますが、商工観光課にある相談窓口の専門職の配置ですね、

配置、検討いたしますというふうなことがあったかもしれませんけど、今日もそして明

日もこういった多重債務で自殺をされている方が日本中にたくさんいらっしゃいます。

その窓口として救うべき窓口としてですね、曜日の限定、例えば曜日を火曜日なら火曜

日だけとかですね、時間の限定、午前中のみとかですね、それから開催日の限定をして

どうにか多重債務に関して専門職の方に１日でも相談をやっていただくっていう可能性

があるかどうかと具体的にこういったことを進んでいけるのかどうかですね、の再質問

をいたします。それともう１つですね、現在窓口業務をされている方が熊本県の消費生

活センターや法テラスなどの紹介をしていますということですけど、きっと皆さんお金

がない中にわらをもすがる思いで相談窓口に来られていると思いますね。だからせめて

窓口業務に当たっている方には専門職とまではいかなくても、どういったことで相談業

務を受けなくてはいけないとか、そういった繊細にわたる指導と研修をですね、されて

いってほしいと思います。そのこと２点ですね、再質問をいたします。 

○議長（松田憲明君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） 北本議員の再質問にお答えいたします。まず曜日や時

間など限定しての専門職の配置の検討はできるかどうか、またその必要性はどう考える

かということでござますが、多重債務の被害を最小限に食いとめ、再生への道筋をサポ

ートすることが肝要であるということにかんがみ、そのための相談体制の充実は必要不

可欠であるというふうに認識しております。先ほども申し上げましたように多重債務の

問題は市民生活における重大な相談事項であるという見地から、全庁的な取り組みを視

野に入れながら適切かつスムーズな対応ができるような相談窓口体制の検討が必要であ

ります。それと平行いたしまして議員おっしゃいますように曜日指定、時間指定なども

考慮しながら、専門職の配置も当然ながら必要性を感じておりますので、早急に検討す

べきものであるというふうに考えております。また相談に関する広報活動やインターネ

ットでの相談についてのお尋ねでございますが、先ほどもお答えしましたように多重債

務相談は実際行なっていることを広く市民の方々に周知することは必須な事項でありま

すので、議員申されたように早急に広報紙により相談窓口を設置しているという情報を

発しながらその掲載頻度も高め、積極的な啓発に努めてまいります。ただインターネッ

トによる相談につきましては、現在のところ計画ありませんし、個人のプライバシー保

護に配慮するという観点から慎重な検討が必要であるかと思われます。また窓口業務に

携わる担当職員の研修につきましては、当然のことながら積極的に取り組むべきである

と考えております。 

○議長（松田憲明君） ４番、北本議員。 
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［４番 北本節代さん 登壇］ 

○４番（北本節代さん） 今回は農業と多重債務の質問いたしました。答弁ありがとう

ございます。食べ物の問題は命の問題です。命をはぐくむ農業の問題は玉名市において

も常に担い手育成や農業生産者の研究開発にしっかりと予算を使っていただきたいと思

います。多重債務の問題は多くのマイナスを生み出します。相談窓口の専門職の配置も

そうですが、どのように金銭教育をやっていくか大切だと思います。教育の現場におい

ても金銭教育を早期から取り組む必要性を要望いたします。また債権者へのカウンセリ

ング体制がどこも整っておりませんので、これからはそのことも玉名市が取り組んでい

かなくてはいけない課題だと思っています。現在、この多重債務に向けては生活協同組

合、ＮＰＯ法人、お金の学校、ＮＰＯバンク設立準備会など多くの方々が多重債務に向

けての民間団体が立ち上がっております。そして活動が始まっております。行政もＮＰ

Ｏそして生活協同組合などパートナーシップを図りながら支援できるところはしっかり

と支援を要望いたします。 

これで私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○議長（松田憲明君） 以上で、北本節代さんの質問は終わりました。 

ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５５分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０４分 開議 

○副議長（田畑久吉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

７番議員 近松恵美子さん。 

［７番 近松恵美子さん 登壇］ 

○７番（近松恵美子さん） こんにちは。有明クラブの近松です。２回連続で質問しま

したメディアと子どもの育ちのことにつきましては、おかげさまで関係各課に積極的に

取り組んでいただきました結果、先日の講演会では２００名を超える参加があったと聞

いております。またＰＴＡの動きもあり、歯車が力強く回り出した感じがしておりま

す。保育園でも実態調査に取り組み始めたということで、大変ありがたく思っておりま

す。ハード事業と違い予算面ではあんまり目立ちませんけども、このようなソフト事業

は関係機関との調整など時間をとられることが多く、大変と思います。しかし、一般市

民もボランティアで自分の時間を割いて、玉名の子どもの健全育成のために活動してい

ますので、なお一層の後押しをお願いいたします。今回は３点について通告に従って、

質問いたします。 

まず１点目の食育についてです。食育基本法が平成１７年の６月に成立しました。

家庭の食事のことまで法律が介入しなければならないのかと思いますが、それだけ食の
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乱れが加速していると言えるのでしょう。ところで先日の新聞には幼稚園の子どもの弁

当に御飯の上に駄菓子を乗せてマヨネーズをかけただけのものがあったと掲載されてい

ました。電子レンジで温めた冷凍食品だけを詰めたチンチン弁当というのを持ってくる

子どもやコンビニの弁当をそのまま移しかえた弁当もあるそうです。しかし全体として

は食事のバランスに目を配る親が多く、問題がありそうな家庭は５～１０％という記事

が載っていました。ところでこのような食事を見直そうと学校で積極的に食育に取り組

んでいるところがあります。長崎県の例では「大地と命の会」という団体が長崎県の２

５の中学校で食育に取り組んでいるそうです。そこでの学校の子どもたちの声がありま

すので、ちょっと紹介させていただきます。たった３０日の実践ですけども、体温が上

がって風邪を引きにくくなった、夜熟睡できるようになった、朝寝起きがよくなった、

イライラしなくなった、長い時間集中できるようになった、授業で先生の話をちゃんと

聞けるようになった、授業がいつもより短く感じるようになった、便秘しなくなったな

どなど驚くべき効果が短時間のうちにあらわれています。何より養護の先生が保健室通

いの子どもが減ったことにびっくりしたそうです。私も食事を１カ月変えただけでこれ

ほどの変化があらわれることに驚きました。普段私たちの生活では食事がこれほど心身

にすぐに変化をもたらすとは考えにくいのですが、実践の方法次第では精神に働きかけ

る力が大きいことは注目すべきことです。そこで玉名市においても心身ともに元気な子

どもが育つよう食育に取り組んでいただきたいものです。そこでまず現状はどうなの

か、玉名の子どもたちの食生活の問題と健康状態について現場の声をお聞かせくださ

い。このように食育の進め方としてはいろいろあると思いますが、私は香川県で始まっ

た子どもだけで弁当をつくる日というのも検討の価値があると思います。この夏このこ

とについては熊本市でも講演会が開催されたようですし、菊池の方でもありました。私

は都合が悪くて直接お話しを伺うことができなかったのですが、２、３の本を読みまし

て財政厳しい玉名でも実践できるのではないかと思いました。子どもに弁当がつくれる

かと心配される方もおられると思いますが、これにはルールが３つあります。１つ目は

子どもだけでつくる。２つ目は小学校の場合家庭科で習う５、６年生だけがする。中学

校での取り組みもあります。３つ目は１０月から翌年２月までの毎月１回、計５回だけ

というものです。一般的には包丁を持たせるのは危険だとか、ガスの消し忘れがない

か、子どもが朝起きてつくれるのかなどの心配もあり、開始に当たって反対の声もあっ

たそうですが、実施してみた結果、子どもたちが食べ物に関心を持つようになったり、

御飯をつくってくれる親に感謝するようになったり、家庭内での共通の会話もふえ、子

どもが家の中で生き生きしている様子も報告されていました。食事の文化というのは親

から子へ伝えていくものですが、余りの社会の変化が激しい上、簡単に食べ物が手に入

るようになったことから、空腹を満たしてくれさえすればいいとどんどん手を抜くよう
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になってきました。しかし家庭の生活の営みがなくなると、家庭における共通の会話も

減り、五感を働かせること、知恵を働かせることもなくなっていきます。私はぜひどこ

か１カ所でもモデルとして取り組んでみていただきたいと思っています。市としてこの

取り組みをどのようにお考えかお聞かせください。ちなみに実践校は全国で１１都道府

県５７校ということで、急増の兆しと聞いております。 

次は学校図書館についてです。図書補助員の役割については、先般の議会で市長の

言葉を借りますとわあわあ言わせていただきましたので、十二分に御理解いただいたも

のと思います。その甲斐がありまして本年は１５名の図書補助員が採用されました。私

が一部の方から聞いたところでは、各学校での評判はとてもよく図書の整理がされ、き

れいになった、子どもたちが来訪を楽しみにしている、図書の利用が多くなったなど聞

いております。市としてこの事業をどのように評価されているのか。問題点もありまし

たらあわせてお伺いいたしたいと思います。私が感じている問題は現在の配置は小学校

は３校に１人ですので、毎日学校が変わります。そこでカレンダーを見ないといつ来る

のかわからない、これでは子どもたちもいつ図書の先生が来るのかわからないのではな

いかとちょっと残念に思っています。せめて毎週例えば月曜日、水曜日は図書室に人が

いる日であるとか、そのようにしてはいかがかというふうに思っております。そこでも

う少し増員して、各校に１人欲しいのですが、せめて２校に１人の体制にしてはどうか

と思いますが、どのようにお考えかお伺いいたします。もう１つは学校図書館の一般開

放についてです。以前この議会でも提案があったと思いますけども、中学生の読むもの

と一般の人が読むものが違うからということも障がいの１つとして挙げられたように思

います。しかし私は中学校はもちろん、小学校でも５、６年生の対象の本でしたら大人

でも十分役立つし、楽しめるものです。そこで貸し出しはしないけれども、毎月月曜日

とか、例えば毎週月曜日とか指定した日には大人も学校に来て子どもたちの読んでいる

本を読んでみてくださいというふうな形での一般開放はできないものかと考えます。実

は岱明地区では小学校は４つありますが、そのうち３つの小学校の空き教室で高齢者の

介護予防体操教室が続いています。その体操教室に来ている方は、学校にお世話になる

からということで、学校のトイレ掃除をしたり、草むしりをしたり、また夏休みのＰＴ

Ａの草刈り事業のときには協力されたりしていると聞きました。学校に地域の人が出入

りするようになると、学校の大変さがよくわかります。高齢になると細かい字が見えに

くくなりますし、またそうでなくても小学生対象の本も楽しいものですし、また若いお

母さん方や本に関心がある方は学校にどんな本があるのか、子どもたちはどんな本の環

境にいるのか、ゆっくり見てみたい人も多いことと思います。学校図書館を定期的に開

放することで、また違った学校ボランティアが生まれる可能性もあります。これも図書

補助員が決まった曜日に勤務するようになれば、月に１回でも週１回でも学校図書館を
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一般開放できるようになるのではないでしょうか。 

次には市政懇談会についてです。昨年は地域ごとでしたが、本年は団体ごとに要望

に応じてと広報に掲載されていました。市長に聞いていただきたいことがあったのに、

今年は何で地域ごとの懇談会をせんのかと不服の声もありました。その後どういう形で

なされているのか。情報が入りませんので、どんな団体がお願いできるのかということ

がわからずにいます。昨年ほどの参加者があったのか、どのような団体だったら市長に

来ていただけるのか、市民はわからないでいます。来年はもとの形に戻すのか、今年の

形を続行するのか、あわせてお伺いいたします。 

以上、３つの項目についてお尋ねいたします。 

○副議長（田畑久吉君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 近松議員の子どもたちの食生活をめぐる問題と健康状態につ

いての質問にお答えいたします。今日における学校教育での食育に対する重要性につき

ましては、議員おっしゃるとおりでございます。子どもたちは豊かな人間性をはぐく

み、生きる力を身につけていくためには何よりも食が重要であります。食育は生きる上

での基本であって、知育・徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけるとともに、

さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実

践することができる人間を育てる食育を推進することが求められております。児童・生

徒の食生活に関する玉名市の小中学生のアンケート調査結果を見てみますと、朝食を毎

日大体食べている子どもの割合は小学生の高学年で約９５％、低学年で約９７％、中学

生では約９４から９５％でございました。これは全国平均に比べますとかなりいい結果

が出ていると思っております。しかしながら玉名市内のある小学校の調査によります

と、朝食は御飯とふりかけ、おにぎり、菓子パンだけといった簡単な食事になっている

面もあります。また食材についての調査で、好きな野菜を調査ところほとんどがキュウ

リ、ニンジン、トマト、キャベツなどの生野菜でありました。昔ながらのおふくろの味

に使われておりますサトイモであるとかゴボウ、レンコンなどの野菜と答えた子どもは

少なく、この事は食卓にこれらの食材が使われた料理が少ないことの裏返しであろうと

いうふうに考えております。この調査結果から考えてみますと現代は飽食の時代と言わ

れておりますが、おふくろの味がコンビニの味に変わってきていることや、栄養のバラ

ンスを考えた食事がいかに重要であるかが言えると思います。日々忙しい生活を送る中

で人々は毎日の食の大切さを忘れがちになっていると思われます。子どもたちの食生活

においては偏食傾向による栄養の偏り、不規則な食事、孤食、肥満などの問題が生じて

おります。昨年度玉名市内の児童・生徒の日常の生活習慣と健康状態について調査しま

した結果を見てみますと、「よく頭が痛くなる」、「よくおなかが痛くなる」の項目にお
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いて、「当てはまる」と「やや当てはまる」の合計は小中学生で約４割から５割、「排便

のリズムが崩れやすい」の項目においては、「よく当てはまる」、「やや当てはまる」の

合計は小学生で５割から６割、中学生で４割から５割に上っております。このことから

食生活の問題や日常生活のさまざまな問題が子どもたちの健康状態にいろいろな影を落

としているのではないかと考えております。そのような意味から子どもたちの心身の成

長、生涯を通じての健康保持増進を図る観点から、今後も食に関する指導を推進してい

くことが大切だと、このように考えております。 

次に子どもだけでつくる「弁当の日」の取り組みについてお答えいたします。子ど

もだけでつくる「弁当の日」の実践校が最近注目をされてきております。この目的は子

どもたちが弁当づくりを通して食の大切さや家族の大切さを学ぶことができるからであ

ると考えております。現在、県下では城南町で試行されており、遠足の日、社会見学の

日など年間で数日を選び行なわれております。学校給食をとめない、食中毒の時期を避

けるなど定期的な実施には制限があるようでございます。小学校５、６年生で習う家庭

科の目標にも「衣食住などに関する実践的、体験的な活動を通して、家庭生活への関心

を高めるとともに日常生活に必要な基礎的な知識と技能を身につけ、家族の一員として

生活を工夫しようとする実践的な態度を育てる」、こういうことが掲げられておりま

す。このことは家庭科で習ったことを活用して、家庭での実践を無理なく行なわれるよ

うにしたり、家庭生活への関心を高めたり、あるいは家族の一員としての自覚を持って

家族と協力をして家庭生活をより一層楽しく、よりよい生活を工夫しようとする実践的

な態度や豊かな人間性を育てることをねらいとしております。そういった意味から「弁

当の日」の取り組みは食育の一環として食材の選定から調理技術を体験し、学習するこ

とにより衛生管理であるとか食習慣の理解まで生活の基本を体得し、自己管理能力を養

い、食への関心を高める上で意義のあることだと思っております。小学校高学年を対象

とし、保護者、学校とも十分協議を行なった上で無理のない計画を立て、安全を第一に

考えながら取り組む必要があると思っております。今後、校長会等でもこのような取り

組みがあるというようなことを紹介し、「弁当の日」の取り組みについて検討をしてま

いりたいと思っております。 

続いて、学校図書館運営についてお答えいたします。本年度から各中学校と玉名町

小学校、築山小学校、横島小学校にそれぞれ１名を、その他の小学校においては３校に

１名の図書室補助員を配置いたしました。１５名の補助員の方々には意欲的に図書室の

仕事に頑張っていただいております。本年度、既に２回研修会を実施しましたが、その

中で図書の分類の仕方であるとか、補助員としての実務内容の紹介、図書の修理の仕方

等について研修を行ないました。またそれぞれの学校から図書室補助員の方々の活動状

況を伺ってみますと、図書室の設営、図書の受け入れと配置、児童・生徒向けの図書の
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紹介、読み聞かせ、図書委員会の活動支援等に積極的にかかわっていただいており、大

変喜ばれております。実際、学校訪問等で図書室を見せていただいたり、図書室補助員

の方をお話しをさせていただいておりますが、図書室が明るく本を読みたくなるような

掲示物を張っていただいたり、先生が薦める図書をわかりやすく展示したり、担任の先

生と連携しながら図書の貸し出しを促したり、未返却の図書を確実に返却させる等の取

り組みが行なわれておりました。教育委員会といたしましても、図書室補助員の方々が

子どもたちの読書活動に与える効果というものを考えたときに、ぜひ来年度以降も引き

続きこの制度を堅持し、またあと３名を増員いたしますと３校に１名の配置が２校に１

名の配置になり、読書活動の充実がさらに図られるものと考えておりますので、今後検

討してまいりたいと思っております。また学校図書館の一般開放につきましては、学校

図書館の主たる目的が、図書等を児童または生徒及び教職員の利用に供することによっ

て学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童または生徒の健全な教養を育成する

ことを目的としておりますので、まずはこれを優先させなければならないと考えており

ます。一方学校図書館の一般開放は開かれた学校づくりや、学校を地域の文化の発信地

というような視点からとらえますと議員のおっしゃることは貴重な御意見だと拝聴いた

しております。しかし、授業で子どもたちが図書室を利用する時間と地域の方が来校さ

れた時間が重なったり、図書の貸し出し、返却をどのようにするか等、今後解決すべき

課題もあると思います。学校の現状を踏まえながらこのことにつきましても今後検討を

させていただきたいとかように思っております。よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（田畑久吉君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 近松議員の市政懇談会についてお答え申し上げたいと思い

ます。議員も御承知のとおり平成１８年度におきましては、市内８カ所で中学校区を基

本として開催し、それぞれの地域の課題と多数の提言をいただきました。近年、住民ニ

ーズが多様化しまして、また多様な分野での市民活動が活発に行なわれております。そ

こで今年度は婦人会やＰＴＡなどの公共的団体あるいは各種の地域コミュニティー団

体、おおむね２０名以上の団体を対象として市政懇談会を開催いたしております。御質

問の実施状況及び評価でありますが、現在まで天水町輝く女性づくり協議会、横島地域

協議会と同校区まちづくり委員会合同、玉名市ＰＴＡ連絡協議会、さらに玉名市認定農

業者を対象といたしまして４回開催いたしております。評価といたしましては、それぞ

れの団体の活動の状況あるいは課題、将来展望等についての率直な意見交換ができ、さ

らには市政の現状等についても参加者の皆様に直接御理解いただける貴重で有意義な機

会となっておるところでござます。今後の計画につきましては、９月２６日に玉名マイ

バック推進連絡協議会との懇談会が決定いたしております。そのほかにも担当課への数
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件の問い合わせがあっており、積極的に開催してまいる予定であります。次年度以降の

計画につきましては、今後の状況も踏まえ今年度の評価を行ない、さらには地域での開

催のあり方についても検討し、より効果的で意義ある市政懇談会となるよう検討を重ね

てまいりたいと考えております。市民の皆様からの御意見を直接お聞きする貴重な機会

ととらえておるところでございます。 

○副議長（田畑久吉君） ７番、近松恵美子さん。 

［７番 近松恵美子さん 登壇］ 

○７番（近松恵美子さん） 弁当の日の取り組みについては前向きに取り組んでくださ

るということですので、ぜひ１校でも取り組んでその取り組みが玉名市全域に広がるこ

とを願っています。 

最近の子どもたちは集中力がないとか、いろんな問題が３月議会でも報告されまし

たが、メディアとのつき合い方にしても食育についてもどうも大人がもっと子どもの心

に気持ちを寄せる、気にかける、時間を使うこと自体大事なんではないかと感じていま

す。今や学校では子どものしつけもしなくちゃいけないようになったという声が聞かれ

ますけれども、本当に書庫のことからメディアとのつき合い方からいろんな課題があ

り、次から次へと大変なことと思いますけれども、その一つ一つの積み重ねがやはり子

どもたちの生きる力をつける、そして基礎学力を高めるために役立つものと思っていま

す。学校図書補助員については厳しい財政状況であることは私はわかっておりますが、

市の予算の執行状況を見ておりますと、このくらいのお金が出ない状況ではないだろう

というふうに感じております。私は先般委員会である事業の弁当代が高すぎはしないか

ということを指摘いたしました。たかが弁当代、何百円のことで細かいことと思われる

かもしれませんが、私はたかが何百円でも何十食と計算した場合４０万円、これが浮く

とまた図書補助員をもう１人数カ月雇えるぞ、そういうふうな思いでいつも数字を見て

おります。関係各課もいろんな要求があるでしょうが、子どもたちのためなら１０万円

ぐらい減らしてもいい、そんな事業もあるんではないかと思っております。図書補助員

についてなぜこれほど私が強く要望するかといいますと、以前訪問した学校図書館での

子どもたちの姿が忘れられないからです。朝早く、先生が来る前に図書館の前で子ども

たちが待っているんです。雨の日は図書館がいっぱいになるほど子どもたちが来ていま

した。ぱらぱら本をめくるだけの子もいます。それは教室で居場所がない子どもである

ことが多いそうです。頭痛とか腹痛などの症状がある子どもは保健室に行くが、その目

立った症状がないけれども心が病んでいる子は図書館に行く。教室で居場所がなく、寡

黙な子どもが図書館に来ると生き生きして表情が違う、こんな話も見聞きしました。図

書館では教室で見せない顔を出す。その情報を担任に伝えたところ、ちょっと気にかけ

てくださっただけで、子どもが見違えるほど元気になったという報告も聞きました。本



 －5 7－

の楽しさをわかる子どもがふえてほしいという思いはもちろんですが、学校図書館は子

どもたちのオアシスであり、そこで心が満たされることで本に親しむきっかけづくりに

もなることでしょう。家庭でもお父さん、お母さんが子どもを愛情深く育てていてもお

じいちゃんおばあちゃんの愛情というものはまた格別なものがあります。それと同じよ

うに担任の先生が一生懸命子どもたちを暖かいまなざしで見守ってくださっても、また

ちょっと離れた図書補助員の役割というものも大きなものがあると思います。この数年

共働きが急速に増えてきています。そのせいかふれあいを求めている子どもが増えてき

ているという声を学校事務担当者、学童保育の指導者、福祉関係者からも聞きます。教

室で見せる顔と家庭での顔、また図書館での顔もそれぞれ多少違うようです。また図書

補助員の件は前向きに検討してくださるということですので、本の貸し出し以外の役割

が非常に多いんだということを強調しまして、ぜひ確保してくださるように強く要望し

ておきます。 

市政懇談会の方は、今各種団体報告いただきましたが、やはりこの事は随時広報な

どで簡単でもいいですから、どのような団体との座談会があったというふうなことを懇

談会があったということをぜひ公表していただきたいと思います。そのことによってだ

ったらまちづくり委員会でも仲間を集めれば市長との懇談会ができるのかということ

で、その輪が広がってくるのではないかというふうに思います。ホームページ並びに広

報紙で市民座談会の現状についての情報公開をお願いしまして、私の一般質問終わりま

す。 

○副議長（田畑久吉君） 以上で、近松恵美子さんの質問は終わりました。 

２３番 吉田喜德君。 

［２３番 吉田喜德君 登壇］ 

○２３番（吉田喜德君） 市長におかれましては、退院誠におめでとうございます。手

術後の経過もよろしく病院における養生と申されますか、入院中にも国会議員の先生方

はもとより潮谷知事はじめ県の政界の重鎮、その他知名士の方が訪問なされて大変だっ

たとお聞きしますが、これも市長の人格と市長のやはり県政における実績の賜物だとこ

のように改めて感じる次第でございます。また昨日は国会に激震が走りましたけれど

も、自民党大会に県連から３名の代表が臨まれますが、そのことについても大なり小な

り御相談があっているんじゃないかなあと、こういうふうにお察しいたしますとき、こ

れからますます健康増進にも留意なされて、そして市政をダイナミックに担当していた

だきますこともあわせて御祈念申し上げ、お願い申し上げて質問をしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。関係部長の誠意ある答弁をお願い申し上げます。 

教育問題について、教職員評価制について、政府与党は約６０年ぶりの教育基本法

改正に続き、さきの通常国会では「伝統文化を重んじ、国を愛する心」、「公教育、道徳
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倫理の涵養」など教育目標に掲げた学校教育法など、教育改革関連法を成立させ、戦後

教育の転換を図る方針として、すなわち教育再生を大きな旗印として闘うはずの参院選

は年金、政治と金、失言問題の三大エラーで自民党は大敗してしまいました。戦後の混

乱や貧苦の中から責任政党政権政党として、国民とともに今日の世界の中の日本をつく

りあげたその原動力となった自由民主党の参院選の敗戦は残念でなりません。しかし、

教育再生の議論は再び脚光を浴び、また国の１００年の大計として教育改革、教育再生

は避けて通れない不可避的重要課題と信じます。昨日午後、「教育再生会議」は次期首

相のもとでも再生会議の議論継続を強く求めております。教育の改革や改訂の波が今後

も押し寄せますが、しかしこれを受け止め、対応していかなければならないと思いま

す。本市においても２学期制は全校において実施されますが、このあと学校評価制、学

習指導要領の改訂、習熟度別クラス編成、土曜日活用、学校選択制、中高一貫、学制改

革などこれらの諸問題が山積して次々とやってくるのであります。それにどう検討、取

り組んでいかなければならないか、教育委員会とりわけ教育長、教育委員長の手腕とリ

ーダーシップが問われることになります。教育委員の先生方の一層の御活躍を期待して

やみません。 

さて本日の質問でありますが、２００６年度から県内全小中学校に導入された教職

員評価制度であります。この制度は年度当初にそれぞれの教師が自己目標を立て、年度

末に校長が達成度を評価する、校長と協議しながら評価していく仕組みであります。評

価制の状況についてお尋ねしたい。教師の自己目標設定はさまざまでしょうが、その内

容を一部紹介していただき、そして校長との協議状態、結果はどうであるのか、教師の

いろいろな面での向上に役立っている状況をドキュメンタリータッチでいわゆるありの

ままの記録構成でお答えを願いたい。いわゆる結果公表をお願いしたいとこういうこと

でございます。 

２、安全で安心して暮らせる社会（１）防災用品の備えについて。これは平たく言

って、あってはならない、被害を受けてはならないことですが、いざというときに備え

てバッグ、昔流に言えばリックサックでありますけれども、その中に最低必需品を整え

ておく、またテレビや家具の転倒防止対策を日頃からやっておこうというこういうこと

についての行政の取り組みを促し、またお願いする質問であります。先般私は、２学期

制導入について東京の江東区を訪問した際、玉名市や周辺の自治体にあまり聞かない、

また設置されていない江東区の防災課、防災課も訪ねてみました。その防災課ではＡ）

避難セット、防災用品２０といわゆるバッグ入れて２１セット。Ｂ）緊急避難用品、防

災頭巾やヘルメットなどですね。それからＣ）防災対策用品、家具転倒防止板などです

ね。Ｄ）保存食糧・保存水、アルファ米セット、これは５年もの。今長く保存できるよ

うであります。など。Ｅ）その他、パワーコンロ、家庭用組み立て式簡易トイレなどを
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本庁舎の江東区の庁舎の正面入り口にケースに入れて展示してあります。市民の自覚と

備えに対し、アピールしてありました。非常用持ち出し用品２０点とバッグ付が市販の

定価が８,７１５円を市の価格として６,１２０円、２,０００円前後か格安さでです

ね、市民に斡旋しておるということでございます。東京は関東大震災の苦い経験がある

ので、このことが行政の主導で案外普及しているようですが、商品を防災商品を家庭で

備え付けておくとかですね。今申したようなことが案外普及しているということであり

ますが、玉名市はまさかまさかと思い込み、行政も市民の防災用品や用具に対し、関心

がそう高くないんじゃないか、薄いのではないかと思われますが、どうなのでしょう

か。将来江東区のような試みを考案してみられたらいかがでしょうか。（２）下水道施

設について。本年７月１５日、午後８時よりＮＨＫ総合テレビで劣化する地下インフラ

という番組がありました。福岡市下水道課のその取り組みについての報道を見て、８月

１日福岡市下水道局管理部保全課を訪問し、主に下水管や再生水管の維持管理全般につ

いて研修しました。テレビを見ていて、また研修中話を聞いていて、一番関心を高めた

のが下水管渠のことであります。これは下水管が老朽化して土や雨水が流れ込み、道路

や管渠周辺が陥没し、甚大な被害をもたらすということであります。現に福岡市ではそ

れが発生しているということでありました。旧玉名市では下水道浄化センター、つまり

終末処理場の建設構想がいわゆる下水道事業が発表され、当時の与野党が激突し傍聴席

も超満員で議会は波乱万丈でありました。昭和４５年から５０年前半の頃であります。

１期目の私にとってその議会の様相はあまりにもインパクトが大きく、今でも鮮明に蘇

るため、この問題が気にかかっている次第であります。１、浄化センター終末処理場の

老朽化対策と改築計画について。２、古い管渠の年数、最初に管渠の整備がなされたの

はいつ頃であったのか、何年経っているのか。こういうことについてであります。３、

当時の材料と今の材質と申しますか、それはどのようなものになっているか。４、管渠

の調査実施等について伺いたいと思います。 

○副議長（田畑久吉君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 吉田議員の教職員評価制度についての質問にお答えいたしま

す。教職員人事評価制度は、常勤で勤務する県立学校教職員及び市町村立学校の県費負

担教職員に対して、平成１８年度から行なわれている評価制度であります。これには自

己評価制度と評価者評価制度があり、その目的は学校全体の教育力を向上させるととも

に学校組織の活性化を図るため、それを支える教職員一人一人の資質を向上させること

にあります。自己評価制度におきましては、校長が立てた学校教育目標を基本的な方向

として、教職員が年度の行動目標を決め、年度末にどれくらい達成できたかを自己点検

する中で目標設定から実施、チェックの段階で校長による指導助言等が行なわれ、教職
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員の資質の向上が図られるという仕組みであります。自己評価におきましては、毎年４

月から翌年３月までの学校年度にあわせて設定いたします。まず教職員は４月に自己評

価シートに自己目標を記入し、教頭に提出をいたします。その主な内容は職務により若

干異なりますが、教諭の場合評価項目は「学習指導」「児童・生徒指導」「校務分掌ほ

か」となっております。それぞれのさらに現状・目標・具体的な手立てと分かれてお

り、自己評価・面談者評価の欄が設けられております。これを受け取った教頭は、必要

に応じて自己目標等の修正、指示等を行なった上で、校長に提出をいたします。各教職

員は、これをもとに６月末までに校長との面談を経て、自己目標を決定いたします。こ

の自己評価シートの原本は校長が保管し、各教職員はその写しをとっておいて、自己の

目標達成を目指して、その職務にあたっていくというようなことをしております。教職

員の掲げた自己目標の主なものとしては、例えば話し方や聞き方のスキル指導を重点的

に行ない、一人一人が自分の考えや意見が表現できるようにする。基礎基本を大切に

し、一人一人の理解の状況をとらえたわかりやすい授業に努める。教職員と協力体制を

大切にしながら、保健室経営を行なう等々、自己の職務内容に照らし、日々の職務に密

接に関連した目標を掲げております。教職員からは、自己の目標を具体的に設定するこ

とで取り組みがしやすくなったなどの意見を伺っております。校長は、教職員のこのよ

うな自己目標をとらえ、指導・助言を繰り返しながら個々の教職員の資質向上に努めま

す。それぞれの教職員は、２月１日を基準日として、自己評価シートに目標達成状況を

ＡＢＣＤの４段階による評価と記述による評価を作成し押印後、教頭を経由して校長に

提出をいたします。校長は、面談者評価欄に４段階で評価を記入し、３月末までに育成

面談を実施します。この自己評価シートは、開示を希望する教職員には評価結果を口頭

で伝えたり、評価シートを提示するなどして本人に対して開示がなされます。一方、評

価者評価制度につきましては、１１月１日を基準日として教頭が１次評価を行ない、評

価者評価シートを校長に提出し、校長が２次評価を行ないます。この評価者評価は、学

校職員として求めたい職務行動をその職種に応じてレベルごとに示してます。教諭にお

いては「学習指導」・「児童・生徒指導」・「校務分掌ほか」において、それぞれ４段階で

示されております。まず教頭は各項目に対して、０、１、２、３の４段階で評価をし、

その後校長は教頭と同じく４段階の評価を行なった後、所見や今後の育成方針等を記入

いたします。校長の育成方針の記入の例をあげてみますと、教職員の気持ちをよくつか

み、誠意を持って指導するが厳しさに欠け、成果が挙げられないことがある。厳しさを

育成していきたい。これは教頭に対してでございます。あるいは今後各主任等を経験さ

せ、学校の中核となるよう育てていきたいなどが記載されております。この結果につき

ましては、開示はされませんけれども助言すべき事柄については、年度末の育成面談の

機会等を通じて、フィードバックしていきます。自己評価・評価者評価のいずれも校長
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が取りまとめたあと、市町村教育委員会を通じて県の教育委員会に提出するように定め

られております。教育委員会といたしましても、県教育委員会との連携を図りながら人

事評価制度が先生方の資質の向上、学校教育の活性化につながり、ひいては一人一人の

子ども達への教育が充実していきますように、今後も引き続き校長等へ指導、助言を行

なってまいりたいと考えております。以上でございます。 

○副議長（田畑久吉君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 吉田議員の防災用品の備えについての御質問にお答えいた

します。現在玉名市の防災用品の備えに対する啓発活動につきましては、毎年水害が予

想される６月・９月の２回にわたり御承知のとおり広報紙に災害全般に対する普段の心

構えとして非常食・飲料水・懐中電気や携帯ラジオ等の防災用品の備えに対する広報活

動を行なっているところでございます。また行政側の備えにつきましては、平成１５年

７月熊本県市長会と熊本県町村会におきまして、市町村相互間の応援に関し協定を締結

いたしております。食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその他供給に必要な資機材の

提供、被害者の救護・救助・医療・防疫・施設の応急復旧等の活動に必要な資材及び物

資の提供など、相互に応援を行なうこととしているところでございます。玉名市独自と

いたしましては、平成１９年４月に大手飲料水メーカー３社と災害時における物資提供

に関する協定の締結を行ない、災害時の災害対応型自動販売機の無償提供や飲料水など

の優先的搬入などの確保を行なっているところでございます。今後は、さらに市民に対

し、幅広く災害に対する平常時の心構えを促すため、議員御指摘の防災２１品目などを

行政機関などに展示し、日頃より災害に対する市民の自覚を高めて、災害時において被

害が最小限になるよう努めてまいりたいと考えております。また防災品目の購入価格に

つきましても、市の斡旋等検討してみたいと思いますので、議員の御理解のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○副議長（田畑久吉君） 企業局長 中原早人君。 

［企業局長 中原早人君 登壇］ 

○企業局長（中原早人君） 吉田議員の下水道施設についての御質問にお答えいたしま

す。玉名市浄化センターは、玉名市公共下水道事業の根幹的施設として昭和５６年供用

開始したところでございます。現在２５年を経過しております。当初設置しました電

気・機械設備のほとんどが耐用年数を経過しており、老朽化による機能低下が懸念され

るため、平成１６年度から改築更新事業に着手しました。事業期間は、平成３０年まで

の１５カ年を計画しており、総事業費は約３９億７,０００万円です。これまで汚泥処

理設備を一部終了し、現在水処理設備の一部を施工中であります。また来年度から平成

２４年度までの第２期計画としまして、沈砂池設備や監視制御設備等の改築更新を予定
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しております。次に管渠の埋設年数と材質につきましてでございますが、最も古い管渠

で３４年を経過しております。材質につきましては遠心力鉄筋コンクリート管と硬質塩

化ビニール管を多く使用しております。管渠の調査実施についてでございますが、本市

公共下水道事業の管渠の総延長は平成１８年度末現在で２２１.５キロメートルでこれ

まで下水管渠の破損等による道路陥没事故は発生しておりませんが、劣化が懸念される

箇所を中心としまして、巡視点検を行なっております。今後も下水道管渠の破損等によ

る事故防止には万全を期す所存でございます。 

○副議長（田畑久吉君） ２３番 吉田喜德君。 

［２３番 吉田喜德君 登壇］ 

○２３番（吉田喜德君） 教職員評価制でありますけれども、よくわかりました。これ

もお説のとおりやはり教師の資質向上、これは学校現場というか教育現場だけじゃなく

て、いろんな意味の教師の資質向上もまた叫ばれるようになったのでありますが、残念

ながら学校現場と違いますけれども、昨今マスコミをちょっとにぎわせたのが校長先生

の飲酒運転の問題とか、あるいは教師の窃盗事件の問題とか、そういう意味のこともで

すね、大変憂慮されることではないでしょうか。また本日の朝刊に、指導力不足教員４

５０人と、熊本県はわずか１０名足らずでありましたけれども、玉名市にあってもそん

な指導力不足教員がいるとは言えませんけれども、一番問題になるのが採用されて１年

間の条件つき採用ですね。これに触れて正式採用とならなかった人が２,９００その程

度おられるということで、大変だなあと思いました。このことにおいても新任教員ので

すね、指導も大切じゃなかろうかと思う次第でございます。 

防災用品については、いざという時にリックサックをぱっと持って、さっと避難で

きると、まあこういうのが想定されますが、そういうような心構えを言っているわけで

あります。玉名市は地震にあってはある程度強い地域だというように聞いておりますけ

れども、活性断層ですか、そういうのはあまりないというように聞いておりますが、備

えあって憂いなしという言葉もございます。さらなる行政当局の市民に対するアピール

をお願いをしたいとこのように思います。 

この下水のことでありますけれども、下水管渠、一番弱いところは温泉地帯とこの

ように聞きました。玉名市も温泉地帯があるわけでございますが、そういった特殊の場

所が非常に管がですね、腐敗していくのは進行が早いと、そこにおいていろんなものが

流れ込んで最後には道路が陥没していくと、通行中に陥没したという事例もあるそうで

ございまして、大変危険だなあと感じました次第でございます。３４年経っているとい

うことでございますが、私どもも下水道の恩恵には、恩恵を受けているわけでございま

すけれども、そういうのがそろそろこの特に中心地であります玉名町小校区における下

水管の調査をこれからもいろんな最新の機械をですね、駆使されて調査をお願いしたい



 －6 3－

と思います。 

次に移りたいと思います。各種補助金について、市長初め執行部におきましては各

施策や行政の均一化、統一化、調整等について大変だなあと察しますが、これも避けて

通れないこと、旧１市３町の住民の市民の皆さん、また各種団体にとって喜ぶことばか

りで、合併がですね、喜ぶことばかりじゃなく、悲喜こもごもといいましょうか、一喜

一憂というところではないでしょうか。つまり、いよいよ市長初め執行部におかれまし

ては、各種補助金の調整が課題だととらえておられるのではないかなあと、市民は察知

していると思います。その作業、調整を取りかかって、既にとりかかっておられるとす

れば、またとりかかれるならば、どういう基準というか手順、方策、どういう考えでで

すね、この補助金問題に手をつけられていかれるのか、その辺をお尋ねしたいわけでご

ざいます。また各種補助金が議会の総務、産業経済、建設の所管にかかわることについ

てのその補助金ですね、一般財源の市の単独補助金です。県とか国とか、いろいろ４分

の１とか３分の１とかそういうような間違った補助金じゃなくて、市が単独に補助して

いる補助金の額について３委員会についてお伺いしたいと思います。文教厚生委員会の

関係だけでもですね、１億７,０００万円、１億７,５９３万円ですか、単独でですね、

あるわけですけれども、先ほどお尋ねしたことをお願いを申し上げたいと思います。 

企業誘致、これ外国企業について、このことについて前回６月議会で提言しており

ましたので、その後調査が進んだものと受け止め、質問いたしたいと思います。答弁が

ありませんでしたが、時間ということで私は判断いたしまして、その御答弁漏れに対す

る質問はいたしませんでしたから、今回改めて質問をお願いするわけでございます。自

民党が発行した政府の施策集の中に、４．交流（外国企業の誘致）事業名、外国企業誘

致地域支援事業等とあります。自民党が発行したですから、政府が決定した事柄でござ

います。ただ発表したのは自民党で発表した。それをみたのでございます。対象者は地

域の特長を生かし、戦略的に外国企業誘致活動を行なう自治体等というのがあります。

対象となる事業は外国事業誘致活動は、自治体からの提案公募による採択制でありまし

て、その内容は経済産業省から委託を受けた民間団体等が採択地域に対して、１）発掘

事業、招へい対象となる海外の企業を具体的に絞り込むため、主に海外において対日投

資に関心のある外国企業発掘地域に対して情報提供等を行なう。招へい事業、２番がで

すね。地域の投資環境について、効果的な情報発信が行なえるよう外国企業の幹部等の

招へいやビジネスマッチングの開催等の誘致活動を支援する。３番、立ち上げ支援事

業、進出予定の外国企業の定着を円滑に進めるため、起業をサポートする弁護士等の専

門家の派遣等を行なう。ひっくるめて言えばですね、外国企業を誘致できるのかできな

いのか、本市が適地であるのかないのか、あるいは誘致するとすればどんな援助がある

のか。あるいはその後どういうふうにですね、それを見守ってもらえるのかとかいう、
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いわゆる調査全般にわたっての誘致活動でありますから、これ誘致するしないと絞っ

て、これやるわけでございまして、そういう今申し上げたようなことの調査の補助とい

うかですね、推進というかそういうのが国がやっているわけでございます。その後、何

と申しますか、担当課においては多少調査も進んでいるように聞きますので、御答弁を

お願いしたいと思います。 

○副議長（田畑久吉君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 吉田議員の各種補助金につきましてお答え申し上げたいと

思います。まず、平成１９年度一般会計当初予算の市単独補助金の総額は約１４億７,

０００万円となっております。これを議会各委員会別に分けてみますと、総務委員会は

約１億４,９００万円、建設委員会は企業会計への補助金を含めまして約９億５,６００

万円、産業経済委員会は１億８,９００万円、文教厚生委員会は先ほど吉田議員もお触

れられましたが１億７,６００万円となっております。次に補助金の調整ということに

つきましては、現在の補助金において、いくつかの問題点があると感じております。ま

ず、同様の活動規模や内容であっても補助金額に大きな差があること。次に団体の活動

内容や事業補助の効果検証が不十分なまま慣例的に毎年度予算化している補助金が多額

にのぼり、新しい事業や団体への支援が財政的に困難な状況になっていることなどが挙

げられるかと思います。これらの問題点につきまして、本年度中に見直し案の策定を行

ない、効果が高く効率性のよい内容のものにしていきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。なお、この見直し案の策定に関しましては、意見を反映させるために

市民９名で構成いたします検討会を設置することにいたしております。また見直し案の

策定手順につきましては問題点の洗い出しと、その解決方法を探っていくという作業に

なるものと考えております。補助金の見直しにつきましては、多くの市民の皆様の関心

の高い事柄でもありますので、見直し案策定の進捗状況や見直しの方向などについて市

のホームページなどにより情報提供を行ない、透明性を確保しながら取り組んでまいり

たいというふうに考えております。 

○副議長（田畑久吉君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） 外国企業の誘致についてお答えいたします。議員のお

話の経済産業省が支援します、「外国企業誘致地域支援事業」のことは聞き及んでおり

ましたが、本市といたしましては国内の企業の誘致を優先しておりましたので、外国企

業の誘致については深く検討していなかったのが現況であります。議員より御提言があ

りましたので調査いたしましたところ、熊本県には地勢的優位性、豊富な人材等を要因

に半導体関連企業が多く立地していることから、高度な技術力を持つ半導体関連の外国
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企業の誘致を積極的に進めることにより、一層国際競争力のある半導体集積地域となる

ことを目的に、平成１９年度事業として外国企業誘致地域支援事業に熊本県が応募し、

この７月に事業採択されております。この事業は熊本県全域を対象としており、今月に

は早速「半導体企業誘致の可能性」というフォーラムが開催されておりまして、担当職

員を出席させた次第でございます。このようなことから本市の県より情報を提供してい

ただき、外国企業の誘致にも目を向けていきたいというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○副議長（田畑久吉君） ２３番 吉田喜德君。 

［２３番 吉田喜德君 登壇］ 

○２３番（吉田喜德君） 国内企業がなかなか難しいと、もちろん外国企業も難しいで

ありましょうが、調査をですね、する段階のことでございますので、できるできない

はその後にまた考えていかれればいいんじゃないかと思うわけでございます。補助金

の問題については、どの補助金も大切な大切な活動に対してですね、項目ばかりであ

りますけれども、特に私がここで２つの点について関心を持っておりますので述べて

みたいと思います。各種イベント、祭り等補助金、これは各地域地域の活性化に大い

に貢献しているわけでございます。私が今から述べることを念頭に置いて、再質問じ

ゃありませんけど、置いてお願いをしたいと思います。一つ例をあげますれば、少し

我田引水な言い方ではございますが、私の地元である西部商店街、ザ夜市というのが

毎年もう１８年、２０年になるわけでございまして、３,０００ないし４,０００名と

いわれるほどのですね、群集の人が集まって最近大変盛んであります。各地において

もそういうイベントがここに１３補助金がイベントに祭りに対してありますけれどで

すね、やってそれぞれ地域地域の特性を生かして活気ついている地域の活性化にです

ね、貢献しているんじゃないかなあと、このように察します。このことをまず念頭に

置いていただきたいと思います。 

次に私学振興の意味から本日は玉名女子高校、専修大学玉名高校の高等学校のこと

について、例を例示しながら申し上げてみたいと思います。もちろん学校法人でありま

すので、幼稚園その他もこれに含まれております。１０款の１９節単独の補助金です

ね、市単独の補助金のことでございます。毎年私学振興大会というのがありまして、私

学振興の３つの大きなですね、振興策の目的は１つにはですね、私学振興財団等により

やはり国の県を通しての補助金、２つ目にはその学校、私学学校がですね、どういう特

長があるだろうか、野球にしてもあるいは吹奏楽にしてもそういう地域に対してどうい

うふうな活性化をしていくであろうというそういうような貢献度、こういうのが第２番

目です。３つ目にですね、公立高校との是正ですね、公立高校との是正、いわゆる校納

金の格差を縮めよう、縮めてもらわなきゃならないと、こういうようなこと。この３大
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目標が私学振興の最たるものでございます。ちなみに現在県下２２校、私学ございま

す。そしてその中で生徒数は１万５,７１７名、現在、全国で私学高等学校は１,３２２

校１０１万人ほどの生徒があります。こういうようなことの観点からいわゆる教育委員

会に関係する私学振興のための補助金がわずかでありますけれども、ありがたいことと

思いますが、計上されて当初予算に計上されております。今のような状況に鑑みてどう

か、その点も念頭に置きながら私学振興に対する学校法人に対する見直しの点も考慮し

ていただければありがたいなあとこういうふうに思うわけでございます。 

以上をもちまして、終わりたいと思います。 

○副議長（田畑久吉君） 以上で、吉田喜德君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時１７分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時３０分 開議 

○副議長（田畑久吉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

１３番 内田靖信君。 

［１３番 内田靖信君 登壇］ 

○１３番（内田靖信君） １３番内田です。ローカルマニュフェストについて一般質問

を行ないます。去る７月２９日に執行されました参議院議員選挙において各政党が年金

改革、子育て支援策、小児科・産科などの医師不足対策や農業政策、さらに最低賃金な

ど国政でかかる重要課題について数値目標や財源、期限を盛り込んだマニュフェストを

発表し、国民の審判を仰いだところです。残念なことにその結果は与野党逆転になり、

ひいては先日の安倍総理の辞任表明にいたったものと考えております。また４月の統一

選挙におきましても公職選挙法の改正により、Ａ４版１枚という制限はありますものの

マニュフェストの配布が解禁となりました。全国の多くの自治体の市町村の選挙におい

てマニュフェストが掲げられて選挙戦が展開をされたところです。その公職選挙法が定

めるローカルマニュフェストは、Ａ４版のビラ形式で発行枚数が市長選が１万６,００

０枚、町村長選が５００枚の上限となっており、公示期間中に新聞折り込みや選挙事務

所あるいは個人演説会で配布することができるとされております。そのマニュフェスト

作成費用は各自治体が公費負担の条例を制定することにより、それぞれの自治体で負担

することができるようになったところです。従来も選挙公約が選挙広報として全世帯に

配布をされておりますが、政策についての数値目標や財源また期限の根拠がほとんど盛

り込まれておらず、各候補者の公約を比較する判断材料にも乏しく、またマニュフェス

トにおいて数値や財源、期限などを公表することにより公約が議会や市民からも検証す

ることが容易になるものと考えております。既に今回４月の統一選挙において全国的に
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は約７割の自治体が公費負担の条例を制定をしているようですが、一部の自治体ではロ

ーカルマニュフェストの公費負担を財政面や選挙広報の発行による二重負担などにより

見送るところもあるようです。今後は資金力の有無に関わらず政策を重視する上から

も、また候補者が掲げた具体的な数値目標を検証し、その実行力を推し量る上からも負

担条例制定の必要性が増すものと考えておりますが、どのような見解を持っておられま

すのかお尋ねを申し上げます。 

○副議長（田畑久吉君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 内田議員のローカルマニュフェストについての御質問にお

答えいたします。公職選挙法の一部改正によりまして、平成１９年３月２２日から地方

公共団体の長である知事及び市町村長の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る

機会を拡充するため、候補者が選挙運動のために使用するビラを頒布することができる

ようになりました。いわゆるローカルマニュフェストの頒布解禁を求める各方面からの

声に応える形で実現したものでございます。このビラに候補者が考えた当該地域の目指

す姿を掲げ、その実現のために「政策目標」「財源」「達成期限」について数値目標を含

めて具体的に説明してローカルマニュフェストが作成されるものでございます。ビラの

具体的内容について御説明申し上げます。まず選挙運動用ビラの種類及び枚数につきま

しては、公職の候補者一人について当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に

届け出たもの２種類以内で、市長選挙の場合は１万６,０００枚と限られております。

頒布の方法といたしましては、通常の一般紙における新聞折り込みの方法、選挙事務所

内において選挙運動用ビラを頒布する方法、個人演説会の会場内において頒布する方法

及び街頭演説の場所における頒布の方法がございます。ビラの形態といたしましては、

広さはＡ４版以内のビラの表面に頒布責任者、印刷者の氏名及び住所を記載し、両面に

印刷、色刷りすることも可能でございます。ただしビラは当該選挙に関する事務を管理

する選挙管理委員会の定めるところにより、当該選挙に関する選挙管理委員会の交付す

る証紙を貼らなければ頒布することはできません。またビラの作成費用につきまして

は、公費でも私費でも作成することはできます。議員御質問のローカルマニュフェスト

にして作成するビラの公費作成につきましては、県下の各市ではございませんが、熊本

県選挙管理委員会が来年春任期満了による県知事選挙から選挙用ビラにつきまして検

討、準備をされているようでございます。本市におきましてもローカルマニュフェスト

の効果や条例の整備等を総合的に勘案いたしまして各市の状況等も踏まえ、今後十分に

検討してまいりたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○副議長（田畑久吉君） １３番 内田靖信君。 

［１３番 内田靖信君 登壇］ 
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○１３番（内田靖信君） 次の玉名市の選挙は約２年後の平成２１年１０月中には執行

されるものと考えております。経費としてはそれほど多くの財源を要するものでもな

く、また公営選挙の度合いが高まるほどそれに比較して民主主義の成熟度も高まるもの

と言われております。できるだけ早い時期に熊本県をはじめそれぞれの自治体の動向を

調査され、また執行部において検証、検討され、前向きな対応を要望いたしまして、私

の一般質問といたします。 

○副議長（田畑久吉君） 以上で、内田靖信君の質問は終わりました。 

１番 萩原雄治君。 

［１番 萩原雄治君 登壇］ 

○１番（萩原雄治君） こんにちは。有明クラブの萩原雄治です。まずもって島津勇典

玉名市長御退院誠におめでとうございます。これからも御健康に十分留意されて玉名市

民のため、御公務に御務めくださるようにお願いいたします。それから、私は昨年６月

定例議会のときの一般質問で海外視察に行くときは、子どもたちを同行して子どもたち

の友好交流が必要だと質問しました。早速、今年のアメリカクラリンダ市訪問には中学

生３名と顧問の先生１名を同行されましたことに感謝申し上げます。 

それでは通告に従いまして一般質問を始めます。今回の一般質問は３月定例議会の

ときに一般質問をしました１「瀬裏川の花しょうぶの管理について」、２「城北地区

における病院建設について」の２点の続きと３「後期高齢者医療制度について」、４

「観光都市玉名について」です。 

まず１つ目の瀬裏川の花しょうぶの管理については６月議会の時には結果がまだ

わかっていなかったので遅くなりましたが、今議会の質問となりました。私は今年初め

てリバーサイド商店会の代表として玉名市観光客誘致キャンペーンに参加しました。１

回目が４月２６日から２７日の１泊２日で鹿児島に行きました。鹿児島駅や天文館でチ

ラシ配りや新聞社、旅行代理店の訪問をいたしました。新幹線の部分開業で観光客が増

えて活気のある町に変貌しつつあると感じました。２回目は５月７日から８日の１泊２

日で宮崎に行きました。宮崎駅や中心商店街でチラシを配り、新聞社の訪問、ＦＭラジ

オの生出演を体験しました。東国原知事のおかげで物産館の売り上げはうなぎのぼり、

観光客もふえているそうです。私の報告はここまでにしまして、７月１７日木曜日「し

ょうぶの会反省会議」が玉名商工会館５階で行なわれました。また７月１９日木曜日

「玉名市観光客誘致キャンペーン反省会議」も同会館で行なわれました。玉名市観光客

誘致キャンペーン反省会議には、産業経済委員会委員の方々が出席されていますので、

おわかりのことと思いますが、どちらの反省会もやはり最後には今年の花しょうぶので

きが悪く、管理はどうなっているのかの質問になっていました。現在、建設部都市計画

課が管理していますが、毎年、花しょうぶの株分けについては入札を行ない、違う業者
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が落札しています。本来、市の職員は花の専門家ではありませんし、また毎年違う業者

が入札金額の中で株分けをやっていくのは無理があるのではないかと思います。そこで

私の提案でありますが、花しょうぶの株分け及び育成管理はすべて民間委託やＮＰＯ団

体にお願いするか、指定管理者制度に移行するかなどに考えたらどうでしょうか。執行

部の御意見をお聞かせください。 

次に城北地区における病院建設についてです。今年の３月定例議会においては、城

北地区における公設民営の救急病院の必要性を質問したと思います。その後も熊日新聞

では、病院についての記事が連日のように掲載されています。５月１３日から連載で

「医療過疎－地方から」と題して５回の特集が組まれていました。１回目、熊本大学医

学部を安田公寛天草市長と市議が産婦人科の常勤医師を引き上げる理由や経緯について

大学側から話を聞くために訪れています。２回目、上益城郡山都町の矢部広域病院が３

８年続けた緊急告示病院の看板をおろした。半数が熊本市へ。３回目が荒尾市民病院は

医師引き上げで常勤小児科医が不在となり、荒尾市医師会が当番医制度で担っている。

４回目、上天草市龍ヶ岳町樋島の渡し船に乗客５人が乗り込み、上天草総合病院へ。開

業医がいない同町はこの病院に診療科目がなくなれば、八代か熊本に行かなければなら

ない。５回目、山鹿市立病院は昨年４月には７人いた内科医が３人になり外科医がカバ

ーしている。今度は外科医がきしむ等の内容であります。また６月１６日玉名郡市医師

会主催で厚生労働省政局技官をお招きし、「今後の地域医療のあり方について」と題し

て、講演がありました。さらに熊日新聞７月１日、日曜版に全国で救急病院が大阪府を

除いて４６都道府県で３,８３８になり、１４２減った。熊本は６７で６の減少とあり

ます。日本経済新聞７月２４日には公立病院改革と題して、現在公立病院は１,０００

カ所あり病院全体の１割を占める。全国の自治体病院は計５,０００億の助成金をして

いるが、それでも３分の２は赤字で、地方財政の圧迫要因になっている。さらに６月に

成立した地方財政健全化法では２００８年度決算から病院などを含めた連結決算で自治

体財政を把握するため、公立病院の経営改善は急務となっている。とあります。つい最

近の熊日新聞８月２５日土曜日版には「地域医療の危機」と題して、県保険医協会長の

吉住眞さんと県難病相談・支援センター所長の陶山えつ子さんの意見が大きく載ってい

ました。ほかに読者からとして小国町の主婦からの意見もありました。このように全国

的に病院問題は市民にとって最大の関心事であり、安心して生活するためには必要不可

欠な問題であります。前回の続きになりますが、島津市長も今回、大病とその治療を経

験されたわけですが、このような高次の医療が県北で行なわれれば、地域住民にとって

大きな福音になると市長自らが証明されたように思います。地方の公立病院をただ整備

しようとしても住民が安心して生活する程度の高次の医療を提供するためには人口２０

万人以上の県北３市５町で支えるようなある程度大きな財政基盤がないと設置できない
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と考えます。島津市長におかれては、既存の公立玉名中央病院の改革で地域医療の危機

を一応クリアしようと考えられているようですが、医師が集まってくるような病院にす

ぐなるわけではないと考えますので、抜本的な地域医療を構築することが重要であると

考えます。今、玉名郡市医師会では、県北に公設民営の救急救命を含む急性期型病院設

置の考えを提言されております。地域の医師会が地域内医療完結を目指して、地域医療

の危機を解決するための提言をすることは全国的にもあまりないことだと聞いていま

す。公立玉名中央病院の改革も重要であると考えますが、大きな視野に立って公設民営

の救急救命を含む急性期型病院建設に対する御意見をお願いいたします。 

○副議長（田畑久吉君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 萩原議員の御質問にお答えをいたします。昨年の６月議会

では、作本議員が花の管理並びに植栽方法など、今年の３月議会では萩原議員がしょう

ぶ期間中に手入れのできる方に任せはできないかなど、また６月議会では田島議員より

しょうぶの咲きが悪く観光に来られた方々に残念な思いを与えたなど、それぞれの御質

問にて御指摘をいただいたところでございます。これらの質問に対し、開花不良の原因

究明、株分けの時期や花の色分け、新品種の導入等専門家からの意見を聞きながら菖蒲

園の再生に努めるとお答えをしたところでございます。市といたしましては、このこと

を真摯に受け止め、花しょうぶの先進地であります宮崎県宮崎市や静岡県掛川市などと

意見交換、情報収集を図りながら今回、改善策として次のことを試みております。１つ

として株分け時期を１０月から７月に行なうことにより、活着を早め健全な新芽の育成

を促進させ、立派な花芽ができるように時期を変更いたしました。２つ目といたしまし

て株分けを早めに行なうことで、施肥の回数を増やし肥料を根から吸収しやすくするよ

うに５ないし６回分けて行なうようにいたしております。３つ目といたしまして景観の

向上のために裏川のしょうぶの品種や花の色及び開花時期などを調査し、それをもとに

新品種の株を購入いたしております。以上の改善策を図り、来年は美しい花が咲くよう

に日常管理に力を入れてまいっております。今回、萩原議員より株分け業務委託の業者

選定方法や株分け業務を含む、裏川菖蒲園全体の管理を年間委託へ移行してはとの御提

案をいただきました。議員御承知のようにこの指定管理者制度は、民間の能力を活用し

つつ、住民サービスの向上を図り、経費の縮減などを図ることを目的といたしておりま

す。本市では有料施設から無料施設まで段階的に取り組んでおりますので、裏川水際緑

地においても制度導入は不可能ではないものと考えております。しかし指定管理者委託

や民間委託などを活用した年間委託は地元の理解が不可欠であります。 瀬裏川筋を愛

する会をはじめとする関係団体や 瀬裏川花しょうぶまつりの関係者等の意見を十分に

拝聴しながら漸進するよう検討を重ねてまいりたいと考えております。萩原議員の御理
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解御協力をよろしくお願いを申し上げます。 

○副議長（田畑久吉君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 今議会何人もの議員の皆様から私の健康状態について触れてい

ただいて、大変恐縮をいたしております。開会日に全員協議会に出させていただいてご

あいさつをさせていただいたんですが、その後えらい私は家内からも怒られまして、病

気をなめていると、自業自得だというふうに言われましたが、正直に申し上げてです

ね、正直に申し上げて、あんまり調子がよすぎまして、ただこの１３日、１４日私も意

識しておったんですが、数日前から血の気は少ない方じゃないと思っておったんです

が、少々足りなくなりまして苦労いたしております。ただ自分の体ですから調子に乗ら

んでしっかり体制を整えなおして、先般申し上げましたように市政の重要課題に取り組

んでまいるつもりでございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

萩原議員から城北地区における公設民営型病院の構想についてどう感じるか、前に

もこれ同じ議論がありましたね。簡単に言えば公設民営型というのは、市町村が金を出

してくれと、そして病院をつくってくれと、そすと運営は私どもの方でやりますから

と、こういう話なんでしょうね。それができれば非常にいいでしょうね。１００億以上

の金がかかるんだろうと思いますが、率直に申し上げて私はこの構想は非常に考え方と

して立派だと思いますし、地域医療のひとつのあるべき姿を示していると思います。そ

ういう意味では提言された方々に敬意を表したいと思いますが、ただ今我々が現実の問

題としてとらえなきゃならんことは、まず官が成功する、公が先行していって成功した

例というのはないということがひとつ言えると思います。同時に各市町村の現在の財政

状況等の中から、各市町村がそれだけの大きな金を拠出するということを納得するかど

うか、もう１つは大きな問題はそれそうやって病院をつくったからといって、その病院

は必ず儲かりますよと、運営上心配いりませんよと、そういうスタイルになるのかどう

か。今、私どもに突きつけられている極めて重要な問題は公立中央病院の問題です。私

は組合長として非常に心配をいたしております。それにとらわれておると年々くたびれ

で前に向かった対応ができないじゃないかというのが、まあ萩原議員の趣旨ではないか

と思います。しかし現実の問題として、私は評論家じゃないわけですから、現実の問題

として今職員３００人を抱えている玉名中央病院。放ったらかすわけいかんじゃないで

すか。これどうするんですか。何とか組合議会の皆さんも御一緒です。一緒になってそ

して赤字幅を小さくして黒字にいきなりというわけにはいかんでしょうから、赤字幅を

小さくしてですね、この玉名中央病院が私どもの地域の基幹的病院としての役割をぎり

ぎり果たせるように取り組んでいかなければならんのが、今私どもに課せられた責任で

はないかなと、この時点で私は思っております。同時に今荒尾でありますとか玉名です
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とか菊水ですとか山鹿ですとか、それぞれの地域が持っておりますが、公立病院を持っ

ておりますが、今のこの論理、じゃあ私がちょうど地域的にも真ん中だからみんな山鹿

にも荒尾にも菊水にも声かけてこんな病院ひとつつくろうじゃないかと、それを果たし

なさいという趣旨であるとすれば、残念ながら今私にそういう勇気はないということを

申し上げておきます。そういうことでひとつぜひ御理解をいただきたいと同時に、今中

央病院のおかれている現状というのを御理解をいただいて、私はもっと早くことがなけ

れば、ちょっとショック療法も含めて考えておったんですが、なかなか思うに任せませ

んでちょっとテンポが遅れておりますが、しかし病院改革に向けて一歩も二歩も病院議

会の皆さんと一緒に踏み出してまいりたいとそういうふうに思っておりますので、御理

解をいただくようにお願いをいたします。 

○副議長（田畑久吉君） １番 萩原雄治君。 

［１番 萩原雄治君 登壇］ 

○１番（萩原雄治君） １つ目の質問、花しょうぶの管理について、再質問ではありま

せんが、市民の方々や遠くからしょうぶの花を楽しみにおいでになるお客様のためにも

しっかりとした育成管理のできる方法をぜひ検討されることを重ねてお願い申し上げま

す。 

それから次の質問、城北地区における病院建設についてでありますけども、ただい

ま市長からの答弁本当にありがとうございました。私も実感としてはっきりわかってお

ります。しかしここで再質問ではありませんが、つい最近奈良県で妊婦さんが病院をた

らい回しにされた件がテレビで報道され、次々とほかの県でも同じような事例が明らか

になりました。そのために舛添要一厚生労働大臣が全国の知事を集めて会議を開かれた

ところです。このように救急病院は全国的にも大問題となっております。さて、現在の

九州看護福祉大学建設においても、ほとんどの人たちが初めから玉名に大学ができると

は思っていなかったのではないでしょうか。それが現在では玉名市になくてはならない

大学となっています。当然、当時お金もなかったわけであります。お金の問題だけでは

ありませんけれども、問題を初めにするものでなく、この城北地区において将来必ず救

急病院が必要であれば、官民一体となって今検討をし、卵からでも始めなければならな

いというふうに感じております。 

３つ目の質問に入ります。３つ目は後期高齢者医療制度についてです。この後期高

齢者医療制度については、熊本県後期高齢者医療連合議会議員としては、玉名市議会か

ら作本幸男文教厚生委員長が選出されておりますが、市民にとって関心のある問題です

ので、あえて質問をさせていただきます。それはあんま、はり・きゅう受療券でありま

す。現在、あんま、はり、きゅうにかかったときに１回当たり１,０００円の補助金が

あります。これを施設費払いといい、１世帯年間３０枚で、２人目から１人につき５枚
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加算することなっている制度です。まず１つ目の質問はこの交付状況はどうなっている

のかお聞きします。次にこのあんま、はり・きゅう受療券制度が今後どうなるのか。ま

た後期高齢者医療制度になったときには現在の老人医療保険制度と違うところは、要す

るによくなることと悪くなることをわかりやすく御説明ください。 

○副議長（田畑久吉君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 

○市民環境部長（黒田誠一君） 萩原議員の後期高齢者医療制度についての御質問にお

答えいたします。まず１つ目のあんま・はり・きゅう受療券の交付状況についてでござ

いますが、平成１８年度の交付実績でございますが、国保全体で約８,５００枚、その

中で国保一般が約６,２００枚、老人医療で約２,３００枚を交付しているところでござ

います。 

次に２つ目の後期高齢者医療制度が平成２０年４月から実施されるが、このあん

ま・はり・きゅう制度はどのようになるかについてお答えいたします。現在、熊本県後

期高齢者医療広域連合の中で検討されておりますが、最終的には後期高齢者広域連合の

議会において決定がされるものと思いますが、現在のところ検討中という言葉でお答え

をしたいと思います。 

次に３つ目の後期高齢者医療制度になったときに、現在の老人医療制度と違うとこ

ろはどのようによくなるのか悪くなるのかについてお答えをいたします。まず、現在の

老人医療制度の課題としましては、老人医療費についてかかった費用がそのまま保険者

の負担として請求されてくるため、現役世代がどこまで負担すればいいのか、また現役

世代と高齢世代の負担が不明確でございます。また医療費の支払いを行なう市町村、国

保事業、老人医療事業でございますが、実際の費用の負担を行なう保険者が分かれてい

るため、どちらが財政運営に責任を持っているか等が不明確でございます。今回の後期

高齢者医療医療制度の創設により独立した医療制度で財政運営主体が明確となり、給付

費については高齢者の保険料を１割、現役世代からの支援金を約４割、公費を約５割で

それぞれの負担割合で賄うこととし、高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の

明確化を図ることで将来にわたり医療保険制度の持続的かつ安定的な運営を確保するも

のでございます。今後とも平成２０年４月からの後期高齢者医療制度の施行に向けて努

力してまいりたいと思いますので、議員の御理解御協力をお願い申し上げます。 

○副議長（田畑久吉君） １番 萩原雄治君。 

［１番 萩原雄治君 登壇］ 

○１番（萩原雄治君） 再質問としまして、後期高齢者の方々、当然御高齢で年金生活

者の方々が多く、病息や病気がちの方々が多いと推測されます。今、お答えいただきま

したけれども、広域連合の方で考えてあるということなんで、国民健康保険の方ではど
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のようなお答えになるか、お答えをいただきたいというふうに思います。もし、あん

ま・はり・きゅう受療券制度がなくなれば後期高齢者の疾病予防ができなくなることが

予想されるし、あんま、はり、きゅう師の方々の仕事が減ることが予想されます。あん

ま、はり、きゅうを仕事としている方々には、視覚障害者の方が多くおられます。障害

者の方々の仕事が減ることは直接生活に響くことになります。そのことについてはどの

ようにお考えでしょうか。 

○副議長（田畑久吉君） 萩原議員、次の質問続けてください。 

○１番（萩原雄治君） はい。最後の質問に入ります。最後の質問は、玉名市の観光に

ついてであります。この質問は１つ目の質問にもリンクしますが、初めの質問のときに

玉名市観光客誘致キャンペーンに行きましたと報告しています。今回はちょうど週間ダ

イヤモンド７月２８日号、ニッポンの観光特集がありまして、そこから引用をさせてい

ただいています。観光産業は２１世紀のリーディング産業になると予測されるが、日本

はこれまで観光を軽んじてきた。しかし２００３年以降、観光政策を転換し、新たな法

律「観光国推進基本法」が施行された今年は、観光国元年と言われるとあります。現

在、観光産業は２４兆円とも言われているし、観光は今でも巨大産業で雇用創出も大き

いとあります。そこで次の分類に分けたランキングが載っていました。最も満足した観

光ランキング、最もがっかりした観光ランキング、魅力が落ちた観光ランキング、魅力

が増した観光ランキング、最も満足した温泉地ランキング、最もがっかりした温泉地ラ

ンキング、もちろん悪いイメージランキングに載る必要はありませんが、現在玉名市は

どのランキングにも載っていないのが残念です。週間ダイヤモンド調べでは４７都道府

県観光ランキングでは熊本県が２８位となっています。ちなみに１位が北海道で、長野

県、静岡県と続きます。全国土産物売れ行きランキングは、１位が白い恋人以下、マル

セイユバターサンド、ロイズのチョコと続いています。現在白い恋人は賞味改ざん問題

で生産中止となっていますが、人気はまだまだあるようです。そこで玉名市は１年を通

じて春から蛇ヶ谷公園の桜、日吉神社の藤、瀬裏川の花しょうぶ、菊池川のはぜ並

木、小岱山の紅葉があります。これは島津市長がお考えの「花の都玉名」のイメージに

なりつつあると思います。この間には８月夏の熊本県一で９,０００発を誇る花火大

会、９月秋には大俵ころがしなど、３町や各地にもいろいろな祭りがあります。前回の

質問のとき書いたものもありますが、例えば築地で行なわれる四十九池神社大祭の手作

り花火大会などは、地域の祭りとして伝統もあり、多くの方々が楽しみにされていま

す。しかしやはり玉名市観光の中心は温泉ではないでしょうか。昔は立願寺温泉と言わ

れ、一時代の栄華を誇っていたと言われています。現在は、玉名温泉と言われているこ

の温泉を中心に玉名市を売り出すことが一番ではないでしょうか。商工観光課にはブラ

ンド推進室も新たにつくられています。そこで質問ですが、１玉名の観光とブランド推
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進室の現在活動と今後の活動計画は。２観光協会は現在商工会館内にありますが適当

か、ほかの場所は。３玉名温泉と（仮称）新幹線玉名駅も誘導はどう計画されているの

か。４玉名市は観光産業を第一ととらえるべきかどうか。についての御意見を伺いたい

と思います。 

○副議長（田畑久吉君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 

○市民環境部長（黒田誠一君） 萩原議員の再質問にお答えいたします。仮に後期高齢

者の保険事業としてあんま、はり・きゅうの助成制度が廃止になった場合に１術あたり

約３,０００円の全額自己負担となりますので、後期高齢者の方は施術を受けにくくな

り、疾病の予防につながることができなくなるということが予想されます。またはり、

きゅう、あんま師の仕事も減るのではないかということでございますけれども、それも

議員指摘のとおり減るのではないかというふうに考えております。しかしながら、先ほ

ど申し上げましたとおり現在、後期高齢者医療広域連合の方でこのはり・きゅう・あん

ま制度については協議をされておりますので、その経過並びに他市等の動向を踏まえま

して検討してまいりたいと思いますので、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○副議長（田畑久吉君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） 萩原議員の観光都市玉名についての御質問にお答えい

たします。まず１番目の玉名の観光とブランド推進室の現在の活動と、今後の活動計画

はということに対してお答えいたします。玉名の観光につきましては、議員が申されま

したような花や温泉など多種多様な観光資源を有機的に結び付けての観光振興に努めて

いるところで、今後も３年半後に迫った九州新幹線全線開通や新幹線新駅開業を睨んだ

観光商品の開発造成や情報発信、宣伝活動の充実、あるいは観光関係の諸団体との連携

強化などを進めてまいります。 

次に現在のブランド推進室の活動といたしましては、議員御質問の中にございまし

た玉名市観光客誘致キャンペーンや各地で行なわれます物産展、イベント等に同行して

物産品、農産品、農水産品はもとより観光資源のブランド化を視野に入れた情報収集を

行なうとともに、玉名商工会議所で組織されている玉名ブランド協議会や玉名観光協会

あるいは先日発足しました玉名ラーメン協議会など関係団体との連携をとり、玉名のあ

らゆる分野でのブランド化を模索しているところでございます。今後の活動計画でござ

いますが、Ｂ級グルメの成功地であります静岡県の富士宮焼きそばが年間６０万人以上

の観光客を集客し、２００億円あまりの経済効果を生んでいると聞き及んでおりますの

で、このような先進事例を参考にしながら玉名ラーメンも同様のＢ級グルメとして全国
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に発信し、観光客を集客できるよう玉名観光協会や諸団体と連携を取り合い、温泉の活

性化や中心市街地の活性化につなげる取り組みができるように、今後とも努力するとと

もに物産品、農水産品等につきましてもいち早くブランド化できるよう鋭意努力いたし

てまいります。 

２番目の観光協会は、現在商工会館内にありますが適当かという御質問にお答えい

たします。観光協会の事務所につきましては、現在は商工会館２階にあり、商工観光課

と隣り合わせに事務所を構えております。打ち合わせ等では便宜上スムーズにいく場合

も多いのですが、確かに観光客を対象にした観光情報インフォメーションの機能を考慮

するという観点では、情報発信や情報提供などのＰＲという見地からもやはり観光客が

多数訪れる観光交流拠点への設置が効果的であると思われます。そこで観光協会内部に

おきましても事務所の設置場所を協議されているようでございますが、市といたしまし

ても観光客の利便性を考え、観光協会の事務所としての目的や趣旨に沿って十分機能す

るような場所への移転も視野に入れながら、現在の場所でいいのか、あるいは玉名温泉

街や新幹線新駅に設置予定の観光交流センター、仮称でございますけれども、なども含

めたところのほかの場所が適しているのか、観光協会と一緒になって検討してまいりた

いと考えております。 

それから３番目の玉名温泉と新幹線新駅の誘導についての御質問にお答えいたしま

す。議員おっしゃいましたように玉名温泉は玉名市の観光の核であり、観光振興を図る

上でも玉名温泉の活性化は必要不可欠であります。また一方ではいよいよ３年半後に迫

った九州新幹線全線開通及び新幹線新駅開業は地域活性化へのビッグチャンスでもあ

り、観光振興にとりましても大きな契機となりますので、それを見据えての玉名温泉振

興の戦略づくりは重要かつ喫緊の課題であると認識しております。玉名を訪れる観光客

を新幹線新駅から玉名温泉へと誘導し、玉名温泉と新幹線新駅とをリンクしていくため

には新幹線新駅において、観光協会や旅館組合、温泉関係者の方々などが一体となって

の玉名温泉のインフォメーション機能を充実することが必要であります。また現在運行

している市街地循環バスの延伸やシャトルバスの運行など、公共交通機関の整備あるい

はタクシーの利活用の検討など、玉名温泉と新幹線新駅とのアクセス充実も必須条件で

ありますので、関係課や温泉関係者、交通事業者等々と協議するとともに関係機関へも

働きかけてまいります。 

４番目の玉名市は観光産業を第一ととらえるべきかどうかという御質問でございま

すが、昨今の観光に対する国民のニーズは多様化かつ個性化しており、的確な対応が必

要となってきております。そのような状況の中にあって、観光産業は非常に裾野が広

く、あらゆる分野、業種と密接に関連していますので、観光振興を図ることは他産業へ

の波及効果も大きく市全体への活性化へもつながりますので、最優先で第一義的に取り
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組んでいくかどうかは別といたしまして、市の重要施策のひとつであることは十分に認

識しているところでございます。３年半後の九州新幹線全線開通と新幹線新駅開業を見

据えて、現在菊池川温泉郷づくり協議会での広域的な取り組みや玉名温泉女将の会での

駅弁開発、玉名ラーメン協議会発足によるブランド化事業の展開などは、既に進められ

ており市といたしましても積極的にサポートをしている状況です。今後も花や温泉、

食、物産などの観光資源をテーマにして、相互にタイアップした観光商品の企画立案や

イベントの充実による観光誘客の増大、あるいは訪問宣伝を含めたプロモーションの充

実、九州新幹線を活用した観光戦略など地域経済の活性化へとつながる観光振興策を積

極的に進めてまいりたいと考えております。 

○副議長（田畑久吉君） １番 萩原雄治君。 

［１番 萩原雄治君 登壇］ 

○１番（萩原雄治君） ３番目の質問については、大変ありがとうございました。これ

からも御高齢者やあんま・はり・きゅう師など弱者のことをしっかり考えた政策を推し

進めてくださるようにお願いいたします。 

それからただいまの質問に対して、再質問ではありませんが熊本市にある地域流通

経済研究所が大阪府と広島県に住む人を対象にした意識調査では、２０１１年新幹線鹿

児島ルート全線開業後九州で訪れたい県として上がっていたのは、両地域とも鹿児島が

１位で熊本は５位、熊本の温泉や自然環境を魅力と感じる人が多かった反面、料理や観

光施設については評価が低かったとあります。観光の分野で熊本に魅力があるとする答

えが多かったのは温泉で両地域とも二位、とあります。同研究所は熊本は九州の他県に

比べ印象が薄いという結果となった。温泉などの強みを生かした情報発信の強化や名物

料理の存在感を高めることが必要としているとあります。このようなことからも玉名市

は山・川・海の自然環境に恵まれ、素晴らしい温泉があります。最近では玉名ラーメン

もスタンプラリーを始めて有名になりつつあります。観光都市玉名は夢物語ではありま

せん。新幹線鹿児島ルート全線開業までには官民一体となって、観光都市玉名になるよ

うに努力することが必要であると思います。島津勇典玉名市長のリーダーシップに期待

するものであります。これで私の今議会の一般質問を終わります。 

○副議長（田畑久吉君） 以上で、萩原雄治君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ３時１８分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時３１分 開議 

○副議長（田畑久吉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 
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６番 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 日本共産党の前田正治です。通告に沿って一般質問をいたしま

す。 

合併に伴いまして、新庁舎の建設が大きな課題となっております。総額６３億円の

大事業でありますから、今後の玉名市財政に与える影響も大変大きなものであると思い

ます。新庁舎は人と自然が輝く県北の拠点都市づくりを実現させる重要な施設として位

置づけられており、平成２７年には人口７万５,０００人の住民サービスの中心施設と

しての役割と機能を持たせた本庁舎として計画が進んでいます。私は旧玉名市の時代に

下水道料金の問題で一般質問をしたとき、下水道処理場建設にあたり将来人口の過大見

積り、すなわち過剰投資と言いまして批判したことがありました。今度の新庁舎建設に

あたりまして、平成２７年には現在の人口の約４,０００人増を見込んでいるわけです

ので、どうやって人口増を図っていくかという点も具体的に今後政策化されていくもの

と考えています。住環境の整備や子育て支援などによる定住化の促進が構想として上が

っておりますが、私は市営住宅の建設が一番人口増につながるものと思っています。い

かにして人口増を図っていくかということを中心の目標に据えて市政運営を考えていく

ということがすなわち玉名市の発展につながるものと確信をするところであります。新

庁舎の建設について３点質問します。まず第１点、現在の進捗状況についてお知らせく

ださい。２点目、天水、横島、岱明にそれぞれ総合支所がありますが、年々と配置され

る職員も少なくなって寂しさが漂っております。私は先日天水の総合支所に行ったと

き、知り合いの人と会いましたが、職員が減った役場を見て役場がのうなっとじゃなか

ろうかと、そういうふうに言われました。各総合支所における今後の機能と役割及び今

の役場の建物活用方針などお聞かせください。３点目、７月の大雨で新庁舎建設予定地

は一面海のようになりました。河崎では家の周辺が水で囲まれて陸の孤島となったとこ

ろもありました。新庁舎建設予定地は盛土をするから心配ないと思いますが、その分周

辺の住宅地が現在以上に水が押し寄せる危険があります。新庁舎建設予定地における排

水対策についてお聞きします。 

大きな２点目。次に大雨時における浸水地帯への改善対策についてお伺いします。

私が住んでおります梅林地区では木葉川の河川改修が終わり、これで大雨が降っても大

丈夫だと安心をしておりました。ところが昨年また今年、大雨で私の住んでおります舟

島区を走る市道は改修以前より早く深く水没するようになりました。新幹線との関係も

ありまして、木葉川の川幅を舟島区の住宅地の方へ広げた結果、以前より早く深く水没

するようになったわけです。水を繰り出すポンプが設置してありますが、間に合いませ

ん。境川の大雨水害常襲地帯、もと畜産組合があった近辺ですが、今民間による宅地、
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造成がなされております。境川の河川改修につきましては、今まで今議会でも何回とな

く取り上げられてきましたが、改修以前に宅地造成がどんどん進みますとこれまで大雨

の水害で苦しんできた人たちは今まで以上に水が来るのではないかと心配をされるわけ

です。浸水の改善対策についてどのようになっているかお尋ねいたします。 

○副議長（田畑久吉君） 企画政策部長 牧野吉秀君。 

［企画政策部長兼玉名総合支所長兼玉名地域自治区事務所長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画政策部長兼玉名総合支所長兼玉名地域自治区事務所長（牧野吉秀君） 前田議員

の質問にお答えいたします。新庁舎建設につきましては、昨年度市政フォーラムを開催

するなど市民の意見を聴取し、また議会の御理解と御協力いただきまして、建設位置の

決定と基本構想の策定が終了したところでございます。今年度は実質的な取り組みでご

ざいます基本設計や用地取得に向けた業務の推進を図ってまいります。まず基本設計に

つきましては、新庁舎建設が新市のシンボル的な大事業であることはもとより、市の内

外からも特に注目されていることを踏まえまして、その業者選定について公平性、透明

性、客観性が確保される公募型プロポーザル方式を採用いたしました。そのプロポーザ

ルの実施にあたっては、本市が描く庁舎のイメージ像とあわせ、総合的かつ慎重に公平

な審査を実施するため、大学の専門家２名を含む審査委員会を設置し、審査を委ねたと

ころでございます。審査委員会においては設計事務所及び技術者の能力や経験を評価す

る一時審査と、市が提示しました提案課題に対する技術提案及び実施方針などを評価す

る二次審査の二段階で審査を行ないまして、最も高い評価を得ました株式会社山下設計

九州支社を選定し、現在契約に向けた調整を行なっているところでございます。一方、

用地取得に関しましては、租税特別措置法上の優遇措置を受けるためには用地取得の前

に埋蔵文化財の試掘、確認調査を行なう必要がある旨、県及び税務署からの指導を受け

ましたので、教育委員会文化課とスケジュール調整を行ない、今年度末の着手を目標に

進めております。そこで建設予定地の地権者に対する説明会を８月１７日に開催いたし

ました。今後、文化財確認調査に必要な同意を得られるよう、個別に交渉を進めていく

予定でございます。簡単に次年度以降のスケジュールを御紹介させていただきます。文

化財の確認調査終了後、実施設計と並行して用地取得に移りまして、造成工事そのあと

建築工事と進み、平成２４年度末の完成を見込んでおります。ただ文化財確認調査の結

果により本調査が必要になった場合、その調査にかかる期間を考慮しますと１年ないし

２年程度時間を要することとなると予測しているところでございます。 

次に各総合支所の今後の機能と役割及び活用方針についてでございますが、合併協

議における協定項目のひとつであります「組織及び機構の取り扱い」の中で、新庁舎完

成後の支所機能については、「新庁舎完成後、総合支所は支所に移行するものとし、支

所の機能及び事務のうち、本庁に速やかに移管した方が行政サービスの効果が得られる
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ものについては、新庁舎への機能及び事務の移行を積極的に検討するものとする」とご

ざいます。平成１８年に策定しました玉名市職員定員適正化計画に示してあります、

「退職者の３分の１を採用」する方針に従い、職員数を試算しますと新庁舎の完成予定

でございます平成２５年度当初には５６２人程度となることが見込まれ、これは現在と

比較して約１００名の減となります。このようなことから支所を現状のままで継続する

ことは非常に困難でございます。勤務する職員数が減少することは否めません。現在で

も段階的に支所の機能は縮小しており、新庁舎完成後の支所は住民に密接した機能ある

いは業務が主なものとなると考えられます。これは合併によるメリットを最大限に生か

すために避けて通れないことでございますが、このことで行政サービスが低下してはな

らないことでもございます。スリムで質の高い行政運営を実現させるため、昨年度策定

しました行政改革大綱に沿った施策の実施にあたり限られた人員で最大限のサービスが

提供できるよう努めていかなければならないと考えております。また新庁舎完成後の総

合支所等の空きスペースの活用策でございますが、今後支所に残す機能と職員数などの

精査を行ない、新庁舎建設の進捗と並行して検討を進め、市民の意見を尊重しながら効

率的で有効的な活用策を見出したいと考えております。 

続きまして、新庁舎建設予定地におけます排水対策についてでございますが、予定

地は玉名平野の下流域に位置し、これまでも冠水の被害を受けている地帯でございます

ので、根本的な解決を図るためには玉名平野全体への対策を講じる必要があります。そ

の玉名平野の排水対策については、新庁舎の建設計画に着手する前から疑問視されてお

りましたが、御承知のとおり未だ解決するには至っていないため、現在、国、県、玉名

平野土地改良区などと市の関係課で構成します「玉名平野排水対策に関する構想策定会

議」を立ち上げ、検討を開始したところでございます。この会議を経て策定される構想

は玉名平野全体を対象としたものであり、新庁舎周辺の排水対策も含めて策定してまい

ります。新庁舎の完成までに玉名平野全体の排水対策が十分に行なわれなくても用地造

成などに起因して、周辺に悪影響を及ぼすことのないよう、今年度作成いたします新庁

舎の基本設計の中でも十分調査を行ない、必要な方策を適切かつ効率的に講じ、玉名平

野排水対策に関する構想に反映していきたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

○副議長（田畑久吉君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 前田議員の大雨時における浸水地帯の改善対策についての

御質問にお答えをいたします。議員御指摘のとおり大雨の時にはたびたび市内数カ所の

道路が冠水しておりますが、市といたしましても改善対策に苦慮しているところでござ

います。まず中尾地区でございますが、ここも毎年、梅雨時期になれば浸水常襲地域と
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して常に心配されているところであります。今年度の対策といたしましては、南大門橋

付近の境川の河道の浚渫と上流護岸に繁茂しております竹の伐採や土嚢積みを７月初旬

に行なっております。また境川河川改修事業につきましても県と市が一体となって整備

促進を図ってまいりますので、よろしくお願いいたします。次に木葉川左岸地区の舟島

橋付近の排水対策でございますが、この地区におきましては昨年と今年の７月の出水時

には地域の消防団並びに国土交通省のポンプ車の出動を要請し、浸水に対処したところ

でございます。議員御承知のようにこの地区は内水が木葉川本川に自然流下されており

ます。昨年木葉川内水対策といたしまして、排水用のポンプが設置されたところでござ

いますが、排水ポンプの能力以上の出水があったため提内の排水に対応できなかったと

ころでございます。今後、市といたしましても浸水被害を最小限に食いとめられるよう

排水経路の見直し並びに排水ポンプの増設等の検討も含め、県と協議を重ねてまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○副議長（田畑久吉君） ６番 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 玉名新庁舎建設予定地における浸水対策ということで、玉名平

野の排水計画を今考えているということでありました。新幹線駅前広場や新庁舎建設に

は御承知のように巨額な税金が投入されます。片方では大変な税金が使われるのに、浸

水の方は対策としては今しよりますからというようなことだと思うとですけど、私はで

すね、排水対策はやっぱし駅前広場や新庁舎完成より早く完了することがこれは市民が

望んでいることじゃないかなあというふうに思うわけです。それで新庁舎の建設予定地

は、一面海のようになるいわゆる遊水地であります。その遊水地がなくなればですね、

自然とやっぱしその水がどっかにこう行かんといかんけん、今まで以上に浸水していた

ところはやっぱり水がくるんじゃないかなあという心配が当然出てくると思うわけで

す。ですから排水構想が今年度ということですけど、その対策もですね、やっぱり優先

課題として取り組んでいただきたいと。排水対策と庁舎建設が一体となった事業とし

て、やっぱこれは取り組むべきじゃないかなあというふうに私は思うわけです。となる

といわゆるその合併時のメリットの特例債もこういった問題に適用可能ではないかなあ

という思いがしております。新庁舎建設予定地における排水対策ということで、河崎周

辺のあの排水対策、大体いつ頃までこうぴしゃっとしますという目標があるのかどう

か、ちょっとあったらお聞かせください。 

 再質問の２つ目がですね、合併で役所が遠くなったと、こんな思いを市民が感じるよ

うになったら私はまちづくりは成功したと言えないと思います。また、十分使える役所

の建物がそこにあるのに立派な新庁舎をですね、旧玉名市の方に、今の予定地につくれ

ば、これは市民の理解はなかなか得られんとじゃないかなあというふうにも思うわけで
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す。それで総合窓口課の計画が今これから進んでいるようでありますが、各種証明書の

発行、納税、あるいは納税相談、福祉、教育、農漁業などに関する相談などは、総合支

所でできるように、いわゆるそのちょっとしたことでわざわざ本庁まで行かんでもよか

ですよと、本庁まで行かなくても済むようなですね、そういうつまり市民が来やすいと

いいますか、利用しやすいといいますか、そういう総合支所あるいはゆくゆくは支所と

しての役割と機能をなくさないということが大事じゃないかなあと思うわけです。合併

したら前よりこれは便利で職員もとても親切になったと言われるようなことが本庁でも

各総合支所でも必要ではないかと思います。答弁ありましたように１０年間は職員採用

は退職者の３分の１に止めるということから、私はやっぱり住民サービスの低下を心配

するわけです。合併後の住民の意識調査、例えば住民サービスや役所の機能や役場建物

の活用などについて、広く市民からアンケートなどで意見を聞くということについて執

行部はいかがお感じでしょうか。答弁の中でも市民の意見を尊重しながらというような

こともありましたので、ぜひそういったことも含めてですね、取り組んでいただきたい

と思うわけです。 

次に保育所の民営化について質問します。午前中も議論がありましたが、まず最初

にお願いでありますが、方針が定まっているようなことについてはですね、しっかりこ

の場で御答弁いただきたいというふうに思います。まず第１点、現在合併した玉名市で

は公立保育所が１２園あります。そのうち１園は公設民営であります。この公立保育所

が天水、岱明、玉名で今日まで果たして来た役割と成果について市長はどのように評価

されておりますか、お尋ねします。２点目、子育て支援少子化対策などなど言われてお

りますが、執行部におかれましては市民の保育ニーズをどのようにして把握しようとさ

れているのかお尋ねします。３点目、公立保育所を民営化する理由を改めてお聞きしま

す。４点目、平成２０年から５年間で５園を民営化する方針でありますが、その５園は

いったいどこになるのか。５点目、民営化を進める上での優先条件とその理由について

説明いただきたい。６点目、ちどり保育所と天水東保育所が民営化の対象になった今回

の民営化の対象になった理由及び経過を説明してください。７点目、ちどり保育所、天

水東保育所の職員の今後の処遇はどうなるでしょうか。８点目、市民の保育ニーズを実

現するのは、これは行政の責任であると思っておりますが、民営化したあとにこの責任

についてはいったいどうなるのか。９点目、現在保育士と調理師の一部に派遣労働者を

採用しておりますが、このことについて市長の見解をお聞きします。 

○副議長（田畑久吉君） 企画政策部長 牧野吉秀君。 

［企画政策部長兼玉名総合支所長兼玉名地域自治区事務所長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画政策部長兼玉名総合支所長兼玉名地域自治区事務所長（牧野吉秀君） 前田議員

の再質問、２点ほど再質問ございましたのでお答えいたします。まず第１点目の排水対
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策の方が再質問先だったかと思いますので。現在、構想を策定中でございます。平成２

０年度以降例えば農水サイドでございますとかあるいは土木サイドでございますとか、

そういったところの方で、それぞれの計画が進められまして、そしてそれぞれの事業が

事業の方向性が示されるかと思います。一言で申しますと、河崎地区の目標年度が現段

階であるかということでございますけども、現段階ではまだそれぞれの川の例えば雨量

の設定でございますとか、あるいは潮位関係のデータでございますとかそういったこと

をベースにしまして、構想が練られている段階でございますので、全体の今お尋ねのよ

うな河崎地区が目標的にいつ頃かということはない状況でございます。それから次に総

合支所等でアンケートを施設の活用ですとか、あるいは総合窓口のそのようなアンケー

トをとる考えはないかということでございますけども、先ほど議員再質問のお尋ねの中

で情報化推進計画の中での総合窓口の部会の対応を御紹介いただきました。現在、行政

ですとかあるいは産業ですとか医療ですとか教育あるいは防災等の各分野ごとに現在庁

内１７課におきまして、その情報の活用あるいは連携をどうするかと、そういう行政内

部の情報化を取り組んでいる計画を策定しているところでございます。そのような電算

システムを生かした、例えば総合窓口の導入などにもよりまして、効率化を図り本庁は

もとより支所における市民への行政サービスが低下しないように努力したいというふう

に考えております。それから先ほども御答弁申し上げましたけども、市民の意見を尊重

しながら効率的で友好的な活用策を見出していきたいということで、現段階ではそのア

ンケートというところまでは踏み込めませんけども、行政運営の見直しという項目も行

政改革の大綱の中にも謳っております。そういった中でも当然、今御指摘のような項目

につきましては、今後新庁舎開庁に向けて取り組まれていくものというふうに認識して

おります。 

以上でございます。 

○副議長（田畑久吉君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 前田議員の保育所の民営化について９点ございましたけれ

ども、２番目以降につきましてお答えいたします。田島議員の答弁とだぶることがある

かと思いますけれども、御了解いただきたいと思います。市民の保育ニーズの把握につ

いてでございます。玉名市では玉名市次世代育成支援行動計画というのを策定している

ところでございます。この計画につきましては、市の少子化の動向でございますとか、

保育ニーズの調査等を実施し、玉名市の特長及び実状にあった対応を図り、新しい地域

づくりの基盤となる子どもたちと子育て家庭の支援に市全体で取り組むための指針とし

て策定したものでございます。計画は合併前の１市３町ごとに策定されたものの集合体

というふうになっております。実施期間は平成１７年度から平成２６年度までの１０年
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間を前期後期５カ年に分けたものになっております。同計画の進捗状況等につきまして

は、１３名の委員で構成いたします同計画の運営協議会というものを定期的に開催し、

その進捗状況について確認する作業も行なっているところでございます。そういうとこ

ろで合併前の１市３町におきまして、この計画を策定する際に保育ニーズ、そういうも

のの調査を行なったということ。それから前期計画の最終年度にあたります平成２１年

度には、さらに社会情勢の変化や多様化する保育ニーズに対応するため、その計画の見

直し作業を行ないます。これに並行いたしまして後期計画を策定するため、子育て家庭

の現状でありますとか、保育サービスに対するニーズの調査等を実施したいというふう

に考えております。保育ニーズにつきましては、各園から毎日の報告はもちろんのこと

市役所にも意見や要望をお寄せいただいているというところでございます。それから３

点目の公立保育所を民営化する理由についてでございます。まず２点あるかと思いま

す。まずは保育内容の充実それから全国的な行財政改革の流れということです。公立保

育所、私立保育所とも市が入所決定でありますとか保育料の決定をいたしておりまし

て、その保育内容につきましては国が示します保育所保育指針に沿って運営されており

ますので、公立私立大きな差はないはずでございます。そういうことで基本的な保育業

務については何ら変わることはありません。今日の大きな社会現象であります少子化そ

れから女性の社会進出、核家族化、離婚率の増加など、そういう社会情勢の変化に伴い

まして延長保育でありますとか、休日保育でありますとかそういう特別保育に関するニ

ーズというのも多様化しているところでございます。そのような中でございますので、

先ほど柔軟な運営という言葉が出てきましたけれども、そういう柔軟な運営が可能な民

間の活力を導入することで、新たな保育サービスの実施が可能となり、そういう多様な

需要に応えられるんではないかというようなことでございます。それから全国的な行財

政改革の流れでございますけれども、地方交付税の減額をはじめとする三位一体の改革

など厳しい財政状況の中で新しい時代に対応できる体制づくりが必要になってきている

ということです。まずそのためには行政主導で進められてきました行政運営を見直すと

共にコスト意識を持ってスリムで質の高い行政運営が求められているというふうに考え

ます。そこで保育所の公立私立のコストを比較してみますと、運営費につきましてはこ

れは１８年度の決算でございますが、運営費につきましては１.１８倍公立の方が高く

なっている。それから市の負担額についてだけ見ますと１.７２倍市の方が高いという

こと、これ園児１人当たりでの比較でございます。そういうことでございます。そうい

うことで保育の質が同等以上であるならば、民間に委ねてもいいんではないかというよ

うなことがございます。それから公立保育所に対する国の制度の改革でございます。１

６年度からは運営費につきましては、交付税で参入されてまいります。交付税といえば

もう一般財源ということでございます。また施設整備でございますとか、延長保育等に
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つきましてもその公立の場合は交付税に参入されているということです。民間の場合は

その事業費の２分の１の国の補助がありますし、残りの２分の１を法人と市の方で負担

するというようなことでございます。交付税そのものが減額されておりますので、一般

財源としての負担は大きくなっている部分があるというようなことでございます。そう

いうことで最小の経費で最大の効果が上がりますよう全国的に公立保育所の民営化とい

うのもが進められているわけでございますが、玉名市におきましても本年３月に制定さ

れました行政改革大綱の中で先ほども申し上げましたように、民営化アウトソーシング

等の民間活力の積極的な活用というものが挙げられておりまして、公立保育所の民営化

について検討委員会を設置し、これまで数回にわたり検討をしてきたところでございま

す。その結果、民営化することによって保育環境や施設整備も含みました保育環境並び

にサービスの向上というものが期待でき、玉名市では玉名市の財政状況にも寄与するの

ではないかという結論ということでございます。進めるにあたりましては保護者の皆

様、保育関係者の皆さんの御意見を伺いながら進めていきたいというふうに思っており

ます。 

４点目が５カ年で５園の民営化の方針だけれどもということでございます。これは

先ほどの田島議員の質問にもございました。まず第１段階として、ちどり保育所、天水

東保育所の２園につきましては、民営化をすることを決定いたしておりますけれども、

残りの３園につきましては、具体的にどこの保育所ということは決まっておるわけでは

ございません。いずれにいたしましてもその園の優先条件といいますか、そういうのを

検討委員会でとりまとめておりますので、その結果をもとに今後検討して、どこという

ことを検討していくということになろうかと思います。５番の民営化の優先条件とその

理由について、並びに６番のちどり保育所、天水東保育所が民営化対象となった経過と

理由ということは同じような質問、答弁になろうかと思いますので、一緒にお答えした

いと思います。民営化の対象とする園は、原則としまして施設改築年月の古い順、それ

から充足率の低い順、延長保育等の事業を実施していない園ということにいたしており

ます。優先条件につきましては、保育所の施設管理状況、規模、敷地面積、利便性、入

所状況、地域性、そういうものを踏まえつつ保育所の設置状況や老朽化に伴う移管先法

人での施設整備を含め、総合的に勘案して決定いたします。そこで今回ちどり保育所と

天水東保育所の民営化を決定したというところでございます。７点目のちどり保育所、

天水東保育所の職員の処遇についてでございます。正規の正職員につきましては、他の

公立保育所への異動ということになります。臨時職員につきましては、本人の希望があ

れば移管後も引き続き、民営化後の保育所で働けるよう移管先法人に依頼をしていくと

いうことです。子どもたちにとりまして、この先生が替わるという環境の変化に対しま

しては、合同保育等の引き継ぎ保育を実施して十分に配慮していきたいというふうに思
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っております。８番目、市民の保育ニーズを実現する行政の責任についてということで

ございます。行政の責務は最小の経費で最大の効果を上げることでございまして、少な

い経費で同じサービスが提供できればそれは検討し、実現していくべきでございます。

民間保育所は公立保育所と同様に認可保育所として各種基準をクリアして県から認めら

れた保育所でございます。入所審査、保育料を徴収及び運営指導についても行政が関与

することから公立と同様に公共性、公益性には非常に高いものがあります。したがいま

して民営化後も行政としての責任遂行を図ってまいります。公立保育所の民営化という

ものは、行財政改革の一環としてもございますけれども、将来的な展望と経費の現状等

を考慮して選択してありまして、決してこの行政の責任というものを放棄するものでは

ないということを御理解いただきたいと思います。９番目、保育士、調理師の派遣契約

について市長にお尋ねでございましたけれども、内容が事務的なことになりますので、

私の方からお答えいたします。御理解いただきたいと思います。玉名市の公立保育所の

正職員以外の職員につきましては、先ほどから答弁申し上げておりますとおり合併前の

玉名市、天水町は臨時職員、合併前の岱明町については派遣職員で対応しておったとい

うことでございます。派遣につきましては玉名市と派遣会社とが契約をし、派遣会社に

所属する保育士資格及び調理の資格を持った社員が岱明町の公立保育所４園に派遣され

ているもので、現在保育所１９名、調理師２名が勤務されております。合併前からの岱

明町で実施されている方法でございまして、合併後も引き続きこの方法を取り入れると

いえるということで御理解をいただきたいと思います。 

以上でございます。 

○副議長（田畑久吉君） ６番 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 先ほどの大雨時の浸水対策についての木葉川に関する御答弁

で、県と協議を進めてポンプの大きいのを含めて検討していく旨の答弁でしたので、ぜ

ひこっちも急いでお願いします。保育所の民営化についてでありますが、市長から役割

と成果については後ほどお願いしたいわけですが、私はよく民営化のときに言われるこ

ととして最小の経費で最大の効果という、こういうことがよく言われるわけですが、市

長は社会福祉法人の保育所運営と関係を持たれる方として、この保育所運営についてで

すね、ほんなこて最小の経費で最大の効果というのが実際に可能かなあというふうに私

は思うわけです。もちろんその今度は民設民営ということですけれども、民営にしたか

ら今までかかっていた経費を少なくやりますよとか、そういう問題じゃないですけど。

当然、その子どもの数とかですね、運営費というのは国の基準のもとで決まっているか

らいいわけなんですけど、やっぱし保育所運営に限ってですね、最小の経費で最大の効

果を民間に期待するということは、これはどうもやっぱり民間に低賃金や賃金抑制を求



 －8 7－

めるものと、同じであるというふうに私は感じるわけです。それで地方自治法第１条の

２では、住民の福祉の増進を図ることを基本とすることが自治体の本来の役割であると

いうことが述べられております。公立保育所民営化すなわち今度の民営化というのは、

いわゆるちどり保育所、天水東保育所を廃園にするというですので、やっぱし廃園にす

るということはよりよい保育、これからよりよい保育をつくっていくための条件をです

ね、検討してそれを整備していく自治体の役割、さっき述べました地方自治法の第１条

の２にも触れると思いますが、自治体の本来の役割から反する道だと私は思うわけで

す。また運営費のですね、問題についても言われました。公立保育所の運営費が一般財

源化されておると、これは御案内のとおりであります。ところが国に言わせるとこれは

地方交付税の中に入っていると、含んでいるということでありますので、決して今まで

いきよっとは削ったんじゃありませんって、やっぱ言うわけですよね。私は信じておら

んですけど。しかしですからやっぱし、それと運営費コストの比較あるいは市負担額の

コスト比較なども公立の場合は１.１８倍とか市の負担額は１.７２倍とかいうことをお

っしゃいましたが、なぜこうなっとか。やっぱここは先ほどの一般財源化されたことに

よる影響がこういったところに表れているのかなあと。突き詰めていえば今進んでおり

ます構造改革、三位一体改革、そういったいわゆるちょっと言い方はきつかですけど、

福祉切り捨てがですね、こういう状況を生んでいるんじゃないか。これはいわゆる国が

財政的な手法によってに民営化を誘導していると、私はこういうふうに感じているわけ

です。それでいろいろ質問にあたり、いろんな人から御意見を聞く中でいわゆる法人の

方たちも今は公立がこうやって一般財源化されて、今まできよったやつが削られている

が、いずれ今度私たちの方に回ってくっとじゃないかなあと、そういう心配もされてい

るわけです。それでですね、５カ年で５園というのは、まだはっきり決まっておらんと

でしょうか。５カ年で５園というと午前中も今もまだ決まってないということでありま

したが、５年間はそのあっという間に来ますので、これはほんならいつはっきり決めら

れるのかなあと、決定されるのかなあと。決定にあたってはですね、先ほどの民営化の

優先条件っていうのが尊重されるのかなあと。ここをちょっと再質問の項目としてひと

つ、これはもうすぐ答えられると思いますので。 

その他に再質問について端的に６点。まず１番、将来的に公立保育園は何園残すの

か。全部なくしてしまうのかどうか。公立保育所の存続についてちょっと長期的な見通

しがあったらですね、お聞かせください。すべての園を民営化することはないという午

前中の答弁もありましたので、そういった長期的な見通しも何か持たれているんじゃな

いかなあという気がしております。２点目、当面５カ年で５園を民営化するという方針

でありますが、その場合保育所建設にかかったいわゆる建設費の起債残についてはどう

いった扱いになるのか。３点目がかつて八嘉保育所が松本、以前の松本幼稚園に吸収さ
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れたときにそこに子どもさんをやっておられた保護者の方からあと１年で卒園なのに制

服を買わんといかんようになったと、そういうことを聞いたわけです。それでですね、

仮にこの民営化が進行した場合に、予定通りに進んでいった場合に保護者の財政負担に

ついては十分考慮されているのかどうか。４点目が今度の民営化というのは、公立保育

所の廃園であります。存続しないわけであります。そこで新たな保育ニーズとして例え

ば送迎バスの運行または国が補助していないようなそういった、ちょっとこれは抽象的

で申し訳ないですけど、そういったいわゆる単独事業の要望などが出てきた場合のです

な、市としての対応はどうされていくのか。またちどり、天水東両園とも同じ場所で今

後保育を行なっていくというようなことでありますが、ところがその受けた法人側が１

年あるいは２年でですね、これはどうもいかんばいと、やっぱりできませんとその場所

ではですよ。天水と大浜ではできませんということで、その地での保育を中止しないと

いうようなそういう保障はなかわけです。地域にすればですね、今の保育所そのものが

なくなってしまうことがどういった形態にしろですね、あればいって安心するわけです

よ。なくなってしまえば一番の心配になるわけです。そこで民設民営になっても引き続

き保育所がそこで運営されるための何か手立てというか、約束事というか、何かそうい

ったことも考えておられるのでしょうか。５点目が保育士や調理師の派遣についてです

けど、派遣保育士が３年経過すると市役所が直接雇用の義務が発生するということは先

の議会で議論したところです。派遣について政府は国会で臨時的、一時的なものであ

り、常用雇用の代替えにしてはならないと、こういうふうに答弁してあるわけです。で

すから３年を超える場合は、直接その派遣先が雇用の申し入れ義務が発生すると、そう

いう規定があるわけですが、合併以前と合併後で本当なら行政の継続ということで私は

岱明町で派遣で受け入れて、引き続き合併して玉名市で受け入れてですね、３年以上経

っておるけん直接雇いますという申し出ばせんとでけんと思いますけど。合併した時点

で１回切り替えをしたということで、そこら辺はまあクリアされているということでよ

か方に理解したわけですけど。１８年、１９年、２０年で３年ということになるわけで

すけど、来年の話になることなんですけど、こういった３年を超えた場合の直接雇用と

いうことについて、市長はいかがお考えでしょうか。どういった対応をされるのかお聞

きいたします。６点目、保護者アンケートによりますと民営化には条件付きで賛成とい

うところが多数、両方ともですね、多いようです。保護者の民営化に対する不安のこれ

はあらわれではないかというふうに思うわけです。それで不安を解消するひとつの提案

としてですね、民営化後一定期間、法人と保護者と行政の３者で懇談会を開催していく

というようなことを私は提案するわけです。保護者の要望あるいは法人側の方針とかで

すね、こうしていきたいとかああしていきたいというそういった、それぞれこれはある

ことだと思いますので、そこに行政も入ってよりよい保育実現のために努力する必要が
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あるんじゃないかなあと。繰り返しますけど一定期間適時にといいますか、１カ月ごと

にというか２カ月ごとにというか、そういった懇談会を開いてですね、不安を解消する

ようなことについて執行部の見解をお聞きいたします。 

○副議長（田畑久吉君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 前田議員の再質問にお答えいたします。まず民営化は全園

行なうのかどうかということでございます。玉名市は県下１４市の中でも公立が占める

割合が６０％ということで県下でも２番目の高さになっております。そういうことで公

民の比率が高いほど行財政運営に大きく影響を与えることは言うまでもありませんが、

公立保育所に入所させたいという保護者の選択肢をなくしてはならないというふうに考

えております。公立保育所に入所させたいという保護者の選択肢をなくしてはならない

というふうに考えております。公立保育所が果たしてきた役割も考えながら全ての公立

保育所を民営化するのではなく、数園は残したいというふうに考えております。これが

どこかということは今の段階では、なかなか言えないということです。それから起債に

ついて起債残があっても民営化できるのかということでございます。今回対象となって

おりますちどり保育所、天水東保育所については、もう起債の残額はございません。し

かしながら今後起債が残っている保育所施設を民営化する際また貸し付ける場合には、

繰上償還は必要ないと思いますけれども、譲渡する場合には繰上償還が当然発生すると

いうことでございます。それから保護者の負担についてでございます。具体的に制服の

例を挙げておっしゃいました。保護者の徴収費用といたしましては保護者会費、本当の

個人の所有物以外には発生しませんで、基本的には公立私立とも変わらないのかなあと

いう気がしますが、現行の料金水準を維持することを移管にあたっての条件にしたいと

いうことです。それから具体的に出ました制服などについては、今の在園の方がもう１

年で卒園というような場合にはですね、そのまま使えるような申し入れをしたいという

ふうに考えております。また保育所における保育料につきましては、先ほども申し上げ

ましたように公立、私立共に所得区分に基づいて同じ基準で定められておりますため、

その民営化によって保育料が高くなるというようなことはございません。それから送迎

バスや補助のつかない単独事業の要望が保護者から出た場合の対応というようなことが

ございました。保育所自体が廃園ということをおっしゃいましたが、公立保育所の設置

条例の中でその２園について公立保育所でなくなるというようなことでございます。保

護者の方々と話しております中で、議員が御指摘の心配というのが確かに出てまいりま

した。特に天水東は小さなところでございますので、そういう要望も特にあります。そ

ういう中で我々としましては、そのずっと長期的にそこにあるかどうかというのは、こ

れからの子どもさんの数によっても決まってきますのでわかりませんが、当面といいま
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すと少なくとも５カ年はですね、そこですよというようなことになろうかと思います。

ただ民間保育所のノウハウを持って運営にあたられますとその児童数が増えるというよ

うな場合も考えられます。天水東におきましても入所者数は１０何名だったですか、し

かし就学前児童は３０何名いるということでございますので、子どもの数、そういうと

ころで保育園に行かんもんが、行くもんがまったくいないと、なくなるということでは

ないんではなかろうかと思います。その辺は民間のノウハウでですね、その辺が結局掘

り起こしといいますか、そういうのができるんじゃなかというようなことでございま

す。それから派遣契約の話でございました。これも先ほどから申し上げているように合

併前のものをそのまま引き継いできたということでございますけれども、御指摘にあり

ましたように３年という期限というのがございます。その期限内に派遣会社と協議して

協議を行なっていきたいというふうに考えております。行政それから移管先法人それか

ら保護者との懇談会は開催するのかということでございました。これはもう当然開催し

ていきます。保護者の皆さんの一番の心配はですね、地域の行事でございます。保育所

の行事でございます。地域に密着した行事が行なっておられるところもありますので、

そういうのも移管先法人に伝えてまいりますし、保護者、行政、法人でそういうことに

ついても十分話し合って実施していきたいというふうに思っておりますので、何卒よろ

しくお願いします。 

以上でございます。 

○副議長（田畑久吉君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） いろいろ質問がございましたので、どういう形でお答えしたら

いいのか、ちょっとわかりませんが、私なりに感じ方について。まずその前に新庁舎周

辺の排水問題、まったく同じ認識ですから前田議員と私も同じような受け止め方をして

おります。今年の夏にちょっと排水ポンプ場のトラブルがあって、異常に水が張ってで

すね、私もちょっとビックリして現地を見に行きましたが、やはりこの地域の一番の問

題点は排水問題だなあとこういう認識の中で、県・国も含めてポンプは国のポンプです

からね、河崎のポンプは。しっかり対応してまいりたいと思います。 

ところでこの保育所の民営化について田島議員、前田議員、質問されて、明日はま

た多田隈議員が質問されるようです。私はちょっと今度の議会の場合にちょっと事務的

にずっと打ち合わせるという時間がございませんでしたので、まったく打ち合わせてお

りません。そのために部長が答弁したのはいわば公式答弁ですね。私がいろいろ言うの

はあるいはひょっとするとイレギラーがあるかもしれませんけどね。ところで御３人の

議員の方々は絶対民営化に反対なのかどうか。この保育所を民営化していくことに反対

なのか容認なのか。反対じゃないけれども手順については、いろいろ意見があるよと、
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こういうことなのか。どっちですかね、大体。これによって考え方が随分違ってくると

私は思うんですよ。 

［前田議員「提案はしてない」と呼ぶ］ 

○市長（島津勇典君） 提案をしていないとおっしゃいましが、２つは提案しているで

しょ。提案をずっと先まで何年にはどこをやりますというやり方が必ずしも正しいとは

私は思わない。１つ２つの園をやってみた上でそこで反省点が出てくるかもしれないじ

ゃないですか。だから基本的な方向性として５年間の間に５園ぐらいの目標を立てて進

もうというのが今検討委員会が持っている方向性だと思いますよ。 

○副議長（田畑久吉君） 市長の答弁のみお願いします。 

○市長（島津勇典君） はい、わかりました、済みません。だからね、その辺があのず

っと先まで決めてしまって発表すると、なきゃ先に進めないという考え方もあるかもし

れんが、とにかく考え方をやってみてその課程のなかで、反省も出てくるんじゃないか

って。あるいは手順の変更も出てくるんじゃないか。私は思いますよ。それでもう今日

の時点でですね、保育園の民営化の方向性自体が否定するというような考え方は多くな

いんではないかというふうに私は認識をしております。それは。前田議員の質問の中

で、公立保育所の果たしてきた役割というのが出ているんですね。どうして公立保育所

というふうに限定してお話しになるのか。公立と私立どこか違いがあるんですか。保育

所の果たしてきた役割はみんな私は同じだと思っています。第二保育園が公設民営に移

るときに随分前田議員は勉強に来られたと聞いております。そしてその後の実態も御存

じだと思う。あれまずかったんですかね。失敗だったんですかね。だから、そうじゃな

いでしょう。前田議員自身が一番理解しておられるはず。みんな感心してました、こん

なに真面目な議員はおられない、よく勉強しておられる。そのとおりです。だから実態

も御存じなんです。ただしそういうことがあったとしても私は担当の職員たちによく言

っていますよ。２つの点にはどうしても留意しなきゃならん。それはまず地域や保護者

の理解を求めることだ。私は絶対正しいと思っていますよ。しかし絶対正しいと思って

おってもこういう種類の問題を進めていくについては、やっぱり保護者、地域の方々の

説明を十分して理解を得るということが基本であると私は思います。それでそういう手

順に進め、懇談会云々という話が出ましたが、当たりまえの話なんです、そんなの。そ

れからちょっとひとつだけ前田議員、廃園とおっしゃいますが、法人に任せたら法人が

廃園するんじゃないかとか、そういう感覚でしょう。そんなことはないでしょう。廃園

する権限はない、市にあるんです。市の責任ですよ、そういうのは。ここにある保育園

もうやめますというのは、市が私は責任があると思いますよ。第一、民間だからといっ

て保育園の入所は園がやっているんじゃないですよ、公立であっても私立であって、全

部市がやっているんですよ。市がもうやめたというならそれはしょうがないですよ。ど
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うもね、その辺の議論をこう聞いていると、まだまだみんなが公立と私立についての認

識が勉強不足というとあたが腹かくと思いますよ。それで、あの私は大事なことはやは

り、しかしそれでも、それはみんな保護者の方々あるいは地域の方々が不安感を持たれ

る、いろんな形で。これはある意味では納得できますから。それは不安もああだこうだ

理屈で押し込んでいくもんじゃないですよ。やっぱりよく話し合って、よく理解をいた

だきながらできるだけスムーズな形で事柄が運んでいくように事に当たる責任があると

思っております。今後の計画についてももちろん基本的な計画は持ちながらも一歩一歩

歩みながら、反省すべき点があるとすれば次の時点で、次の園の際の反省材料として生

かしていけばいい。そういう感じでおります。御理解のほどをお願いします。 

○副議長（田畑久吉君） ６番 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 保育所民営化についてですね。これは答弁がなかったんですけ

ど、今後５年間で５園というこの方針の下にあと３園ですね、その３園を選定する場合

に民営化の優先条件というのを考慮しますかということで。これはしっかりちょっと考

えてください。これによっちゃですね、対象園というのは限定されてくる。市長がこも

ごもおっしゃいましたが、ぜひやっぱり市民の声をしっかり聞いてですね、やっていた

だきたいと。部長が民間のノウハウを利用して、活用してしっかりやっていきますと。

小天東はあそこら付近には３０何人の子どもがいると、これは実際小天保育所には東に

は１０何人しか来よらんわけですよね。しかしその根底にはやっぱしいわゆるサービス

が私立が延長保育ばしよるけん、小天東が延長保育をやればですよ、それは近かところ

に預けるという人も出てくるでしょう。そこら辺がですね、やっぱり関係しておっとじ

ゃないかなあというふうに思うわけです。それで民営化について反対か、賛成かという

ことですけど、私は今回の民営化の動きというのは以前第二保育所があそこは民営化で

すけど、公設民営いわゆる民間委託ですよね。今度は民設民営、１回ちどりも天水東も

なくして、そこをある法人が受けるという形ですよね。市長はそこば廃園にすることは

市が許可せんとできんですって、１回１２月の条例改正でも廃園に公立保育所としては

廃園するけんですね、その後民間に委ねられるけん、民間がその地で保育ばするかせん

かは民間の判断になっとじゃないかなあと思うけど、違うとですかね。そうなれば一番

よかですよ。一番よかと思います、私も。市がそれだけの責任を持てばですね。ぜひ市

民の要望もよく聞いてですね、慎重にそして今度共同保育についても１月から３月まで

の間３カ月間ということですけど、八嘉保育所の場合は２週間ぐらいだったと。しかし

受ける法人の側も余計な心配と言われれば、そうかもしれんですけど。準備間に合うの

かなあと、いろんな定款の切り替えとかですね、ということも出てくるから。ですから

慎重にということあえて言いまして、一般質問終わります。 
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○副議長（田畑久吉君） 以上で前田正治君の質問は終わりました。 

 以上、本日の日程は終了いたしました。 

 明１４日は定刻より会議を開き一般質問を行ないます。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ４時４１分 散会 



第 ３ 号

９月 １４ 日（金）
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午前１０時０１分 開議 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（松田憲明君） おはようございます。 

 全員お揃いいただき、ただいまより本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（松田憲明君） 日程に従い、一般質問を行ないます。質問は通告の順序によっ

て許すことにいたします。 

 １１番 青木 壽君。 

［１１番 青木 壽君 登壇］ 

○１１番（青木 壽君） おはようございます。公明党の青木壽でございます。通告に

従い、一般質問をいたします。 

初めに子どもの安心・安全対策、このことについて３点ほどお尋ねをいたしたいと

思います。１番目には児童虐待発生予防対策についてお尋ねをいたします。児童虐待に

よる痛ましい事件が連日のように報道されています。平成１８年度の児童相談所におけ

る児童虐待相談に対する相談件数は３万７,３４３件、前年の１.０８倍となり件数は

年々ふえている状況であります。この状況に対応した児童虐待発生予防対策の充実が今

求められていると思います。厚生労働省では、深刻化する児童虐待について、虐待を受

けて死亡に至った子どもの事例を検証したところ、死亡した子どもの４割が０歳児で、

０歳児のうち約８割が月齢４カ月以下ということがわかりました。また行政がすべての

子どもにかかわる最初の機会が４カ月検診であることが多いことがわかっております。

児童虐待は発見や対応が遅れるほど親と子どもの両方に対する手厚い支援が必要になる

ことを踏まえると早期発見、早期対応の体制を強化することは児童虐待をなくすための

必要不可欠な取り組みと思います。そこで厚生労働省は、今年４月から生後４カ月まで

の全戸訪問事業、別名「こんにちは赤ちゃん事業」をスタートさせました。新生児・乳

児を抱える母親は出産時の疲労と新たな育児負担により心身が不安定になりやすい上、

最近は核家族が増加していることもあり、周囲の支援を受けず社会から孤立している人

がふえているそうであります。一般的に親と子の引きこもりからネグレクト、これは育

児放棄でありますけども、さらに児童虐待へとつながるケースが多いことから孤立化を

防ぐことは児童虐待の発生予防に大変効果的であると言われております。この事業で

は、生後４カ月までのできるだけ早い時期に乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て

支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行なうなどして、母親に安心を与えながら

乳児家庭と地域社会をつなぎ、乳児の健全な養育環境の確保を図ることができます。ま

た、これに連動する事業として「育児支援家庭訪問事業」があります。これは生後４カ
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月までの全戸訪問を行なった後、ケース対応会議などにおける報告・検討の結果、再訪

問や引き続きの支援が必要と判断された家庭に対するケアとして生かされるものであり

ます。そして子育て経験者等による育児、家業の援助または保健師等の有識者による具

体的な育児支援に関する技術的援助や指導を継続的に実施する事業であります。これら

の事業について平成１９年６月の調査によれば、「生後４カ月までの全戸訪問事業」の

実施数は自治体のおよそ６８.５％、「育児支援家庭訪問事業」の実施数は４９.７％と

なっております。このように地域社会における総合的な子育て支援体制を整備する上で

も効果的であることから、積極的に推進すべきと思いますが、本市の児童虐待発生防止

についてどう対処されているのかお尋ねをいたします。 

２番目です。ユア・フレンド事業について。文部科学省の学校基本調査速報による

と、不登校の児童・生徒の数は２００３年度小学校で２万４,０８６人、中学校で１０

万２,１２６人の合計１２万６,２１２人で、２００２年度より約５,０００人減少した

と報じられておりました。不登校の児童・生徒は統計を取り始めた１９９１年以降一貫

してふえ続け、２００１年度には１３万８,７２２人に上ったが、２００２年度に初め

て減少に転じ、２００３年度も引き続き減少し、一番新しい調査２００６年度には１２

万２,０００人と１３万人台を割り込んだ結果になっております。文部科学省では「相

談体制の整備などさまざまな取り組みが一定の成果を上げつつあるのでは」と分析し、

スクールカウンセラーを初めとする対応策の効果を指摘しております。不登校になった

児童・生徒のうち年度内に登校できるようになったのは、２６.７％の約３万３,０００

人。学校に復帰した児童・生徒がいた小中学校に対して不登校対策のうち、特に効果が

上がった項目は何なのか。それは「学校内での指導、工夫」、「家庭への働きかけ」、「他

の機関との連携」の３分野で特に効果が上がったと言える回答がありました。そこでこ

の中の他の機関との連携ですが、今回質問するユア・フレンド事業も効果が期待された

と思います。このユア・フレンド事業は不登校の児童・生徒の意見として「学校や家庭

の中で気軽に相談できる人がいない」との声にこたえる事業であります。具体的には、

不登校の児童・生徒と年齢の近い大学生が不登校児のユア・フレンドとなって、そのお

兄さん、お姉さんがボランティアとして不登校の家庭に派遣、悩みの相談、遊び相手に

なってもらう事業であります。この事業は熊本市で既に実施をされております。熊本市

内のある中学校教諭は「話し相手に徹し、子どもの信頼関係を築くことが大切、直接子

どもにかかわれたことは大いに役立った」とその効果を示しております。そこで学校復

帰よりも悩みの相談相手や遊び相手となってもらうことに主眼を置く、ユア・フレンド

事業についていかがお考えでしょうか。 

３番目です。子ども条例の制定についてお尋ねをいたします。国連においては１８

歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、「子ども
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権利条約」を１９８９年１１月２０日国連総会において、全会一致で採択されました。

そして日本でも平成６年に批准をしております。この条約は１９２４年に国際連合が採

択した「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、１９５９年に国連が採択した「子ど

もの権利宣言」を受けて成立、「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加す

る権利」という４つの包括的な権利を子どもに保障しております。現在、日本の子ども

たちは平和で豊かな環境の中で育っていると言われております。しかしいじめ、犯罪、

虐待といった子どもたちの事件が相次ぎ、社会問題となり過度の競争社会と言われる中

で子どもたちは日々どのような思いで暮らしているのでしょうか。先進地の事例を見ま

すと平成１７年度まで策定を義務づけられた「次世代育成支援地域行動計画」ばかりで

なく、子どもに関してより効果的で実効性のある施策を推進するため子どもの権利・健

全な育成等についてそれぞれの市の実情に応じた基本的理念の枠組みを定め、それに基

づいて施策を統一的に体系的に展開するため、子どもを初めとする市民の声を聞きなが

ら「子どもの権利条例」等の制定に積極的に取り組んでおられます。その理念は保護者

に愛情を持ってはぐくまれて成長していく権利、自分の関わり合いのあることに意見を

述べる権利、さまざまな活動に参加する権利、あらゆる差別や暴力を受けることなく命

が守られて安心して生きる権利、自分らしさが認められながら育つ権利を尊重すること

であります。そしてその理念のもと子育てを支えるまち、子どもたちが参加できるま

ち、子どもたちが安心できるまち、子ども一人一人が大切にするまちを目指しておりま

す。家庭、学校、施設、地域などあらゆる場面で子どもの権利が保障されるとともに、

子どもたちが自分の権利を正しく行使できるよう大人はその環境を整えていく義務があ

ると思います。そこで、子どもの権利をしっかりした条文化した「子ども条例」等の制

定をすべきと思いますが、いかがお考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

次に子どもたちの「自分にかかわり合いのあることに意見を述べる権利」という点

で、自分たちの意見や考えを聞いてくれる場があり、玉名市の現状を知り、そして将来

像を忌憚なく話し合える場が保障されるということは大変重要であり、意義深いものが

あると思います。そこで子どもたちの考えを聞く場として「子ども会議」や「子ども議

会」を開催してみたらと思いますが、いかがお考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

最後に子ども権利条約の第４２条には、「締結国は適当かつ積極的な方法でこの条例

の原則及び規定を成人及び児童等にいずれにも広く知らせることを約束」と広報義務が

定められております。その観点からも「子どもの権利条約」に関する広報については、

積極的に行なっていかなければならないと思いますが、いかがお考えでしょうか。お尋

ねをいたします。 

○議長（松田憲明君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 
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○市民環境部長（黒田誠一君） おはようございます。青木議員の虐待発生予防対策に

ついての御質問にお答えをいたします。議員御承知のとおり児童虐待が社会問題になっ

て久しくなりますが、平成１６年に児童虐待で死亡した事例として国が把握した５３例

中、乳児が２４人その中で４カ月までの子どもが７０.８％を占めているとの報告がご

ざいます。玉名市におきましても相談や支援を要する事例は年々増加する傾向にあると

感じているところでございます。これらのことから虐待を受けた子どもの支援とともに

虐待予防の充実が何よりも求められております。その虐待発生予防の１つとして玉名保

健センター及び各総合支所市民生活課において、母子保健の各種事業を行なっておると

ころでございます。母子保健事業では、近年育児不安を訴える母親や不適切な養育をす

る保護者がふえてきており、まず親が元気になり自立できるよう側面的支援を行ない、

虐待予防を心がけているところでございます。特に最近は核家族による子どもを持つま

で赤ちゃんに接したことのない親がほとんどで、周囲に支援・相談する人がいないとい

う育児不安を訴える母親がふえてきているところでもございます。また経済的な問題を

抱える家庭の増加や仕事が忙しく育児参加ができない父親等もふえており、ゲーム依存

傾向の父親の増加が見られ、シングルマザーもふえている傾向もあります。このように

安心して子育てする環境が保たれていない事例がふえているようでもございます。母親

はなれない育児と不眠そして産後のホルモンのバランス等の崩れなどから産後マタニテ

ィーブルー、イライラ症候群でございますけども、約８割程度の産婦がなり、産後うつ

に関しましては１割前後の産婦がなっていると言われております。これらのことから生

後４カ月までの支援の重要性が高くなってきているところでございます。先ほど青木議

員が御紹介なされました中で厚生労働省は今年度「こんにちは赤ちゃん事業」を事業化

をいたしてます。これは生後４カ月までの子どものいる家庭を専門家及び地域の支援者

が全戸訪問することで具体的な子育て不安に対応し、乳児のいる家庭の孤立化を防ぎ、

さらに育児支援が特に必要とする家庭を早期に把握し、その家庭にさまざまな機関や地

域が支援することができる、まさに児童虐待予防の観点から意味のある事業と考えてい

るところでございます。玉名市におきましても以前から妊婦や２カ月の乳児、産婦等に

対して母子保健推進員、委託助産師による家庭訪問を実施しておりましたので、今年度

からこの事業として展開をしているところでございます。平成１８年度は約８割の方に

訪問し、気になる場合は保健師が継続支援を行なっているところでございます。また平

成１８年度から子育て支援センターの場で「妊婦のつどい」を開催し、妊娠中から友達

づくりや地域の人との交流等を図っているところでもございます。近年ふえております

産後うつや育児不安を持つ母親に対しましては、まず保健センター事業の乳幼児検診や

育児相談の問診票にその前兆となる設問項目を取り入れ、早期発見に努めております。

また産婦人科医院との連絡票の活用や小児科医院等との連携を図り早期に支援ができる
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体制をとっているところでもございます。また個別のケースにつきましては、定期的な

家庭訪問を行ない、継続支援を行なっておりますが、必要時、早めに医療機関を受診

し、服薬・カウンセリングサービス等の利用等につないで、元気を取り戻し育児をされ

ている方もございます。また新規事業といたしまして、今年度県の「親育ち支援プログ

ラムモデル事業」を受け、子育て支援センターと協力して、親支援を実施していく予定

でございます。現在、虐待発生予防を視野に入れてかかわっている事例は数例ございま

すが、今後も医療機関や保健所、児童相談所、子育て支援センター、保育所、子育て支

援課等と連携を図り、親と子の心身の健康の確保並びに増進を図ってまいりますので、

御理解と御協力をお願いたします。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 青木議員の質問にお答えいたします。ユア・フレンド事業は

議員がおっしゃいましたように熊本市が行なっておりまして、熊本大学教育学部と熊本

市教育委員会の連携事業の１つで、大学生が熊本市在住の不登校児道・生徒の相談相手

として支援活動を行なっているものであります。不登校児童・生徒の玉名市の状況につ

いて少し申し上げてみますと、８月末現在で小学校で４名、中学校で約３０名という状

況になっております。教育委員会といたしましても、この不登校児童・生徒の解消は重

要課題の１つと認識し、いろいろな取り組みをしているところであります。いい機会で

ございますので、市の取り組み状況をちょっと紹介させていただきますと、具体的には

児童・生徒が悩みを気軽に話せ、ストレスを和らげる第三者的な存在となり得るものを

生徒の身近に配置し、児童・生徒が心にゆとりを持って学校生活を送ることができるよ

うな環境を提供することが必要との考えから、各中学校に適用指導教室指導員を１名ず

つ配置しております。具体的には生徒・保護者の悩み相談を受けたり、クラスに復帰す

るための支援、学習指導に対する支援、地域と学校の連携支援等を行なっております。

また学校と連携しながら不登校児童・生徒の解消に向けた取り組みの推進のために教育

委員会に教育相談員を配置しております。この事業は教育委員会が主体となり、各中学

校に配置されている適用指導教室指導員や玉名教育事務所に配置されているいじめ・不

登校アドバイザー、その他関係機関との連携や教育相談を受けながら進めているところ

でございます。この不登校の要因や背景はますます複雑になっており、学校生活に起因

する型、遊び・非行型、無気力型、複合型等々多様化いたしております。このような状

況においては家庭・学校・関係機関・地域社会等がともに子どもを育てるという意識を

持って連携し、行動していくことが必要であると考えております。毎月行なっておりま

す校長会等におきましても、不登校児童・生徒を生まない学校づくりに向けて、いじめ

の早期発見、早期対応、一人一人の人権を大切にする人権教育の充実、特別支援教育の
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推進、児童・生徒一人一人の状況やその内面を見つめ情報を共有し、家庭訪問等を通し

ての保護者との連携、関係機関との連携、悩み調査、教育相談等を通し、きめ細やかな

指導と対応を心がけるようにお願いをいたしております。一方不登校の状況にある子ど

もに対しては、特に校長がリーダーシップをとって担任の先生や養護教諭、学年主任等

学校全体としてのかかわりを持ち、保護者や関係の子どもとの人間関係づくりや生徒同

士の人間関係づくりに努めていただいているところでございます。このような指導を実

施するに当たっては、各学校において不登校対策委員会等を設置し、情報の共有と指導

方法のあり方等について、学校組織としてその対応に当たっていただいているところで

す。また県の教育委員会からスクールカウンセラーの配置をいただいており、玉名中、

玉南中、玉陵中、有明中に拠点校として配置し、岱明中、天水中、その他１４小学校が

対象校となっております。スクールカウンセラーには特に専門的な立場から子どもやそ

の保護者等への教育相談をしていただいたり、学校教職員への助言、校内研修での講師

等も行なっていただいているところであります。このように不登校解消にかかわってい

くには、子どもの生育歴や家庭環境、専門的な知識や経験等が必要となることから、学

校がその指導の中心となる必要があると考えております。熊本市のように大学生が保護

者や子どもの要望に応じて話し相手になるというユア・フレンド事業も一方法だと思っ

ておりますので、今後熊本市における取り組みにも注目をしながら、不登校児童・生徒

の解消に向け、取り組みを強化してまいりたいとこういうふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 青木議員の子ども条例に対する市の考え方、子どもの権利

を守るための啓発広報につきまして、あわせて答弁いたします。子ども条例は子どもを

取り巻く環境が大きく変わっていく中で、子どもの尊厳を守り健やかな成長を支えるた

めに、保護者・学校・行政などが地域社会が一体となって取り組んでいくものと考えて

おります。平成元年に１８歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重を促進するこ

とを目的とされた「児童の権利に関する条約」が国際連合で採択され、日本でも批准さ

れました。この趣旨を踏まえて先進自治体において条例が制定されておることは先ほど

議員御紹介のとおりでございます。熊本県におきましては、少子化の進行、児童虐待の

増加などは行政施策だけでなく、県民ぐるみで子どもの育ちを支えていくということが

喫緊の課題として、すべての子どもが輝く熊本の実現のため、今年の本年９月の議会に

おいて「子ども輝き条例案」として提案されております。本市では条例は制定、いまだ

制定しておりませんけれども、すべての子どもの権利が保障されて心豊かに生き生きと

育ち、社会の一員としてその人権及び個性が尊重されるよう昨日も申し上げましたが次
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世代育成支援行動計画の基本理念として事業を展開しているところでございます。今後

本市では、先ほど申しました県条例の啓発のための広報などの掲載に協力するととも

に、子どもの目線に立った取り組みを行ない、子どもたちが元気で笑顔で生き生きと育

っていく環境を目指すとともに条例の制定につきましても、検討してまいりたいと考え

ていますのでよろしくお願いします。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 青木議員の子ども議会についてのお尋ねについて、お答えい

たします。子ども議会の開催につきましては、子どもたちに日ごろの生活体験や活動体

験の中から子ども議会を通して主体的な判断力、行動力を養成することを目的に実施す

るものと考えております。さらに次代を担う子どもたちに議会制民主主義の仕組みを体

験させ、市政への興味・関心を高め、みずからが体験することで民主主義や主権在民の

理念について学ぶことも目的の１つになっていると思っております。旧玉名市におきま

しては、平成１０年度に玉名市及び教育委員会主催で過去１回開催されております。旧

岱明町におきましては平成１０年度以降に同様な目的で議会事務局主催で２回実施され

たところであります。過去の子ども議会の発言内容を見てみますと自分たちの身近な問

題から新玉名駅の周辺整備あるいは交通の問題、騒音対策、また資源ゴミのリサイクル

状況及び今後の対策、菊池川や有明海の環境対策、温泉活性化策などを多岐にわたった

質問が展開されたようでございます。今後学校を初め市の執行部、議会事務局等を含

め、協議を重ねてこのことにつきましては考えてまいりたいと思っておりますので、御

理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） １１番、青木議員。 

［１１番 青木 壽君 登壇］ 

○１１番（青木 壽君） 児童虐待発生予防対策については、特に私は訪問ということ

が大きな力になると思っております。玉名市には恐らく０歳児から４歳児までが３,０

００人近くおられます。保健センター等に相談に来られる方はまだ私は大丈夫だと思い

ますし、むしろ親と子どもが引きこもる状況になることが一番ケースとして最悪じゃな

いかと思いますんで、どうかこの訪問事業を重点的に行なっていただきたいと思いま

す。訪問することでやはりその家庭の状況というのはわかります。そしてまた新たな解

決の道が専門家によって開かれるんじゃないか、そのような気がしますんで、どうかそ

ういうところに重点的に行なってほしいと思います。またユア・フレンドも同様です。

訪問することでいろんな形が生まれてくる、そういう形を大切にしたい、このように思

っております。ちょっと豊田市というところは、その児童虐待発生予防対策について、
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「こんにちは赤ちゃん事業」を始めております。ちょっとこういう話がありました。あ

るお母さんが、初めは母乳が足りているかもわからなかった、訪問に来てくれた新生児

指導、訪問指導員さんから母乳育児で大丈夫ですよと言われたので気が楽になったとい

う、この園田さんは、産後の母乳育児についてまで専門的にきめ細かく教えてくれる保

健師、助産婦の専門性を高く評価しているということで、やっぱり訪問ということは大

事かなあと思います。どうかよろしくまたお願いします。 

じゃあ続けて一般質問します。次は大きな２番で、ごみ行政、これについてお尋ね

します。新分別になって成果と課題についてであります。これまで大量に物を生産し、

使用したものは惜しげもなく捨てるという私たちの生活はいわゆる大量生産、大量消

費、大量廃棄型社会を生み出し、環境汚染、環境破壊を繰り返し、資源の枯渇と自然破

壊などの環境問題を深刻化させております。そのような中でごみの発生を極力減らし、

資源を大切にする循環型社会への転換を理念とした循環型社会形成推進法が平成１２年

６月に公布され、国や自治体、企業、国民の役割が明らかにされました。さらに容器リ

サイクル法、家電リサイクル法などさまざまなリサイクル法が整備されてまいりまし

た。これらを受け、各市町村においては多分別が本格化スタートし、各家庭においては

資源ごみや燃やせるごみの分別に懸命に取り組んでいるところであります。そこで本市

では４月より一部分別が追加変更されました。具体的には空き缶が缶類として月１回の

回収から月２回とし、ペットボトルの回収も月１回から２回へ、蛍光管・体温計も４カ

月１回から２カ月１回、電池の回収も３カ月１回から２カ月１回とそれぞれ分別回数を

ふやしております。このことは市民からも家庭にいつまでもためることなく便利になっ

たとの声が大半であります。しかしこの４月から新たにプラスチックの分別回収が追加

されました。市民にとって分別収集することは特に異論がなく粛々と実施をされており

ます。さて、ここで市民からプラスチックの分別は結構手間がかかり、また量も多い、

月１回の回収では少ないとの声が上がっております。そこでこの回収の回数をまたふや

すことができないのか、そしてこの分別全体について新分別が始まって以来約半年が経

過をしておりますが、今日までの成果と課題についてお尋ねいたします。 

次に東部環境センターへのごみの持ち込について現在昼休み時間帯は受け付けをし

ておりません。また土曜日、日曜日は閉鎖しております。生活も多様化し、市民への利

便性を考慮して昼休み時間帯の受け付けまた土曜日、日曜日も受け付けはできないの

か、これについてお尋ねをいたします。 

そして最後に各種団体が資源ごみについて現在自主的に回収活動をされておりま

す。しかし、それらの団体には平成１２年度まで資源ごみ回収活動補助金が支給をされ

ておりましたが、平成１８年度からは廃止となりました。そこでこの廃止の理由と今後

の対応についてお尋ねをしたいと思います。 
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○議長（松田憲明君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 

○市民環境部長（黒田誠一君） 青木議員の新分別になって成果と課題についての質問

にお答えをいたします。ごみ分別につきましては、合併後のごみ分別種類を統合し、か

つごみのリサイクルのさらなる推進を図るため、平成１９年４月から玉名自治区につき

ましては１４種類収集１６分別、岱明自治区につきましては１５種類収集１８分別、横

島・天水自治区につきましては１６種類収集１８分別であった分別数を１５種類収集１

８分別に統合をしております。今回のごみ分別の主な変更といたしましては、燃えるご

みを細分化し、プラスチック類とその他紙類を新たに設け、燃えないごみを金属類・ガ

ラス類・缶類と細分したものでございます。市民の皆様へのごみ分別変更の周知につき

ましては、本年３月１日号の広報たまなとあわせまして、平成１９年度ごみ分別の変更

についてのチラシと平成１９年度玉名市ごみ処理区域の処理計画のチラシ、さらに３月

１５日号の広報たまなとあわせまして、平成１９年度ごみ出しカレンダーを各家庭に配

布して事前の周知を図ったところでございます。４月以降のごみ分別の状況はプラスチ

ック類への他のごみの混入が多数ございましたので、６月１５日号の広報たまなにあわ

せてプラスチック類の出し方のチラシを各家庭に配布したところでございます。また市

民の皆様から新しいごみの分け方についての問い合わせが各種ございましたので、さら

に７月１日号の広報たまなにあわせて家庭ごみの分け方・出し方の冊子を各家庭に配布

したところでございます。以上のようなことをしました結果、ごみの分別に関する市民

の皆様方の問い合わせも少なくなってきているところでございます。今後も市民の皆様

に対しまして、さらに正しいごみの分け方、出し方について御協力をお願いしてまいり

たいと考えているところでございます。またお尋ねのプラスチック類の収集につきまし

ては、現在月１回の回収に対しまして市民の皆様から回数増の要望が寄せられておりま

すので、平成２０年度からは月２回に変更する計画でございます。 

次に東部環境センターの受け入れ体制についての質問にお答えをいたします。玉名

市の一般廃棄物につきましては、有明広域行政事務組合立の２つのごみ処理施設におい

て処理をされております。玉名、横島及び天水の３自治区のごみについては、玉東町の

東部環境センターにおいて、岱明自治区のごみについては長洲町のクリーンパークファ

イブにおいて処理をされております。お尋ねのごみ処理施設の受け付け時間についてで

ございますが、東部環境センターでは正午から１時まではごみの搬入を控えていただく

取り扱いとなっておりますが、正午から午後１時までのごみの搬入受け付けにつきまし

ても構成市町、玉名市、玉東町及び有明広域行政事務組合と協議をしてまいりたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。また土曜日及び日曜日は東部環境、パ

ークファイブ、両施設ともごみの搬入を受け付けておりませんが、各家庭から排出され
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るごみの品目により市が回収するごみと家庭がみずからまたは収集運搬許可業者に依頼

して、直接搬入するごみがございます。家庭の事情によっては平日にみずから搬入でき

ない場合もあると考えているところでございます。つきましては、土曜日または日曜日

の受け付けにつきましては有明広域行政事務組合の職員の勤務体系や施設の運転管理を

委託しております業者の職員の勤務体制等の課題がございますので、これにつきまして

も構成市町及び有明広域行政事務組合と協議をしてまいりたいと思っているところでご

ざいます。 

次に資源ごみ回収活動補助金についての質問にお答えをいたします。旧玉名市では

ごみの減量化、再資源化を推進するため自治会、ＰＴＡ、子ども会など自主的な地域活

動によりごみ減量等を行なった団体に対して、平成９年度から平成１７年度まで玉名市

資源ごみ回収活動補助金を交付をしておりました。資源ごみ回収活動補助金は、各団体

の資源ごみの収集活動経費の一部に対して補助をするものであり、ここ数年の資源ごみ

の引き取り価格の上昇により市が補助していた各団体への資源ごみ収集活動経費を満た

すと判断したため、平成１８年度から廃止したものでございますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） １１番、青木議員。 

［１１番 青木 壽君 登壇］ 

○１１番（青木 壽君） えっと、やはりごみは発生しない日がないわけでございま

す。どんな日でもごみは発生をする。土曜日、日曜日も構わず発生をする。そういうこ

とで広域的な問題でありますので、どうか十分検討して特に土曜日、日曜日また昼休み

については受け入れ体制をどうか十分検討していただきたいと思います。 

 以上で、私の一般質問は終了したいと思います。ありがとうございました。 

○議長（松田憲明君） 以上で、青木壽君の質問は終わりました。 

引き続き、９番 福嶋譲治君。 

［９番 福嶋譲治君 登壇］ 

○９番（福嶋譲治君） 有明クラブの福嶋譲治です。今回１つだけ戦没者慰霊祭につい

て、通告しております。非常にわかりやすい質問でありますので、わかりやすい答弁を

お願いいたします。一応質問については表題のとおりでありまして、合併による合理化

と考えるときにせっかく合同で行なわれることになった慰霊祭を分割開催しろというの

は非常に合併後の流れと趣旨に反するようにも受け取れますが、あえて質問させていた

だきます。合併協議会において協議され、いろんな団体催し物の合併合理化の中で、戦

没者慰霊祭もそれぞれ各市町それぞれで行なわれていたものが１つとなって、市民会館

で盛大に行なわれるようになりました。私はそのそれぞれの担当部署また遺族会の統一

と遺族会の努力に敬意を払うものでありますが、大きく一つになって開催されること
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で、非常に寂しい思い、せつない思いをされている方がおられるということを知りまし

た。私の地元天水町の慰霊碑のところを通りましたところ、あの石柱を磨いておられ掃

除をしておられる年老いた女性の方がおられまして、切々とその慰霊に対する思いを語

られたものであります。各町に慰霊碑がありましてそういって掃除をしたり、草を刈っ

たりして、非常にこう思いを持っておられる方がおられるわけでありますが、そういう

年老いた方はなかなかこの玉名市で行なわれる、市民会館で行なわれる慰霊祭に参加で

きない、そう遠くまでは行けないという方がたくさんおられます。大勢の人たちが慰霊

の気持ちをあらわすのも大事でありますが、本当に心から参加したい、慰霊をしたいと

いう方が参加できる慰霊祭にしてほしいと思っております。いろいろ催しものをすると

きに、行事をするときにどういった人を相手にサービスするものなのか、せねばならな

いものなのか、そういったことを考えますときにこの慰霊祭というものは本当に戦争で

身内を亡くした、兄弟を亡くしたそういった方々が慰霊の心をあらわしたいものであり

まして、そういう中で本当に参加したい人が参加できない慰霊祭よりも小さくてもいい

から地元で分割した旧各市町でやっていたような慰霊祭ができないものか、ぜひしてほ

しいという質問であります。要望であります。金額を聞きましたところ分割でやったと

きが２００何十万円だったですかね、多少安くなっております。金額がかからないよう

になっております。それは以前は各市町でやったときには弁当が配られたり、そういっ

たことで金額がかさんだものと思われます。そういったことは排除いたしますと金のか

からない方法でできるはずなんです。私はこの分割開催を永久にやってくれということ

ではなくて、本当に今失礼なんですけれども、だんだん亡くなっていかれて人数が減っ

ていかれております。そういう人たちのために５年なり７年なり、１０年とは申しませ

ん。ぜひ分割開催をお願いしたいものであります。答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 福嶋議員の戦没者慰霊祭の件についてお答いたします。合

同で行なわれております慰霊祭を旧各市町で分割開催できないかということでございま

すが、最初に慰霊祭の概況について御説明させていただきますと、先の太平洋戦争では

陸海軍人の軍属の死者が約１５０万人、一般国民の死者は約３０万人、合わせて１８０

万人のとうとい命が失われております。その軍属の死亡のうち旧玉名市が１,３６８

人、旧岱明町４８９人、旧天水町が３１４人、旧横島町２８１人の合わせて２,４５２

人の方が現在の玉名市出身の方ということでございます。合併前におきまして、その

２,４５２人の軍属戦死者の遺族として旧玉名市が７７１世帯、岱明町１８５世帯、天

水町１０７世帯、横島町１０９世帯の合わせて１,１７２世帯の方がそれぞれ遺族会を

結成し、活動しておられました。そういった状況の中、平成１７年の合併時におきまし
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て、各市町の遺族会の代表の方々が参集され、戦没者に対する慰霊事業として戦没者追

悼式事業それから遺族に対する援護事業、戦地に赴きみたまの慰霊と御加護を祈念する

英霊顕彰事業等について話し合われるとともに、合併にあわせて遺族会も組織を統合す

ることで合意がなされたところでございます。そしてこれを受けまして合併協議会にお

いてその当時の各市町長の承認を受け、合併合意事項とされ、それに基づき新市といた

しましても慰霊事業の一本化でありますとか、予算の一本化を推進してまいったところ

でございます。議員がお尋ねになっております現在合同で行なわれている慰霊祭を各市

町で分割開催できないかということでございますが、現在開催されております戦没者合

同慰霊祭につきましては、遺族会でも十分協議され、慰霊祭としては合同で開催するけ

れども従来各市町、校区等で開催されていた慰霊祭についても決してみたまを粗末に扱

うことのないように各地域の実情に合わせて慰霊祭は続行するという協議がなされてお

りますので、議員の御理解をお願いします。しかしこの組織の統合がなされたとはい

え、まだまだ過渡期でございまして、組織としてうまく機能するにはまだいろいろと改

善すべき点もあるかと存じます。そういうことで今後遺族会より慰霊祭の開催方法等に

ついて、そういう御要望がありますれば、その行政としても検討してまいりたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（松田憲明君） ９番、福嶋議員。 

［９番 福嶋譲治君 登壇］ 

○９番（福嶋譲治君） 再質問ではありませんが、あの私遺族会を分割しろという気持

ちはもうさらさらありません。きちんとした遺族会話し合いの中で統一された遺族会は

遺族会として機能されていかれるものと思っておりますが、行事を淡々と消化すればい

い、合併して淡々と消化すればいいというものではなくて、本当に誰に対するサービス

なのか、誰にどういった人に対してサービスするのか、事業を十分に考えた対応が必要

じゃないかと思っております。心のこもったサービス、血の通ったサービスを市は努め

るべきではないだろうか。そういう意味でただいま部長より答弁がありました中で、旧

かつてやっていたことも大事にしていかなければいけない、その慰霊もやっていいんだ

ということでありましたらば、そういったことも合同慰霊祭と別に考えていただければ

なあというふうに思います。そういった先ほど言いましたような非常に気持ちを持って

慰霊碑を掃除されたり、草を刈ったり非常に近くならば行ける、そこなら行けるという

ような人が少なからずいらっしゃるということを知っていただいて対応をよろしくお願

いしたいと思います。 

私の一般質問終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で、福嶋譲治君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 
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午前１０時５７分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

２７番 堀本 泉君。 

［２７番 堀本 泉君 登壇］ 

○２７番（堀本 泉君） 質問に入ります。有明クラブの堀本でございます。きのうの

元気振りを見ていささか安心しまして、きょうもまた上がってもらうつもりでおります

が、それはそれとして、同じ市長の関係したことでございますが、歴代の市長に仕えま

して３０年議員をやっております。その中でも当時与党でおった川原市政、ここまでさ

かのぼることはやめても松本市長の時代、私は野党のトップバッターの自負をしており

ましたが、あらゆる角度から市長に対する批判を重ねてまいりました。その中でも看護

大学の新設、それに新幹線玉名駅の新設には反対するようなことはいたしておりませ

ん。特に大学に関しては、今表に出せないような不祥事もいくつかあったことは事実で

ありますが、個人の強引ともいえる熱意で今日を見ています。今島津市長を前にしてま

たお世辞言うという人もおるかもしれませんけれども、この島津さんの当時県議会議員

としての支援がなかったならば、恐らく大学はできなかっただろうと思います。その辺

の先輩議員が御存じのはずであります。当時２０億県から支援を、結果的には１６億だ

ったですか、思います。当時県議の花形として言いたか放題ですか、やりたか放題の活

躍、三面六臂、の活躍をされた島津さんが自由民主党の党派の議員さん方を総動員して

どんなことでもして２０億出せという交渉を続けられて、１６億という成果が上がった

わけでございます。これに関しましては、既に市役所のＯＢとなられた方あるいは今幹

部の方で、どうも市長の自宅まででもそれこそ呼びつけられた形で叱咤激励をされてお

られたことを私はかいま見ております。スタートのときは帝京大学というところが２０

億出す、これはある関係者が断言して誘因したわけでございますが、その強引さがあっ

て初めてスタートをしたというその特徴はあったと思います。しかし現実的にはその２

０億は一銭もといいますか、事務費が５,０００、６,０００万円したかなあというぐら

いで、ほとんど金はなかったときですね、現市長の働きがあった。そのぐらい市長でも

なか時から玉名市に関係して一生懸命やった島津市政になりまして、現在ですね、ほと

んどその市長の悪こつばかりしゃばに広がりましてですね。合併して島津になったけん

税金の高なったとか、遠かところまで歩かさるっ、合併せんならよかったとか。そうい

う状態にするのは与党議員を初めとして部下の職員さん方の支援、フォローが足らんと

じゃなかろうかという気がして悶々としているわけでございます。前置きといえば前置

きですがね。一歩翻って嵜さんのときは何だったかと。確かに若さはあった。私もそ
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のころはいくつか若かったしですね。その中でもいわゆる若さに走る強引さがあった。

例えば入札問題、何回もここでも問題だということは言っておりますが、上限を落とし

て入札率を９０％超えたならばこん次は指名に入れんぞというのを赤松さんですか、部

長に言わせて業者を呼んで断言しております。その当時は御覧の仰せのとおり建設委員

会で入札問題をどういうわけか審議しておる。今建設委員会はただ名ばかりでですね、

何すっとはなか状態でしてあります。総務委員会で設計もして入札もして、認定もです

ね。おかしかって。市会議員な要らんごとなりよる。だけん来年かこの次はまた４人ぐ

らい減りますがですね、本当に共産党さんの言いなはることには拍手したいぐらいで、

本当お世辞じゃございません。しかし不満はありながらも私は与党議員でございます。

まあ島津さんを支えていくつもりではあります。その中でも特に派手派手しくなったの

が一区一輝の運動でございます。いつかも申し上げたごつと思いますが、５年間で概算

１億５,０００万円近くのばらまきをやっております。その成果が今出てですね、今も

各村に、村というか町に支援金が出ているはずでございます。それでトータルすれば相

当な額をつぎ込んでいる。しかし今つぎ込んでいる金は島津市政の評価には全然要りま

せん。やめなっせと言うごたっですね。私がこういうふうに各市長の功罪を申し上げる

のは当時今申します郡部選出の県議でありながらも、玉名市のために一生懸命働いてお

られた島津さんの、島津市長が申しますれば向こう１１年間の合併のどさくさに決めた

合併協議会が決めた新市計画、前々回ですか、申し上げた、この制約のためだろうとは

思いますが、ぱっとした評価を受けられない、予算の消化ができないこと、これは大き

な痛手ではないかと思います。中でも今申しました周囲の職員さん方、先日も市役所の

中央に、中央の掲示板に一区一輝の成果としてなっておるの真ん中に今申します嵜市

長のにこにこ顔は真ん中にこうして手を握っておるとを張ったまま１年間も市民の前で

これ見よがしにやっておる。これ職員がしとっとですよ。あたな？きのうはきのうで私

どんもちょっと駅にはしょっちゅう行きよったが、ある議員さんから駅にも張ってある

がなあということで、駅にも見に行きました。ある先輩議員とも会いましたけど、その

ときは見つけ出さんだった。ところがあんなメインのその待合室の中に張ってあります

な。嵜さんを指示された方はもう知っておんなはって思いますが。あれは当て字句

で、裏川のしょうぶのまちだから勝負を引っ張ってくるという英照さんのあれでです

ね、もう１０何年になりますかね、２０年近く前にスタートしたいわゆる名人戦です

ね。あれの宣伝スチールに嵜さんが玉名市長として出ておるですね、これは。それが

まだ張ってある。観光協会か何か知りません。そういう状態では市長の評価はなかなか

上がりにくい。きのう一生懸命腹かいておっしゃったがですね、まあそういう状態にさ

すっとは周囲の皆さんだろうと、誰とは言わんばってん。思い当たる人は手を挙げてみ

てください。この辺はなかなか市長おだてて、市長からの答弁はでけんけん、今申しま
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したように市政の現況の分析とタイトルでしておりますが、どういう角度からでもいい

です。市長の満足するようなさばきができよるかできよらんか、助役あたりからでもま

あ副市長さんですか、胸のすくような御回答をいただきたい。 

２番目に少子化に対応する市の考えと題しております。きのう共産党さんを初めい

ろいろな意見があり、保育園の民営化に対して議員の中にもなぜ民間委託が財政改革上

の必須の要件なのかということで、自己問答をしている人は何人もおります。全員協議

会での提案の仕方、いきなりばったりといいますか、与党の私が声を大にして先送りが

いいんじゃないかと、ブレーキをかけたからあのくらいだったと思いますが、一緒く

た、だご汁でですね、審議をしたならばいろんな言いたか放題の本会議でもああいう状

態になるんだから、出たと思います。今申します英語で言うちゃなんだけど、周囲のフ

ォローはどうなっているのかですね。文教委員会あたりの説明はあっておりますかどう

かですね。交付税の絡みで今のままでは行政がやっておっては交付税が減額されるとい

うような法律がなったと後で聞きましたけれども、交付税には色がついてこないから、

さてどうなっておるのかですね。今言うように財政問題が先行した形で、その財政問題

の中身は申しますとおり交付税ということならばですね、市長は声を大にして言われた

その小さなところ、末広の５、６人の保育所とか天水の東保育所ですか、小さいながら

もきれいに整理整頓、私も見に行きましたけどですね、環境は十分のあれをしてありま

す。そういう交付税の割り当て基準が何で割り当ててあるか詳しく知りません。知って

おんなはる人は少ないと思いますが、その明細の中に恐らく基準は幼稚園児の数とか面

積の広さとか、いろんなあれがあると思いますが、もしも数がいっておっとならです

ね、最初第１保育所ですか、やった、それから八嘉もやった、素人会社も民営はでくる

だろうというようなところをやっとって、今度は数の少なかその減額されるって知れた

もんだろうというところをやる理由をですね、やっぱり議員団に最初しておかんと。そ

れをせんやっがおるけん、市長がああいうふうに一生懸命我がこつのごつ、我が家も福

祉に関係あるかも知れんばってんですね。おかしい、周囲が悪いということをあえて申

し上げます。 

それから子育て支援について、再三にわたる答弁をされております。私は若妻を呼

び寄せてですね、施し的に子どもを１時間か２時間すかしてやる等々が予算の消化、補

助金の消化に当たる義理何とかというようなことじゃないかと考えております。むしろ

子育てというよりも子づくり支援課が必要じゃないか。これは民主党の政治になれば１

人頭一律２万５,０００円、４人ばっかり子持つと１０万円の月給取りですね、になる

けんじゃんじゃんつくらすと思いますが、自民党解体論もある中でですね、せめて玉名

市は今いくらか知らんがその倍額ぐらいの子ども手当てをして、いくらの支出増になる

かですね、また今言うその国からの交付税の割り当ての基準の中に人頭割りというよう
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なことはあるのか、これは質問の範疇にあると思いますので、お尋ねしますが。その

辺、わかっておるならですね、無理しなはるなら答えんでいいです。結局育児手当の増

額は考えられないか。今大体出生率、きのうもちょっと出よったですけど、出生は年間

どのくらいなのかも知らんで、こういうことはなかなか言いにくいと思いますがです

ね、そのくらいをまず伺います。 

それとあとは教育委員会の方にもう２回目ですか、なりますが、大浜小学校の払い

下げ問題についてですね、政治解決を目指したように教育長は市長にげたを預けておら

れると伺っておりますが、今言う、子どもの目線で物事を考えていく、教育の原点に立

って考えていくということになればですね、教育委員会でこの問題は結論を出して報告

義務はもちろん市長がトップだからあるとは思いますが、こういうことでこういう要請

がありました、こうしますというのは教育委員会の所管、責任だと私は考えます。だか

らほんに仲良しだった教育長とけんかばっかりしておりますが、実際あそこが１０何年

前にできたときのいきさつは何回も言うように簡単には解決でけん、まして今現在は全

然使ってないからと、もう管理に困っておるからとか、今もある議員と地元議員と話し

ましたが、子どもの数がここ１０何年間で８０人ばかり減っておるし、今おる子どもも

もう減っとがわかっておるから、使い道のなかけんこの際、地元の管理に委ねた方がい

いというのが極論でございます。そっじゃもう子どもをふやすとか、子育てとかという

ことから全然かけ離れてしまいます。「教育は１００年の大計で物事を判じよ」という

ことわざもあったと思いますが、１５年で減ったからこの３０年のときはまた土地が買

わなんごとなるかもしれんですね。今言う民主党の社会になって、２万５,０００円あ

るいは５万円１人にやるぞと言うなら、無理してでも寝なしでも子どもはつくる人もお

ると思いますよ。そのときは、土地をまた買うてさらかなん。現に子どもが少ないから

土地を買って広せよって松本さんが団地を建ててですね、６０軒の住宅団地をつくっ

て、若い子どもの生産できる層を優先入居させるという案まで出して、私が反対しまし

た。今３０軒ぐらいできておるかな。そしてその子どもが大きくなって野球のできるご

つということで、学校のグランドを広するけんって、学校の横の土地を買われました。

あの今の花びらの形の校舎を建てる前にですね。で市長が変わり為政者が変わったとき

はいろんな施策、ましてや国が変わればですね、５万円ぐらいやらすかもしれん。それ

を予測もせんでですね、現状に合わせた判断は拙速すぎるとこの前も申し上げました

が、教育長の御判断をいただきます。 

最後に市街地活性化に対応する市の姿勢。これもなかなか見えんもんでですね。今

フォーラムという案内の皆さんにも来ておると思います、市街地活性化フォーラム。と

ころが平成２年ごろからこの問題についていろいろ特別委員会までつくって協議してま

いりました。私が特別委員会は突っ返しました。全然進歩がない。私は反対派だったか
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らそうかも知れませんが、今にしても反対派じゃないときになって、なかなか見えてこ

ない、その辺がどう影ができておるかですね。見えんでもいいから影の部分でもちょっ

と説明をいただきます。果たして市長在銘中に活性化についての緒につくのかつかんの

かですね、そのくらいまでの御回答をいただきます。 

○議長（松田憲明君） 副市長 髙本信治君。 

［副市長 髙本信治君 登壇］ 

○副市長（髙本信治君） 市政の現況の分析についてという堀本議員の御質問にお答え

をいたします。ただいま御質問伺ったばかりですので、質問に対する答えになっている

かどうかわかりませんが、お答えしたいと思います。合併してよかったという御意見が

なかなかまだ聞こえてこないというお話につきましては、私の就任しました後に玉名市

の広報で数年かかるかもしれないけれども、合併してよかったと言われるような玉名市

にしていくつもりだという、そういうことを載せましたけれども、そういうことで現時

点ではなかなか成果がまだ見えてないという点につきましては、お話の一面があるかと

思っております。玉名市といたしましては、新たなまちづくりを進めるために平成１９

年度を初年度とする第１次玉名市総合計画を策定をいたしております。これは合併に先

立ち策定されました、ただいま御質問にもございましたけれども、玉名地域１市３町新

市建設計画を基本といたしまして、さらに新たなニーズを取り入れた計画でございま

す。計画の実施に際しましては緊急性や優先度を見極めながら、若干の年次計画の調整

をいたしておりますが、厳しい財政事情の中でおおむね予定通りに進捗しているという

ふうに考えているところでございます。中でも緊急性が高いと判断いたしました豊水小

学校校舎改築工事の耐力度調査実施設計、それから玉名町小学校の屋内運動場、プール

改築工事耐力度調査につきましては、建設計画を前倒しして今年度発注済みとなってお

ります。またそのほかにも県市協定に基づいて、実施をいたしております新玉名駅（仮

称）の周辺整備ですとか、あるいはバイパス、都市計画道路等について積極的に現在取

り組んでいるところでございます。 

それから職員のフォローが足りないんじゃないかという御指摘をいただきましたけ

れども、それは私も含めてとのお話だろうと思います。大変その点はあの市長に対して

申し訳ないと思っておりますが、施策の充実の実現に向けましては職員が一丸となって

取り組む必要がございます。新市の均衡ある発展と住民福祉の向上を目指して、今後積

極的に市長をフォローしながら取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続き

御指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 堀本議員の少子化に対応する市の考えについてお答えいた
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します。玉名市におきましては、安心して子どもを産み育てることができるまちづくり

を進めながら、地域と家庭と行政とがそれぞれ役割を担い、子育てができるように取り

組んでおります。その一環といたしまして、玉名市子育てハンドブックを作成いたしま

して、子育てに関するさまざまなサービスを掲載しているところでございます。母子健

康手帳の交付から出生届あるいは乳幼児医療費助成制度等各種手当の申請について、ま

た乳幼児を持つ保護者が気軽に集い、子育てに関する相談や情報交換を行ない、仲間づ

くりの場を提供する子育て広場でありますとか、子育ての援助を受けたい人、援助をし

たい人で構成する会員制組織でありまして、急な残業などでの一時預かりと相互援助活

動を行なうファミリーサポートセンター事業などを紹介しております。このほかにも保

育所でありますとか、幼稚園等子育てに関する情報を多数掲載しておるところでござい

ます。次の世代を担う子どもたちと子育てをしている家庭を支えることが重要であると

いうふうに考え、子育ての不安の悩みを解消し、親子がともに成長できるよう地域ぐる

みでの子育ての支援ができる環境整備に努めてまいりたいというふうに思います。それ

から全員協議会でのことでございますけれども、早く打ち合わせようとは思ってはおり

ましたんですけれども、タイミングを逸してしまって、今度の本会議のときの全員協議

会となりました。今後そういうことのないようにですね、努めてまいりたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 堀本議員の御質問にお答えいたします。大浜小の第２グラウ

ンドは平成３年の２月に購入をし、当時は児童数が３００人おりまして、運動場が狭い

ということで低学年用のグラウンドとして活用しておった次第です。しかし平成７年度

から児童数が減少し、低学年も第１グラウンドを使うようになっております。現在は児

童数が１５０人になりまして、議員も御承知のとおりに第２グラウンドは一部を学習用

の畑、花壇として利用し、あとの大部分は教職員あるいはスクールバス等の駐車場とし

て利用しております。用地は学校の大切な教育財産であります。子どもたちのことも十

分考えて今後対応していかなければならないと考えておりますが、教育委員会の判断で

決定せよというようなお話でございましたけれども、この問題は非常に大きな問題とと

らえておりますので、今後学校とかＰＴＡ、校区の方々、市の執行部とも十分打ち合わ

せを行ない、方向性を出していきたいと、こういうふうに考えておりますので、御理解

のほどよろしくお願い申し上げます。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 企画政策部長 牧野吉秀君。 

［企画政策部長兼玉名総合支所長兼玉名地域自治区事務所長 牧野吉秀君 登壇］ 
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○企画政策部長兼玉名総合支所長兼玉名地域自治区事務所長（牧野吉秀君） 堀本議員

の方から市街地活性化に対応する市の市政についてということで、これまでにいくつも

の活性化に関わる計画書がつくられてきたけれども、市街地は何ら変化がないと申しま

すか、あまり変わらないと、フォーラムを開催してその市民の意見を聞くのではなく

て、市がもっと主体的にその活性化策を打ち出して、活性化を進めるべきではないかと

いうお尋ねにお答えいたします。議員御指摘のとおり中心市街地の活性化につきまして

は、これまでにもいくつかの計画が策定され、その中で事業を推進してまいったところ

でございますが、十分な成果が得られず市街地の空洞化はさらに進行している状況でご

ざいます。そのような中、新庁舎の建設や都市計画道路立願寺横町線の開通が現実のも

のとなりつつあることから、その新たな変化に備えるべく産・学・官の共同による推進

会議を設置し、マルショク跡地それから市庁舎跡地及び新庁舎建設予定地周辺を中心と

します市街地の活性化について検討を進めているところでございます。中心市街地の活

性化に対する方策につきましては、これら３つの土地の活用に関して瀬地区を中心と

した地域住民の生活に密接に関連したものであり、また中心市街地の活性化が玉名市全

体のイメージをも左右する重要な事柄であるため、広く市民の意見を聞く機会を設ける

必要があるとの考えのもと先般全員協議会で御案内いたしました今月２８日にフォーラ

ムを開催することとしております。このフォーラムを受けて早い時期に市のプロジェク

トチーム、商工会議所、崇城大学の三者から最終的な活性化策を提案いただき、取りま

とめることとしておりますが、フォーラムで市民の皆さんからいただきました意見につ

きましても活性化策の策定におきまして可能な限り反映させてまいりたいと思っており

ます。先般の全員協議会の中でも御案内いたしましたけども、例えばマルショクの跡地

を例えば市のプロジェクトチームの提案としては、まちの駅的な施設としてはどうかと

か、あるいは商工会議所等では市民の交流ゾーンあるいはまちなか居住的な内容ではど

うでしょうかとか、あるいは崇城大学の方からの御提案では文化情報交流施設あるいは

地域物産発信の場というようなことで、ほかのこの市庁舎の跡地あるいは新庁舎の周辺

についても、それぞれのグループからこの２８日にフォーラムの中で御説明と申します

か、提案がなされるところでございます。その活性化策の策定後、市が主体的に活性化

策を提示するなど、積極的に関与し、その後は事業課が主導的になりまして土地の流動

化を促してまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） ２７番、堀本議員。 

［２７番 堀本 泉君 登壇］ 

○２７番（堀本 泉君） 今初めて聞きましたからというような答弁もありましたがで
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すね、私は昔から議会の場はかけ合い漫才じゃない、吉本興業ではないんだと、数字を

求められたらですね、当然数字を求めるときは何のことについて、どうなっておるとか

いう打ち合わせは必要だろうと。下こすりは。しかし企画とか何とかは当事者の頭の中

にある範囲でですね、質問の項目にあれば当然黙って答えるべきだと思います。今答

え、さっきの答え、追及するところはありませんが、ただその出生はどうなっている

か、参考のために議員として聞きたいというぐらいは、常に子育て支援課まであっとな

らですね、プールしてあるはずですね。何のためにインターネットを使いよるかと言う

ごたが。よければ参考にして追加質問というか、あとの再質問に入れようと思いました

が、答えがないけんもうやめますがですね。私は先日、活性化のあれして、今牧野さん

が言ったか、そのやっぱり中心市街地がこういう状態じゃ周囲との、いわゆる７万都市

と言ってもちゃんちゃらおかしいと笑われるという意見は最もだと思います。そこでで

すね、ほんなら昔の錦館通りのあれはどういう対応はされたですか。さぞ市長も歯がゆ

かっだろう。そら私は何回か言ってもいっちょん動きのないけん、ある個人の人が云々

は別にしてですね、警察に行きましたよ。そのときは土木課長のにきですか、向こうは

生活課ですかね。課長と副と１時間近く談話をしましたよ。それは法律的に民地だから

どうにもできないとか何とか、手をこまねく玉名市のやり方はですね、下に道路を持っ

ておるからいわゆる管理者責任があると。なら、けがが起きたらどうなるか、それは市

役所が責任でしょなと。そんなら警察はいわゆる防犯と生命財産の保護、当然警察の任

務じゃないかということでわあわあやった、１時間もやったでしょう。そして市役所に

行ったらもう警察から文句の来ておったですね。市役所何ばしよるかって。それから今

通行止めになっておるけどですね、動きがあった。そういう民間からバイヤーからアク

ションを起こさんならですね、市は動かん。ひいては市長が何せんになりはせんです

か。月給ばもらっておるけん、どうこうとは言わんがですね、やはり行動は動いて初め

て行動だからな。机の上でしゃべっとじゃ何にならん。私は３０分で解決しよるじゃな

かですか。皆さんならまだ早ようできるはず。そういう至るところでやっぱりですね、

手落ちがあります。強いてもう一遍お尋ねしますが、その皆さんも御存じないかも知れ

んけど、子どもが減る減るという前提で物事を推論すればですね、玉名の前途はないわ

けですよ。そう思いなはらんですか。やっぱりふえるように、減るならふえるような金

を入れてもせなんとじゃなかですか。それは島津市長げん幼稚園でんつぶれるですよ、

減ってしまうなら。大人ばっかりなら幼稚園は要らんもん。養老院ばせなん。私はそれ

でそのくらいの答えはですね、通告の範疇に入ると思います。議長が文句言わっさんけ

ん、きのうのごつ文句言わっさんけんよかっだろうと思いますよ。よければ子どもがど

がん状態かですね、生まれたあれを教えてくれんですか。電話ででん聞けばわかるじゃ

なかですか。 
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以上で終わります。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 堀本議員が思いはかって、今度は市長の答弁は要らんとこうい

う御配慮をいただいたんだと受けとめております。ただ市政の中心にかかわる問題もご

ざいましたので、答弁と申しますか、この機会をいただいて私からも発言をお許しをい

ただきたいと思います。ちょうど合併して２年になります。私自身合併を境にして、１

０月３日を境にしてですね、この２年間の歩みについて統括的な整理をする必要がある

と思っております。最初の気持ちではこの夏休みの間にきちっと整理をしてみたいと私

なりのですね、思っておりましたが、なかなか思うに任せんことになってしまいました

が、合併までには私なりの総括、合併２年たった総括というのをしなければならんと思

っております。１つには合併していいことがない、私は合併協議会が市政懇談会が各地

で行なわれた折りにも何箇所かで申し上げたつもりであります。私個人の受けとめ方は

合併することによって確かに合併を進められてきた当時の市町村は合併するとこういう

いいことがあるとそういう説明をされた部分もあったかもしれません。しかし私はいい

ことがあるから合併するんじゃなくて、合併しなければ今後の地方行政はもちませんよ

と、そういうメッセージに従って各地域で合併論議が起きてきたんだと私は理解をして

いる。今、２年たってみても私の感じとしてそれならば将来、あの比較的健全に横島や

岱明はですね、財政状況も進んでおりました。合併以前ですね。しかし今省みてそれで

は今日もあるいはその将来もですね、それでよかったかといえば、私はそうは思わな

い。やっぱり合併という選択をされた当時の治世者の方々の判断は私は間違っていなか

ったと思っております。細かな財政的な支出等々について今この場で触れるということ

はいたしませんが、ただそうは言いながら、市民の皆さんの間に「合併したっちゃなん

よかこつはなかな」という声が非常に多いということはよくよく承知をしておるつもり

です。いま一つ、私も人の子ですし、ずっと政治の場で来ましたから市民の評価、有権

者の方々の評価が気にならないはずはありません。気にならないはずはありませんが、

そのことにだけ意を注ぎますと行政は進みません。例えばきのうから盛んに話題になっ

ている、あるいは午後の話題になるかもしれません、保育所の民営化、するからといっ

て誰が喜びますか。喜ぶ人はあんまりいないと思いますよ。なら喜ぶ人がいないからそ

れはそのままして進んでいくか。そういうわけにはいかん、例えそういう部分はあった

としても将来の行政整備のためにもですね、この民営化は進めるべきである。それは大

方のそういう理解の中で示された１つの方針であったし、また周辺の先般も申し上げた

と思いますが、まだ合併前の菊水町は一遍に公立やめて民営化しましたよ。今度は南関

町が４つしかない園を１年に１つずつ民営化していこうという方針のもとで来年の４月
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からは民営化に踏み切った。長洲の町長さんにあたげはどがんしよっとなって聞いた

ら、内も検討に入りましたと言っています。私どもの玉名地域を見てもみんな誰も喜ば

ん、それを打ち出したところで町民は。しかしそれでも各町そういう方向に向けて動き

始めているではありませんか。私は合併後のこの市長として責任ある者としてですね、

そういう私なりの思い、決意に従って今後とも市政の運営に当たってまいりたいと思っ

ております。堀本議員が私のことも心配をしていただきながら、市の職員の求心力が足

りないんじゃないか、まだまだ前のことのポスターが出てる云々、もうこれ非常にあり

がたい御指摘でもございますが、もし市職員の、あるいはチームの求心力がないとすれ

ば、これはひとえに私の責任であります。さらにこのチームの求心力が増すようにしっ

かり取り組んでまいりたいと思っております。与党・野党という話しがよくあります。

これを言うと堀本議員からまた私怒られる。政治の世界の中で与党・野党という見方は

いろいろあると思います。そしてまた私自身がそういう思いの方々に議員さん方に助け

ていただいて、支えられていただいていることも事実であります。しかし同時に私はも

う１つ見方を持っておりますのは、今私が合併後の７万２,０００人の市民の代表とし

て市長の職を預かっておりますが、島津は７万２,０００人の玉名市の市長としてはふ

さわしくない、玉名市の顔としては適当でない、そう思われる議員の方があるとすれ

ば、それは私に対する厳しい野党であるし、まあ厳しい中でもしっかり頑張っているな

あと、もう一締めみんなと一緒に頑張りなさいよと激励していただく方があるとすれ

ば、皆さん与党だと思っておりますので、どうぞそういう思いの中でしっかり頑張りま

すので、皆さんの御理解と御協力をひとえにお願いを申し上げておきます。 

○議長（松田憲明君） 以上で、堀本泉君の質問は終わりました。 

ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５１分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０５分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

３番 宮田知美君。 

［３番 宮田知美君 登壇］ 

○３番（宮田知美君） 有明クラブの宮田知美です。よろしくお願いいたします。それ

では一般質問始めさせていただきます。玉名市外出支援サービス事業の充実について質

問をいたします。内閣府が先日国民生活に関する世論調査で、日常生活に悩みや不安を

感じている人が６９.５％、約７割の人が不安だと感じていると発表しました。その中

で一番の悩みや不安が「老後の生活設計に関する医療、年金などの社会構造」と「高齢

社会対策」に悩みや不安を感じているということでした。日常生活の中で「悩みや不安
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を感じている、感じてない」は１９９０年の調査では今から約１７年前ですが、５０％

５０％で半々でありましたが、何かがここ２０年近くで起きてきたでしょう。日常生活

に悩みや不安が７０％になったのか、いろいろな出来事があったと思います。以前は元

気で仕事をさえしていれば、そこそこ安心した生活や老後は保障されていると皆さんが

思われていたんじゃないでしょうか。定年退職後は地域に貢献して、子どもや孫と一緒

に平穏無事に暮らせるものとまではいかないにしても、せめて自分たち夫婦２人ぐらい

は安心して暮らせるんだと思っていらっしゃいました。ところが地方においても少子高

齢化が急速に進み、農林水産業の衰退で後継者がいない地域にとってはますます過疎化

に拍車がかかり、地域活動のできないほど集落の崩壊を招いていることを皆さん御存じ

だと思います。またそういう人たちも地域の行事などで集落の崩壊を築かされていま

す。これは決して他人事ではない自分たちもそういう中において、寂しい独居老人であ

ったりまた夫婦２人暮らしの高齢者世帯だと気づかされています。また近ごろにおきま

しては、都会においても老後の資金の頼みである社会保険庁の年金記録不備問題などさ

まざまなことが折り重なって日常生活に悩みや不安が急上昇したものと思います。私は

生活に密着した地方の一議員として非常にこういうことを心配しております。そのよう

な中私たちの回りでも深刻な悩みとしてさまざまな問題が起きております。その中の１

つを皆様に紹介したいと思います。車の運転ができなくなった世帯の日常の買い物につ

いてでございます。８０歳前後の高齢者の方が以前は車の運転もすいすいとできたけれ

ども、みずからの反射神経の鈍さを感じたり、周囲からも運転が少し危なくなったよう

だと言われたりして、車の運転ができなくなった高齢者の方々に対して、毎日の買い物

はどうすればいいのかが今深刻な事態となっております。近くにスーパーがない、日常

の野菜や魚や肉などの食料はどこに買いに行けばいいのか、近くのスーパーまで歩いて

３０分以上かかり、地域によっては１時間以上かかる、地域の方々はどうすればいいの

か、皆さん非常に困っておられます。玉名市ではどのような地域がそうなのか、ちょっ

と調査をしてみました。旧玉名市ではですね、三ッ川、溝上、小田、梅林、青野、奥野

など。横島では共栄、昭栄、新栄、大豊、明豊など。天水では大平、丸尾、上有所、赤

仁田、下有所、尾田、斉藤、八久保など。岱明では鍋、扇崎、開田、雲雀丘、西照寺な

どその他いくつかの地域があります。これらの地域の中には公共のバスもない、車もな

い、昔は近くにそれなりに歩いて行けるお店が点在しておりましたが、近年の車社会の

発達で田舎のお店も大型のスーパーに淘汰され、今はコンビニとスーパー以外はほとん

どなくなってしまいました。そのような現状の中、若いうちは車を運転して少しぐらい

は離れたスーパーであっても全然苦にならなかったのが、先ほど言いましたようにだん

だん高齢になり、車を運転することができなくなった世帯の人たちが急激にふえており

ます。日常のお買い物などどうすればいいのか、現在困っておられる世帯、近い将来車
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が運転できなくなる世帯の方々は非常に不安がられておられます。現在そのように困っ

ておられる世帯の方々はどのようにして外出され、買い物や病院や郵便局に行っておら

れるのか、先ほどに続きまして調査をしました。一番多かったのが、身内にお願いす

る。近くに娘さんが嫁いでいらっしゃって週に２、３回買い物や用事を済ませてもら

う。ただこの場合ですね、息子さんが近くにおられてもあんまり役に立たないそうで

す。というようなことでした。２番目に普通のタクシーを利用する。これは平均でです

ね、聞いたところ調査しましたらですね、大体往復で１,６００円ぐらいですね。３番

目が介護保険の利用、夫婦のどちらかが高齢化になりますとですね、要介護になる場合

が多ございますので、要介護の場合は週に１、２回のヘルパーさんにお買い物などをお

願いする。また病院の看護婦さんたちに送り迎えをしてもらいながらついでに買い物を

するというやつですね。４番目、食事の材料を宅配してもらう。タクショク、グリーン

コープさん、ママさん号や移動スーパーなどでありますが、一般のスーパー並みの価格

ではありませんでした。障害や年金のみで生活されていらっしゃる方々にはこれらのも

のはかなりの重荷だと聞いております。以上７名の方々が上記に述べましたような手段

で日常の買い物や病院や用事を済ませられております。そこで以上の手段は高齢者の

方々がみずから負担をされていることですが、玉名市として高齢者対策としては現在高

齢者世帯へや障害のある方々のみを対象とした玉名市外出支援サービス事業がありま

す。これを非常に重宝がられて便利とされている方々がたくさんいらっしゃいます。こ

の事業はどのようなサービス事業なのか、また高齢者が増加傾向にある中、皆さんが不

安なくお買い物ができるようにそのサービスを充実させることができるのか、まずは質

問いたします。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 宮田議員の玉名市外出支援サービス事業についてお答えい

たします。現在玉名市では、平成１８年度から国の認可を受けました自家用有償旅客運

送事業、いわゆる「外出支援サービス」を玉名市社会福祉協議会に委託して実施してい

るところでございます。この事業の概要につきましては、身体上の疾病や障害等の原因

で一般の交通機関を利用することが困難な在宅高齢者等に対し、玉名市外出支援サービ

ス事業を実施することにより高齢者の方々の自立した生活の継続を支援し、高齢者の皆

様の保健福祉の向上を図ることを目的といたしております。移送車につきましては、社

会福祉協議会玉名支所に３台、岱明支所に７台、横島支所１台、天水支所３台の計１４

台で実施しておるところでございます。外出支援サービスが利用できます対象者としま

しては、要介護状態が要介護４、要介護５の方、または経済的、と言いますとは公的年

金が８０万円以下の方に一般の交通機関を利用することが困難な在宅高齢者世帯の方な
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どとなっておるところでございます。月に６０名前後の在宅高齢者の方が利用されてい

るというところでございます。 

○議長（松田憲明君） ３番、宮田議員。 

［３番 宮田知美君 登壇］ 

○３番（宮田知美君） ちょっと再質問をさせていただきますが、今の答弁をお聞きし

ましたところ高齢者で非常に条件が厳しいですよね。要介護４、５、そして８０万円以

下です、公的年金が。ということはそういう人にしかサービスできないということなん

ですが、これから先ふえていく人というのはですね、皆さん御存じのように例えばこの

地点にですね、私たち夫婦が暮らしておるとしますよね、そすと今ここにスーパーとな

るとジャスコまで歩いていくのかなあ、岩崎のマルエイがあるのかな。その辺まで歩い

ていくとするんですよね。暑い夏、乳母車か何か押しながらじいさん、ばあさんたち行

かれますが、とてもつらい買い物だと思うんですよ。そういうものに対して何か支援が

ないのかなあと、いわゆる要介護でもない、かといって車の運転もできない、じゃあど

うするのかと、いわゆるその辺の世帯のそういう方々が非常にこれから多くなると思う

んですよ。そういう人にどういうふうな支援をするのか。まあ支援をするということ

は、行政が支援するということは、非常に弱い立場の人にしか行政はしないだろうと思

うんですよね。しかしそういう高齢者の方々で非常に困ってらっしゃる方々も多いです

ので、その辺の先ほど述べていただいた外出支援サービス事業のですね、緩やかなもの

をですね、少し願っているわけです。というのはですね、それに似たようなものがです

ね、ＮＰＯ法人の運営の中にですね、玉名輸送特区というのがありましてですね、これ

もですね、要介護３、４以上の条件がついてですね、１０分ごとに１４０円利用者が支

払う、ＮＰＯ法人は運転者に１時間に７００円支払うというようなことでやっておられ

ます。ほとんどこれ赤字の状態だそうです。すと玉名市の外出支援サービスについては

ですね、合併前はですね、今のも厳しかったんですが、月に８回、片道１回が１割負担

の大体１５０円ぐらいでしたが、それば半分のですね、片道４回、１回が３００円に今

変わったというようなことですね、そういうことでちょっと厳しくなったかなあという

ように思います。しかし先ほどから言っていますように、そういう高齢者の方々がです

ね、非常に多くなってきますので、できるならばそういうその支援サービスをですね、

緩やかにしてほしいと思います。そしてもう１つはですね、各お店が小さなお店がもう

先ほど言いましたが、スーパーやコンビニ以外はほとんど淘汰されてないわけですね。

ですからおじいさん、おばあさんたちは昔からやっているお店がですね、だんだん淘汰

されていっている。そういうお店がですね、もう後継者もいないからだめなんですが、

そういう店にですね、いわゆるファックスとかそういうものを使ってですね、高齢者の

方々に配達するとかですね、そういう地域の例えば下有所、上有所あたりのですね、と



 －125－

ころにお店があったとします。そういう人たちのお店がですね、そういう地域の人たち

にその買い物をしてもらうような配達とかすればですね、何か補助をしてですね、市

が、そういうお店もですね、活気づくような活性化するような何かそういう手段みたい

なものはないか、その辺のところをもう一度再質問いたします。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 宮田議員の再質問にお答えします。この移送サービスのほ

かに高齢者を対象としましたふれあい生活支援事業というのがございます。これはヘル

パーさんを派遣するというようなことでございますが、これも心身の障害疾病等の理由

によりというようなことでございまして、調理でありますとか必需品の確保、買い物等

もそのヘルパーさんにお願いできるというような事業でございます。それから特区のお

話がございました。これはＮＰＯ法人がやっておりますところでございまして、今おっ

しゃいましたようにそのもうけは出ないところでございます。それから介護タクシーと

いうのがございまして、これも高齢者といいますか、そういう人たち向けの支援が行な

われております。そういったところでございますけれども、この議員が質問されておら

れます外出支援サービス事業につきましての利用が利用者の自宅から医療機関それから

公の施設への送迎というふうな制限がついております。現況ではその買い物等では利用

できないことと条例でしているところでございます。このサービスはこの全市地域同一

規定で実施していますけれども、具体的例を挙げられましたように市街地と山間部など

の生活環境の違いによる利便性の差といいますか、そういうものを補うための例えば買

い物に不自由をされている高齢者の支援など、地域のニーズに応じたサービスの内容へ

の見直しといいますのは、今後も増加傾向にあります高齢者世帯の動向、あるいは収入

などの経済的な要件等も見直しに加え、また民間のタクシーでありますとかバス事業へ

の影響等も踏まえた多面的な研究を行ないまして、外出支援サービスの充実を図ること

が今後の課題であるというふうには認識いたしております。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○議長（松田憲明君） 以上で、宮田知美君の質問は終わりました。 

引き続き、１８番 多田隈保宏君。 

［１８番 多田隈保宏君 登壇］ 

○１８番（多田隈保宏君） 新玉名クラブの多田隈です。通告の順に従いまして、今回

はちどり保育所の民設民営化について１つだけ質問いたしますので、執行部の明快な回

答を期待しております。なお先日、田島議員、前田議員が高度な例えば職員の処遇とか

臨採についてされましたけれども、私はきょうは保護者あるいは園児の立場で質問いた

しますので、どうかよろしくお願いします。さて、旧玉名市では第三次玉名市行政改革
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大綱に基づいて、平成１０年の４月１日より公立の第２保育所は社会福祉法人玉風会に

公設民営化されております。新玉名市においても皆様御存じと思いますけれども、平成

１９年３月に制定されました行政改革大綱に民営化アウトソーシング等の民間活力の積

極的な利用が挙げられ、今回公立保育所の民営化について検討委員会が設置されまし

て、これまで数回にわたり慎重に検討されていると聞いております。その結果、昨日も

言われましたように２０年度から第一段階として５カ年で公立の５園の保育所、民設民

営化を実施する。その中でちどり保育所と天水東保育所を２０年４月から実施する方針

が出されております。対象園と対象保育所とする優先条件はもう御存じと思いますけれ

ども、施設改築年月の古い順、次に定員に対する充足率の低い順、３つ目は延長保育を

実施していない順であります。現在まで保護者、区長、民生委員、そして地元の議員

等々への説明会が実施されておりまして、私も毎回視聴しております。話はもとに戻り

ますが、ちどり保育所では平成１０年の旧玉名市の第３次行政改革大綱の中で当時定員

に対しては、充足率が低く、定員４５名に対し平成１２年は１７名の３７.７％までダ

ウンしておりましたので、民営化の検討の話は四六時中あっておりました。しかしなが

ら当時の園長先生を筆頭に保育士、保護者、区長、民生委員の方々の努力で１６年度は

４１人、これは定員は４５名でございますので９１.１％でございます。１７年度は３

９人、８６.７％、１８年度は３７人、８２.２％とちょっとは減少しておりますけれど

も、充足率はアップしてきました。その１つの事例としてこれも公表していいかわかり

ませんけれども、農業漁業の繁忙期あるいは保護者がどうしても保育所の就業の時間内

に子どもたちを送迎できない場合はないしょで延長保育、いわゆる早朝保育、居残り保

育もサービスで実施されておりました。そのほかに園外での体験学習、いろいろそうい

うもろもろの新たな企画も実行されたりして地域の方々に信頼され、理解されるちどり

保育所を目指し、努力されたたまものであり、この充足率のアップはそのたまものであ

りまして、保護者の方々からも大変今喜ばれているところでございます。実は、手前み

そになるかもしれませんけれども、私は平成１０年の９月のこの定例会で第２保育所の

公設民営化移行後の実態を調査し、この壇上で行政の方々に報告したところでありま

す。ちょうど民営化移行後６カ月、私も議員になり１カ月後の初めての登壇でありまし

たんで、私の勤めていた上司の「データで物を言え」のしつけどおりに第２保育所の保

護者６５世帯からランダムに１２世帯選びまして電話で主に奥さんが出られましたが、

ほとんどの保護者から公設民営化にしてよかったとの喜びの声でした。時間の都合で詳

細については説明できませんが、１つだけ苦情があったのは、保育士の方が若くて経験

が浅いのが非常に心配とのことでした。平成１０年９月１７日の玉名市議会議会報に掲

載されておりますので、ちどり保育所の保護者の代表の方々にもそれをコピーして渡し

ているところであります。さて、先ほど述べましたように平成２０年４月１日を民設民
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営化への移管日と決め、再三再四行政担当者と保護者の意見交換や、私と保護者会での

会合を今実施しているところであります。しかしながら現在のところ、保護者の方々は

総論では賛成でございます。しかしながら各論になりますと執行部の説明だけでは机上

での理解はできますが、体験しておりませんので納得できない面が多々あるわけでござ

います。そういうことで今回は以下４項目について質問あるいは要望いたします。 

まず１点目、定員に対する充足率の管理についてでございます。玉名市内の平成１

８年度の公立、民間のおのおの保育所の園児の充足率は、公立保育所１１園あります

が、第１保育所と高道保育所は充足率では最高で１０８.６％ございます。最低が天水

東が４８.９％で加重平均しますと定員が６４５に対して充足が６４１人で、９９.４％

でほぼ１００％でこれは管理内に入っております。ばらつきは大きいけれどもやはり管

理としては十分に達成しているところでございます。また民間の保育所は９園あります

が、充足率では第２保育所が最高で１１５％、最低が小天保育所９３.４％で加重平均

では定員が７６０人、充足８０９で１０６.４％でやはり民間の方が７％ぐらいアップ

しております。日々の保育所の運営は国から定める「保育所保育指針」にのっとって実

施されていると思いますが、さて１１５％の充足率では果たして園児の園の内外での安

全面の確保、そして園児の世話や育成に支障が発生しないか私は危惧するところであり

ます。定員という考え方であれば、誰でもそう思うと思います。以上の観点から公立、

民間とも各園同じ基準と思いますが、保育児の定数と充足率の基準とその管理について

お尋ねします。 

２点目でございますけれども、公立保育所での延長保育の基準はどうなっている

か。延長保育は民間保育所では９園中９園で１００％でございます。公立では１１園中

４園で３分の１、約３６.４％でございます。はて、それでいいかどうかでございま

す。ちどり保育所の私が調べましたところ５００メートル以内の家庭で７人の子どもさ

んが民間の保育所に通園していますが、両親に聞きますと延長保育があるから、また送

迎バスがあるからと言われました。特に第１次産業、農業、漁業におりますと繁忙期に

は絶対必要でございます。だから先ほども言いましたように先生方の独断と偏見か知り

ませんけれども、サービスでやられているところでございます。延長保育を取り入れる

ことによって、園児の数は大幅にふえるとこの実態から見て、私は確信するし自信があ

ります。なぜ１１の公立保育所の中で４園だけ延長保育を導入したか、そのいきさつと

根拠を説明お願いします。 

次に３点目でございます。民営化が決定したときに公と民のオーバーラップについ

て質問します。保育方針、保育内容は先ほど言いましたように国が設定する「保育所保

育指針」に沿って公営、民営でも実施されていることを私は理解しております。しかし

そのやり方、ブレークダウンする場合には保育士の性格、経験、能力、人間性等々保育
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士おのおの違うと思います。多少は違うと思います。新入児に対してはこれは絶対戸惑

いはありませんが、在園児に対しては非常に保護者は心配しております。公と民による

保育のオーバーラップは絶対必要と思います。だからそういう点についてやるのか、や

らんのか、それからその期間と広報はどうされているか、また先進地の体験を踏まえて

ひとつ御答弁をお願いいたします。もし先進地にやられていたらお願いします。 

次にこれも一番大事なことでございますが、ちどり保育所を後継する民営法人の選

定について質問します。玉名市には社会福祉法人化された９園の保育所があります。ち

どり保育所、民設民営化される保育所の選定については、保護者としては非常に注目を

しているところであります。もちろん保護者の方々が通った思い出の多いちどり保育

所、経営の合理化のために将来にわたり絶対廃園しないような保育所に運営していただ

き、子々孫々まで残してほしい大なる要望があります。それは誰でも当然と思います。

ちどり保育所も建築後３０年以上過ぎますので、老朽化がひどく再三再四、これは厳し

い財政の中で補修しております。確かに近年には建てかえも安全上絶対必要です。行政

で選定された保育所が民設民営化により、現状より、ちどり保育所の現状より入園児も

非常にふえてさらにそうすることによって、例えば何ですか、送迎バスそういうのもな

くなるし、すべての経費が削減できて経営が安定し、伸びるような保育所を選定するこ

とが最も私は重要な課題と思います。行政としては民営法人の選定については現在どの

ような考えを持っておられるかお尋ねします。 

以上、４点について今の現在でわかる範囲内のひとつ回答をお願いします。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 多田隈議員のちどり保育所の民営化についてのお尋ねでご

ざいます。その前に議長のお許しを得ておりますので、先ほど堀本議員から御指摘のあ

りました出生者数の変化について御報告申し上げます。１４年度が５９０名、１５年度

が５８４名、１６年度が５６０名、１７年度が５７２名、１８年度が５５９名という出

生者数でございますので、ここで報告させていただきます。 

さて多田隈議員の玉名市保育所の定員とそれに対する充足率についてでございま

す。保育所の定員は乳児室、保育室、調理室及び屋外遊技場等の基準設備及び面積等の

基準内で設定されるとともに、将来にわたる周辺地域の保育需要を勘案し、決定いたし

ております。現在定員を超えての入所の実施しておるところでございますけれども、平

成１０年４月１日より国の保育所への入所円滑化対策実施要綱に基づき、年度当初にお

きましては定員の１５％増を範囲とし、年度途中では２５％増を範囲として実施してお

ります。定員を超えての入所の実施により入所児童の安全や保育内容については施設の

設備及び面積等の基準を下回らず、かつ職員配置の基準を下回らないよう実施しますの
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で、問題というのは発生しないというふうに考えます。 

それから延長保育の公立園での実施、４園実施しているがということでございま

す、その理由でございます。現在公立保育所で延長保育を実施している園は玉名第１保

育所、伊倉保育所、梅林保育所、大野保育所でございます。公立１１園中でこの４園を

実施している理由でございますけれども、市全体の延長保育に対するニーズを考慮し、

入所児童数の多い園で実施するとともに私立保育園も含めた設置場所を考慮し、実施さ

れているというふうに考えられます。 

３点目の民営化が決定したときに、公と民のオーバーラップについていわゆる引き

継ぎ期間ということではないかと思いますが、保育所民営化において子どもたちにとっ

ての一番の影響はこの先生が変わるという環境の変化であると考えられます。保護者会

の説明会を通じて一番感じますのがこの環境の変化に対する保護者の皆様の不安でござ

います。そういうことで今回の民営化に際しましては、民営化実施の３カ月前、すなわ

ち１、２、３月を子どもたちが受け入れ法人の保育所になれてもらうために現在の保育

士と合同で保育を実施したいというふうに考えております。保護者からの要望はこの辺

が３カ月では短い、１年何とかしてしてくれないかという要望が多いところでございま

すけれども、そういう面も含めて配慮してそういう不安も解消できればいいというふう

に考えております。全国的に見ましてもこれは１カ月のところもありますし、１年のと

ころもありますが、一般的に３カ月から６カ月の期間でその引き継ぎ保育というのは実

施されているようでございます。 

それからちどり保育所を後継する法人の選定ということでございます。保育所を運

営していきます上で安定した入所児童数が確保されることは重要なことだと認識いたし

ております。民営化することで民間の柔軟な運営や創意工夫によりまして、入所児童の

増加というものを期待するものでございます。そういう意味でも保育所民営化にかかわ

る運営法人の選考につきましては、民営化対象園の保護者の皆様の代表を含む選考委員

会を立ち上げて、安定運営が可能な運営法人を選考したいと考えております。今後公募

することになろうかと思いますが、保護者の皆様方の要望をお聞きしそういう要望事項

につきまして、その応募要件というふうにして、この応募に当たっていきたいというふ

うに考えております。よろしくお願いします。 

○議長（松田憲明君） １８番、多田隈議員。 

［１８番 多田隈保宏君 登壇］ 

○１８番（多田隈保宏君） まず定員に対する充足率の管理について、再質問というか

理解しましたけれども、納得しませんのでもう１回質問します。定員の基準というのは

定員とは定めた員で呼んで字のごとくでございまして、先ほど来設備とか保育所の面積

とか保育時いろいろの要素がありまして、決定しているわけでございます。なのになぜ
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１１５％までじゃあ入れるか、例えば設備がですね、保育園が例えば１００人というふ

うにいろいろ計算して出したのに１１５％は何で入れられるかなあと、もちろん許容差

をですね、５％ぐらいにして１０５％までぐらいならいいけれども、１１５も要するに

定員というのは定められた員でございますので、先ほど部長言いましたようにちょっと

メモはしておるけれども、保育室とか乳児室ですか、保育所の面積いろいろ、だからそ

こから基準を出しているんですから、何で１１５％入るのかなあと、それだけ余裕を持

ってやっているのか理解できないわけでございます。そうすることでですね、私はちょ

っと経験談を言いますと、私の知っている人が梅林のですね、梅林保育所の真ん前にお

りまして、子どもさんが帰ってきて、孫が帰ってくるから、次の年のですね、保育所に

梅林に入りたいということで市の方に申請したそうです。そうしたところが定員オーバ

ーでだめですと言われて、ゆくゆくは大倉の森に行っておりまして、先日どがんか、も

う喜んで行きよりますと聞いて安心しましたけれども、じゃあそのときのですね、定員

というのはざっと私計算して１０５、１０６％なんですよ。何で入れんとかなあって思

うんです。１１５までいって１年間だったらですね、２５はそれは確かに私はですね、

余談になるかも知れませんけど、民間では１カ月１カ月に生産量変えてですね、人員は

入れかえています。しかしこういう保育業務というのはですね、１年間は私それはいい

と思います。ただ２５％の短期はいいけど、入るときはですね、やっぱその定数をです

ね、見直すか何かして１０５ぐらいでしていないと１１５というとですね、やっぱり絶

対ないと言うけど、それじゃ先日ですね、たしか送迎バスの中で子どもが置き去りでた

しか亡くなられたことあります。これもですね、やっぱり先生たちがあんまり子どもを

抱えて、どこから連れてきたかわからんみたい、置き去りにしていたんじゃないかと私

１人で考えたんですけども、そういうことが１１５であるかなあと、それは保育園の先

生はたしかそれに充当するようにですね、私も乳幼児だったら２人か３人に１人がずっ

とそれをだんだん積算して先生を補充すると思いますけれども、そういうことがです

ね、絶対ないならいいけどですね、そういうときにどういうふうに行政としては何とい

うかな、責任で頑張って弁解するかですね、その辺ももう一度考えてもらいたいと思い

ます。すなわち私言いたいのは、ちゃんと設備としては園児は１００％管理上になって

いるんですよね。何にも問題ないと思います。１１５とるところがあるけん、その９８

とか５０はあると思います。その辺もですね、結果的には要するに今度は民営化するん

ならそういう問題消えますというならそれまでですけどですね、私はその辺のですね定

員数管理というのは、非常に管理者としては大事と思いますので、再度その辺をです

ね、先ほど言いましたけども納得はせんけれども理解だけはしておるけど、その辺もう

１回お願いします。 

それから公立保育所ですたい、延長保育の基準はどうなっているか。これも抽象的
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なんですよね。立派なことはちょっとわからんけど言われましたけどですね、じゃあで

すね、例えばもうあんまりないけど、結果的に民営化になればそれはですね、延長保育

するからいいと思いますよね。しかしその過程がですね、例えば玉名市のバランスを見

てしましたて言うて、実際ほんなら抽象的表現じゃなくて、いや実は梅林はどう、何は

どうって聞いてもですね、私聞いたところいやそれはちょっとわからん、どうのこうの

言うけれども、やっぱりこれ非常にこう何かあったと思うんですよ。梅林とどうです

か、ちょっと言われたばってんですね、そこはいいけど、私たちなら臨界、山間、中心

地してですね、例えば公立では滑石とちどりはないんですよ。対角線に引いてですね、

横島保育園はですね、その辺も合併しておらんけんですね、何も関係ないでしょう。そ

すと臨界ゾーンと中心部と山間ってしたって、そういう対角線上でできておったかなっ

て、そういうことをちょっとこれはですね、保護者の方々のこれ一番心配しよっと。先

ほども言いましたように今回のちどりと東はまず１点は校舎が悪いことと充足率、それ

から延長保育がないところがですね、こういうことをしておるから何の俺たちゃ充足率

は上がるはずがないという反発しております。もちろんこれはですね、保護者の声でご

ざいまして、もしこれが民営化がもしできればですね、これは私は解決つくと思いま

す。１００％民間ではですね、延長保育するから安心ですけども、今後ですね、やっぱ

り基準というとはきちっと守っておらんとしゃが、いろいろその担当者が変わるとか、

市長が変わるとかいうけどもですね、そういう不信感は絶対ないような基準というのを

きちっと決めてもらいたいと思います。 

それから３番目のですね、民営化が決定したときに公とのオーバーラップについ

て、これはたしかに言われるとおりにやってもらいたいと思います。ただ私がそのまた

担当がいないかも知れませんけども、第２保育所のときの実態を深めてですね、その行

っておられたらいいですよね。やってみたらどういう問題があった、どういうあった。

どういうあったけん、どうしますということをですね、今後そのまた５園のうちあと３

園をですね、２０何年度までにするならですね、その辺の私は記録も残してもらってで

すね、やっぱり市民の皆様方にああそかいということをですね、理解されるようなこと

をつくってもらいたいと思います。ただ抽象的表現どうのこうのというですね、説得力

がないので、その辺お願いします。 

それからちどり保育所を。４番目ですね。後継というかな、選定ですね、運営法人

の。これはたしか答弁どおりですね、その保護者代表をですね、入れてやる。これぜひ

お願いします。それからどこをするか私も大体その今保護者の方でいろいろ検討してお

りますけれども、やっぱりその先ほど言いましたようにそれをある運営法人が選定し

て、そこも経営上もよくなるし、例えばですね、今送迎バスをですね、来よるところを

もしそこにすればバスも運転手も何も要らんですよね。それでそこもランニングコスト
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が減るしですね、よくなるって。そうすることにだんだんだんだん経営がよくなってく

れば、ちどり保育所の一番今のところに建てかえもしてもらえると、そういうひとつ法

人をですね、ぜひ皆で保護者と行政とあらゆる角度から見てですね、やってもらいたい

と思います。 

以上ですね、１つだけですね、私は再質問になりますけれども、定員の管理です

ね、この辺がやっぱり数字というとは絶対言葉は抽象表現どうのこうのあるけど、数字

というのはこら逃げられませんので、定員はどういうことで決めておるって、絶対安心

ですよって。先ほどの話ではですね、定員というのは、その保育園の面積とは何とか、

これは一定ですよね。何か改善せんことには定員は上げられんはずです。私はそういう

ふうに例えばあそこに大倉の森なんか改善したから、何年度ですか、みんな９０になっ

ております。それはもう当然そうなると思いますけれども、ただ単に１５％というのは

ですね、非常に危険がありますので、その辺をですね、再確認して私の一般質問終わり

ます。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 多田隈議員の再質問にお答えします。定員の関係でござい

ますけれども、以前の保育所の入所方式というのは、措置という行政処分で市の方がど

こそこに入所してくださいというふうにやっておったと思います。そういうことでその

入所について平準化といいますか、あちらの保育所は多すぎるけん、こちらということ

は可能であったということでございます。現在ではその就労の形態や保育需要も多様化

したということで、保育サービスが柔軟に提供されるように基本的に利用者の方の選択

による入所決定が行なわれるように改正がされておるところでございます。この制度改

正に伴いまして、定員を超えて入所できる緩和措置というのが設けられまして、本市に

おきましても年度当初の希望が多い保育所に対しまして、定員を超えての入所が可能に

なり、実施をしているということでございます。あくまでもその定数を超えてといいま

すけれども、それは施設の能力の範囲内ということです。当初１１５％はその希望する

園、そういうところで集中してなりますけれども、年度当初で農繁期であるとか、そう

いう方々も年度当初で入所を希望される方もおりますので、途中では１２５％になって

いると、それはしかもその設備の安全基準の範囲内での範囲でありますし、先ほど自分

のところで入所が断られていますが、その年齢に応じた保育士の数というのが決まって

いるはずでありますから、そういうこともあり得るというようなことでございます。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 以上で、多田隈保宏君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 
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午後 １時５７分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時０７分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

１９番 永野忠弘君。 

［１９番 永野忠弘君 登壇］ 

○１９番（永野忠弘君） こんにちは。市民クラブの永野です。最後の質問者になりま

したが、もうちょっとの辛抱です。お付き合い願いたいと思います。３つのことを質問

いたしておりますが、３つとも続けてやらせていただきます。 

それじゃあ最初の構想区域の残りの部分、玉名平野全体の開発整備についてでござ

いますが、新幹線工事も着々と進行中で新駅予定地より西へは大坊トンネルまで橋脚も

９割方姿が現れてきました。新駅予定地より東へは菊池川までの高架橋の基礎工事も急

ピッチで進行中です。新駅前整備も埋蔵品調査、土盛の工事が進行中で玉名平野も工事

が進んでいる様子を見ていますと、大変期待する反面、どう変化していくのか不安もあ

るのが地元市民の一様な心境ではないかと思うところです。新駅周辺整備構想３５ヘク

タールのうち４ヘクタールは駅前整備として開通まで、その南側３.２ヘクタールを開

通後５年間で交流施設地域として整備の予定のようですが、残りの約２８ヘクタールの

開発整備はどうなるのでしょうか。構想区域の計画を早く明らかにすることが乱開発を

防ぎ、開発の誘導や民間協力の導入など、よりよい周辺整備ができると思うのですが、

残りの部分の今後の進め方をお伺いいたします。新駅周辺整備について１８年３月議会

の島津市長の所信表明の中で２月県市協定が締結され、その中で定住化に向けた意向調

査、新駅周辺整備の具体化、新駅からのアクセス道路の整備等々、県市協同して全力で

取り組むとのことでした。同じく３月議会の江田議員の一般質問、新駅前周辺整備につ

いての当時の建設部長の答弁に１８年度県市で新駅周辺整備開発構想を策定するため、

検討組織をつくり具体的な検討を進めてまいりますとの答弁でした。いろいろ検討され

たと思いますが、その内容をお聞かせください。定住化の意向調査の結果、定住化に向

けた計画等もお伺いいたします。 

２番の玉名平野排水計画について。排水に関しましては、玉名平野全体の長年の重

要課題でありました。私も昨年１２月議会でも一般質問させていただいた件でありま

す。昨日、前田議員も下流域の排水の件で質問されておりましたが、その答弁にありま

した玉名平野排水対策に関する構想策定会議を立ち上げ、計画中のことでありましたの

で、一歩進んだことに長年の願いでしたのでありがたく思います。今後その事業計画か

ら事業着手までは時間がかかるとは思いますが、どういう進め方で行なわれるのかお伺

いいたします。 
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３番の里山保全についてですが、私の住んでいるところは昔から生活に深く関わり

あいながら共生してきた里山が北側に東西に広がってあります。その里山を北側より山

砂採取により峰を通り越して南側より山肌が見える状態になり、土地も５、６階建ての

ビルが入るぐらい深く掘り下げられて、その大きい穴には何を持って来て埋めるのだろ

うかと思ってしまいます。砂を取ったあとは荒れ放題、場所によってはごみ捨て場にな

っているありさまです。それに似たところが何カ所かあります。そういう山砂採取現場

を見ますと玉名平野の駅前周辺整備、その後続くであろう開発整備にどのくらいの土が

必要になるのか。またその土はどこから持って来るのか。どのくらいの里山がなくなる

のだろうかと思ってしまいます。考え過ぎでしょうか。また里山の中には古墳などの文

化財も多数あります。先月８月１５日の熊日に「里山」保全全国に活動広がるとの見出

しの記事がありました。里山の必要性、自然と共生する大事さが再認識されたものと思

います。里山は玉名市内にはたくさんあります。行政も昔から周辺住民の生活に深く関

わってきた里山を再認識し、保全に力を入れる時期に来ているし、力を入れるべきと思

うものです。そこで私は里山保全条例をつくり、大事な里山を保全すべきと思います。

当局の見解をお伺いいたします。 

○議長（松田憲明君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 永野議員御質問の新玉名駅（仮称）周辺整備についてのう

ち、構想区域の残りの部分の整備についてお答えをいたします。九州新幹線鹿児島ルー

トの新玉名駅（仮称）の設置が平成１０年３月に明示され、平成１４年度玉名市で新駅

を含む３５ヘクタールの新駅周辺整備構想を公表いたしました。当時新幹線の工事完成

予定時期の前倒しが濃厚であったこと、構想区域内に埋蔵文化財が存在する可能性が大

きいこと、構想区域内の地権者の土地利用に対する意向がさまざまであったことなどか

ら、まず新幹線開業までに必要な駅前広場４ヘクタールを、次に平成３０年度頃を目途

に玉名バイパスの間の交流施設３.２ヘクタールを、その後残りの２８ヘクタールを順

じ整備する計画でございます。平成１８年２月、熊本県と玉名市で新駅整備推進会議の

取りまとめを行ない、県市協定を締結し、これに基づき、平成１８年度に県と市で新駅

周辺整備開発構想を策定するため、検討組織をつくり、協議を進めた中で構想区域内に

導入すべき施設や土地利用の検討、また県道玉名八女線から構想区域へのアクセス道路

となる新規道路の位置づけの検討を行なってまいりました。また新駅周辺の道路網の整

備につきましては、県道玉名立花線の整備、新しく県道玉名八女線から駅前広場にいた

る新規道路を新幹線開業を目指して整備することになっております。議員お尋ねの整備

構想の残された部分につきましては、県市協定に基づき新駅と玉名バイパスの間に計画

する交流施設の整備後、具体化したいと考えております。新駅を含む玉名平野全体は、
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現在優良農地の保全を目的とした農業振興区域に指定されており、開発事業に対しては

一定の歯止めがなされております。このような地域の中にある構想区域の残りの部分に

つきましては、計画的なまちづくりを行なうには土地区画整理事業や道路、公園、下水

道などの基盤施設を先行、整備し、開発を誘導する手法などにより土地利用の転換を図

っていくことが考えられますが、いずれにいたしましても地権者の皆様の御理解に御協

力が不可欠であります。平成２２年度末には新幹線や駅前広場の整備も完了し、新駅周

辺の様相も変わることにより地域の土地利用に対する意向にも変化があらわれるものと

考えられます。また県道玉名八女線と新駅を結ぶ新規道路の整備を通して、構想区域内

の埋蔵文化財の取り扱いも明らかになってくるものと考えられます。このような動きと

あわせて、地権者の皆様の意向や新駅周辺の開発の動向を確かめながら、民間活力を生

かした新駅周辺整備を目指して事業に取り組んでまいりたいと考えております。新幹線

の開業は目の前に迫っております。現在限られた期間や財源などの制約の中で新幹線開

業に必要な施設を完成させるため、全力を傾注しているところでありますが、今後も構

想区域の残された部分について十分検討してまいりますので、議員におかれましては御

理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） 企画政策部長 牧野吉秀君。 

［企画政策部長兼玉名総合支所長兼玉名地域自治区事務所長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画政策部長兼玉名総合支所長兼玉名地域自治区事務所長（牧野吉秀君） 永野議員

お尋ねの玉名平野全体の開発整備に関し、今年３月に策定いたしました定住化基本構想

との関連についてお答えいたします。第一次玉名市総合計画では、九州新幹線全線開業

による交通拠点機能向上の効用を効果を活用した魅力あるまちづくりを積極的に進める

ことで、平成２８年の目標人口を現在の約４,０００人増の７万５,０００人とし、基幹

プロジェクトの１つである九州新幹線広域活用プロジェクトにおいて定住化構想の推進

を掲げているところでございます。まず定住化基本構想を策定するにあたり実施した市

場調査について御説明申し上げます。定住化構想は定住人口の増加を最終目標とするも

のでございますが、そのためには段階を踏んだ施策の展開が必要であり、その段階に応

じたさまざまなターゲットのニーズを把握するために市場調査を実施いたしました。市

場調査については、福岡で営業を展開する熊本の企業、高校生の保護者や東京、大阪、

福岡在住の市内高校出身者を対象としたアンケート調査の実施により、九州新幹線開業

後の通勤、通学や移住の可能性を、また不動産業者や住宅販売業者を対象としたアンケ

ート調査の実施により九州新幹線開業後の本市における宅地開発の可能性を、そのほか

大手観光業者を対象とした観光の可能性などをヒアリング調査いたしております。通勤

通学に関しては回答者の３０％前後に九州新幹線利用の意向が伺えるものの、定期券購

入費の助成や駅駐車場の整備やその使用料の助成を条件的に求める結果となっており、
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また将来玉名市での居住可能性もわからないとの回答が５８％を占めるものの、ぜひ移

り住みたい、現在の住まいと玉名市の両方で住みたいも２７％あり、移住に関する一定

の潜在的ニーズも伺えるものとなっています。なお、移住する場合に一番重視すること

として「自然環境」、住んでみたいエリアとして「生活に便利な市街地と心落ち着く静

かな郊外」が多いという結果が得られました。このような市場調査の結果も踏まえつ

つ、市内の均衡ある発展や都市機能の充実、美しいまちづくりなどの基本的な考えを基

にして自然環境志向型と交通利便性重視型に整理し、「石貫・三ッ川地区周辺」「睦合地

区周辺」「八嘉・梅林地区周辺」「小天地区周辺」の４つを定住ゾーンとして抽出した次

第でございます。バイパス北側の玉名平野における宅地や商業地の開発構想に関しまし

ては、まずは新駅周辺地域開発構想区域の基本計画でございます７.２ヘクタール以外

の約２８ヘクタールの土地利用促進策について、引き続き検討を進めていく考えでござ

います。 

次に玉名平野の排水計画についてのお尋ねにお答えいたします。玉名平野は九州新

幹線開業を間近に控え、さらには新庁舎建設予定地を含んでおり、まさしく県北の拠点

都市として、今後の土地利用に大きな変化が予想される地域であり、排水整備は欠かせ

ないものと認識しており、その排水対策として玉名平野全体の排水状況を調査するとと

もに有効な土地利用を図るため、このたび玉名平野排水調査・内水排除計画検討業務委

託をお願いしたところであります。当該委託の内容につきましては、現地調査をはじめ

過去の降雨などの資料収集、土木サイド、農政サイドの両面による基準値の設定、水理

解析、平野外水位、平野内水位の計算、さらには今後の事業化に向けた検討や事業費の

比較を行なうものでございます。また業務委託と同時に、国土交通省菊池川河川事務所

や熊本県玉名地域振興局土木部局、農林水産部局、玉名平野土地改良区、玉名市関係課

１１課から構成する構想策定会議を設立しており、現在課題抽出の検討を行ない、各分

野からの見解をいただきながら策定作業を進めているところでございます。今後の手順

といたしましては、今年度中に本構想を策定いたしまして、平成２０年度以降各分野と

申しますか、土木関係でございますとか、あるいは農政関係事業などでその事業化に向

けた検討が進められるものと認識いたしております。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） 永野議員の里山保全についての御質問についてお答え

いたします。里山につきまして、以前はそこに住む人たちの日常生活と共に利用・管理

され保たれてきましたが、生活様式の変化と共に利用されなくなってきました。現在、

１ヘクタール以上の山砂採取等の林地開発につきましては、県の許認可事項となってお
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り市町村において、許認可を規制するような手段はないのが現状でございます。しかし

許認可するにあたっては県より市に意見を求められますので、関係課それぞれが森林の

持っている大切な働きを損なうことのないよう注意を払い、節度のある適正な開発を行

なってもらうよう意見書を提出しているところでございます。市の発展を図る上では里

山においてもある程度の開発が必要な場合もあろうかと思われますが、無秩序な開発が

進めば環境の破壊や災害の発生を誘発することが懸念されますので、そのような事態が

起こらないよう開発にあたっては県による強い指導を行なっていただくよう働きかけて

まいりたいと考えています。なお、環境省で里地里山の保全活用に向けた実践的手法や

体制等について検討するため、平成１６年度から平成２０年度にかけまして、「里地里

山保全再生モデル事業」が行なわれております。この事業は全国の里地里山の生態系タ

イプや立地特性等を踏まえ、モデル事業実施地域として神奈川県西部地域、京都北部・

福井地域、兵庫県南部地域、熊本南部地域、これは氷川町でございます。の４地域を選

定し、地域の特性に応じ各関係省庁、地元自治体、ＮＰＯ、住民、専門家等が連携協力

して里地里山の保全の再生のための地域戦略を作成し、さらにそれぞれの役割分担に基

づき、保全再生のモデル事業を展開し、これらの取り組みを広く発信することによっ

て、全国の里地里山保全再生活動を促進していくことを目的にしているものでございま

す。本市といたしましてもこれらのモデル事業を注視し、関係機関等と連携しながら里

山を保全するための方策について検討してまいりたいと思いますので、御理解のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（松田憲明君） １９番、永野議員。 

［１９番 永野忠弘君 登壇］ 

○１９番（永野忠弘君） 各部長の答弁ありがとうございました。構想区域の残りの部

分については、検討中というのに思いましたけど、それと検討組織の具体的な内容及び

定住化構想についてはかなり詳しく答弁していただきましたけど、それが本当に事業化

に結びつくように願うものです。それで玉名平野排水計画については、長年の要望であ

りました排水計画が２０年度以降には事業化へということでありますけど、このです

ね、排水計画がですね、この玉名平野には本当になんですか、まずバイパスができまし

て新幹線が今工事やっております。その中で新駅周辺の整備を今やっているところです

が、こういうですね、大きい事業をするなかでですね、農業基盤整備もできてないとこ

ろでですね、一番に開発がするときにせなんことは排水ばまずせなんとじゃなかっただ

ろうかというふうに私は思います。そういう意味でですね、今年からそのそういった一

歩前に進んだようですが、これもですね、新幹線ができるまでにですね、何とかちゃん

とした形でやってもらいたいと。地元としてはですね、本当にそれをぴしゃっとせんな

ら新幹線な通すなというような意見もないわけではありません。そんなことはできませ
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んけど、気持ちはですね、そういうところがあります。そういうことでですね、私が

常々思っているのはとにかくそのこういう計画をなさるときにですね、やっぱ順序とか

その何を先にせなんとかというようなことは非常に慎重にいかにゃいかんとじゃなかろ

うかというふうに思うわけです。そういう意味もあってですね、この残りの２８ヘクタ

ール及び玉名平野の開発整備ということを今回お聞きしたわけですが、この辺もです

ね、本当に前１回私も一般質問しましたけど、虫食い状態でですね、玉名平野を荒らさ

れると非常に私どもも今まで先住者はですね、大事に守ってきた私どもの玉名平野をで

すね、荒らされると非常にこう悲しくもなります。そういう意味でですね、今私どもが

すべきことはですね、変わりゆく玉名平野をですね、次世代にまたちゃんとした形で残

してやるのが私どもの仕事だと私思うわけです。そういう意味もあって今日はこの駅周

辺整備ということを取り上げたわけです。そういう中にまた里山保全という片やです

ね、玉名平野は整備をしていかなきゃいけないと思います。しかし片や山の方ではです

ね、自然破壊がなされている、この辺の何かはざ間でですね、大変難しい面もあるとは

思いますが、その辺でですね、何とかこううまい具合に産業も発展させにゃいかんとい

うことは重々わかりますが、破壊された土地のもんとしてですね、何かこうもうちょっ

とどうにかという思いがあります。そういうこともありまして私今回の質問をさせてい

ただきました。何とかせにゃいかんという思いでおります。ひとつ今後もよろしくお願

いします。 

一般質問を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で、永野忠弘君の質問は終わりました。 

これをもちまして、一般質問を全部終了いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 議案及び請願の委員会付託 

○議長（松田憲明君） 次に、議案及び請願を付託いたします。 

 議第８３号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第２号）から議第９４号工事請負

契約の締結についてまでの議案１２件及び請願２件については、お手元に配付しており

ます議案及び請願付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いたします。 

 

議案及び請願付託表 

総務委員会 

議第８３号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第２号） 

（総則・第１表歳入の部・歳出の部、②総務費、⑨消防費・第２表地方

債補正 追加） 

議第８６号 政治倫理の確立のための玉名市長の資産等の公開に関する条例の一部を
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改正する条例の制定について 

議第８７号 玉名市一般職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議第９３号 普通財産の無償貸付けについて 

議第９４号 工事請負契約の締結について 

 

産業経済委員会 

議第８３号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第２号） 

（歳出の部、⑥農林水産業費、⑦商工費、⑪災害復旧費中２項農林水産

施設災害復旧費） 

議第８９号 玉名市岱明磯の里条例の一部を改正する条例の制定について 

 請第 ４号 玉名市における遺伝子組み換えナタネの自生・交雑の防止に関する請願 

 

建設委員会 

議第８３号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第２号） 

（歳出の部、⑧土木費、⑪災害復旧費中４項公共土木施設災害復旧

費） 

議第８４号 平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号） 

議第８５号 平成１９年度玉名市下水道事業会計補正予算（第１号） 

議第９０号 玉名市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

議第９１号 玉名市土地開発公社定款の一部変更について 

議第９２号 市道路線の認定について 

 

文教厚生委員会 

議第８３号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第２号） 

（歳出の部、③民生費、④衛生費、⑩教育費） 

議第８８号 玉名市葬儀用祭壇条例を廃止する条例の制定について 

請第 ３号 公的年金改善を求める意見書の提出に関する請願 

 

○議長（松田憲明君） 付託を決しましたので、各常任委員会におかれましては、それ

ぞれの会期日程に従い、審査をお願いいたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 ２４日までは委員会審査のため休会とし、２５日には定刻より会議を開き各委員会の

報告を求めることにいたします。 
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 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ２時３７分 散会 



第 ４ 号

９月 ２５ 日（火）
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午前１０時００分 開議 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（松田憲明君） おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 委員長報告 

○議長（松田憲明君） 各委員会に付託してあります全議案を一括議題といたします。 

 審議の方法は、各委員長の報告のあと、質疑、討論ののち採決いたします。 

 各委員長の報告を求めます。 

 総務委員長 本山重信君。 

［総務委員長 本山重信君 登壇］ 

○総務委員長（本山重信君） 皆さん、おはようございます。ただいまから総務委員会

の審査経過と結果を御報告申し上げます。総務委員会に付託されました案件は、議第８

３号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第２号）から議第９４号工事請負契約の締

結についてまでの議案５件であります。特記すべき内容について御報告申し上げます。 

まず初めに議第８３号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第２号）でありま

す。執行部より説明を求め、各担当課から説明がありました。まず歳入歳出予算補正に

ついては、歳入歳出それぞれ３億５,４５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２６

０億４,１６０万円とするものであります。次に第２表地方債補正については、追加の

災害復旧事業にかかる起債です。７月６日の大雨災害による公共土木災害における国庫

補助で行なう道路の２カ所及び河川が１カ所の計３カ所分の災害復旧事業に充てるため

３７０万円の追加をしているものであります。まず歳入から申し上げます。１４款国庫

支出金において民生費国庫負担金として、ＤＶ家庭内暴力の救済措置における母子生活

支援施設等入所措置事業負担金として１１０万８,０００円、また現年発生公共土木施

設災害復旧負担金が７７４万円の増額です。また委託金として厚生労働省から国民生活

基礎調査委託金の１０万２,０００円です。次に１５款県支出金は、前に述べましたＤ

Ｖ家庭内暴力の救済措置に係る件の負担金が５５万４,０００円。農林水産業費県補助

金、教育費県補助金として１,６５０万円の増額で、主なものは地域水田農業推進事業

費の補助金４０７万１,０００円。園芸新たな挑戦強化対策事業補助金９９０万５,００

０円。自立支援実践モデル事業補助金３０万円等であります。１９款繰越金は歳入歳出

の調整科目として３億２,４７９万６,０００円が計上されています。２１款市債は災害

復旧事業に伴う、前に述べました３７０万円の増額であります。 

次に歳出について申し上げます。２款総務費は、昭和４２年の建設、５７年に大規

模改修工事がなされた玉名市民会館の照明器具に関し、保守点検による火災等の可能性

を指摘されたコンセント約３００カ所のすべての取り替えであります。修繕料３４６万
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５,０００円、財政調整基金積立金３億円、玉名２１の星事業助成金の２２１万７,００

０円、諸費として防犯灯設置補助金８３万７,０００円等が計上されております。９款

消防費、消防施設費の修繕料３６万８,０００円は防火水槽等の修繕、また水防費の時

間外勤務手当１００万円については、７月の大雨時の警報発令待機及び臨時出動に対す

る補正であります。以上執行部より説明があり、それに対し、委員から次の質疑がされ

ました。１つは７月の大雨のときの職員の出動人員について、２つ目が市民会館の修繕

料において、指定管理者制度における修繕実施の取り決め等についてどういうふうにな

っているか。３つ目が２１の星の助成金事業のそれぞれの進捗状況などどうかとの質疑

を受け、執行部より次の答弁がなされました。まず７月４日から１４日までの大雨警報

発令時に９７名の職員が数回出動しており、その実績の時間外手当が約１７０万円程度

となっているとの答弁がありました。次に市民会館の修繕については指定管理者と協定

を結んでおり、１件１０万円以上になれば市の方で修繕を行なうとなっている。今回は

点検の結果、火災の危険性もあるとの指摘を受け、約３００カ所のコンセントの交換で

あるが、通常使用している形態のコンセントも異なることや劣化も著しいこと、照明器

具の下にある配電盤パネルとしてのコンセント版を一括設備と考え、修繕に係る締結要

件に１０万円以上とみなすとの見解がされております。３項目の玉名の２１の星事業の

進捗状況については、岱明、横島、天水の８校区について、それぞれまちづくり計画が

提出され、事業展開がされている。一例を挙げれば青パト巡回青色防犯灯設置、高道ふ

れあい館活動、あじさい通り創設、横島干拓物語創出、蛍の池再生、尾田川清流保全、

史跡整備、神楽伝承、菜の花栽培資源循環、ウォーキングコース整備、観音さん祭等の

計画は進行展開中であります。またそれらに係る事業費も平成１８年度執行分、１９年

度の計画がぞれぞれ金額等に含めての紹介が執行部からありました。また２１星事業の

継続の見通しについても再度質疑がなされ、執行部より当該事業は平成１８年から２１

年までの４年間の時限を規定し、各事業の総額の上限は決まっており、現時点では２１

年度までと考えている旨、回答があっております。採決の結果、議第８３号について

は、全会一致をもって可決されました。 

次に議第８６号政治倫理の確立のための玉名市長の資産等の公開に関する条例の一

部を改正する条例の制定について。これは郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備

等に伴い条例の整備を図るもので、委員から別段質疑もなく、議第８６号は全会一致を

もって可決されました。 

次に議第８７号玉名市一般職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてですが、これも前号と同様、郵政民営化法の施行に伴い条例の整備を図るもので

あります。内容は日本郵政公社を郵政事業株式会社に改め条例の整備を行なうものであ

り、委員から特に質疑はなく、議第８７号についても、全会一致をもって可決されまし
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た。 

次に議第９３号普通財産の無償貸付けについてですが、貸付けの物件は玉名市永徳

寺字上出口４１５番の４、土地４００平方メートルで貸付期間が平成１９年１０月２２

日から１０年間です。貸付けの相手は日本ボーイスカウト玉名第４団及びガールスカウ

ト日本連盟熊本第１１団との説明が執行部よりありました。委員から過去の貸付けの経

過についても質疑がなされ、執行部より当該物件はボーイスカウト、ガールスカウトハ

ウスの貸付けであり１０年単位で継続している。土地は市の所有であるが建物について

は貸付けの相手方であるボーイスカウト・ガールスカウトの自ら建設したものとの答弁

がなされました。それ以外についての質疑はなく、議第９３号については、全会一致を

もって可決されました。 

最後に議第９４号工事請負契約の締結についてですが、これは昭和３６年に建設さ

れた玉名市立岱明中学校屋内運動場工事請負であり、施設は既に５０年弱経過し、老朽

化していることに伴い、鉄骨づくり２階建、建築面積が１,３２８.３平米の改築工事に

かかる契約の締結です。仮契約に至る経過については執行部より以下の説明がありまし

た。契約の方法は玉名市内１０業者による指名競争入札を実施し、入札の結果玉名市岱

明町の株式会社久保組が２億７,３００万円で落札したとのことです。委員から工期及

び財源内訳についての質疑があり、執行部より次の答弁がなされました。まず工期につ

いては卒業式に間に合うよう２月末を考えていると。財源内訳としては危険校舎認定を

受けた上での交付であり、当初予算ベースにおいて国からの交付金が１６％にあたる

６,０００万円、起債が２億８,３００万円で７８％、一般財源が６％の２,０００万円

とのことであります。なお起債については合併特例債で計画しているとの回答がありま

した。採決の結果、議第９４号については全会一致をもって可決されました。 

以上、総務委員会の報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 産業経済委員長 永野忠弘君。 

［産業経済委員長 永野忠弘君 登壇］ 

○産業経済委員長（永野忠弘君） おはようございます。今期、産業経済委員会に付託

されました案件は、議案３件であります。その審査の経過と結果について御報告いたし

ます。 

 議第８３号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第２号）中、付託分についてであ

ります。６款農林水産業費は２,５５８万４,０００円の補正であります。歳出の主なも

のは、農業振興費が１,３０３万円の増額で、トマトハウス農家の遮光施設、自動開閉

装置等を行なうものと栽培体系の転換施設整備でイチゴハウスの炭酸ガス施用施設の導

入を行なう、園芸新たな挑戦強化対策事業補助金、単市の補助事業で農地の貸し借りに

対し、手当を支出し農地の流動化を図る担い手規模拡大事業補助金、八嘉地区で行なっ
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ている中山間地域事業の中山間地域等直接支払制度補助金などであります。土地改良費

は排水路整備事業費の負担率が県の方針により１５％から２０％に変更になった分と、

当初排水路だけ調査ということで積算されていましたが、現地調査をしました結果、用

水路も調査が必要となり災害対応の単市事業とともに増額となったものです。７款商工

費は６３万６,０００円の増額であります。ブランド推進室は今玉名市のブランド化を

模索しているところであり、静岡県宇都宮市の焼きそばが地域ブランド化されており、

年間６０万人以上もの観光客を集客し、多大な経済効果を生んでいると聞き、その先進

地の事例を研修するための経費と１０月４日に伊倉の北、南八幡宮の大祭が行なわれま

すが、この中で馬追節頭２頭が奉納されます。この大祭は１４年に１回回ってくるもの

で今回東田端地区の方が奉納され、この奉納に対しての補助金であります。１１款災害

復旧費２項農林水産施設災害復旧費は４５９万円の増額であります。今年の７月６日の

大雨による災害関係の経費で３１地区で被害が出ております。今回補正で９地区を機械

借り上げ、９地区で原材料費、それと２地区を土地改良費で計上しているもので、残り

１１区については当初予算の機械借り上げと原材料で災害の対応を終えているものであ

ります。委員から、中山間地域直接支払制度補助金は畑についてなのかという質疑に対

して、執行部より普通の田・畑で急傾斜と緩やかな傾斜とでは補助単価が違います。そ

の中で畦の草切り、道路の改修、溝さらい等を地区でされた場合、地区にそれだけの助

成をするものです。との答弁でありました。さらに委員から中山間地域直接支払制度補

助金は国がかなりの金額を負担するように理解していましたが、市が直接負担するのは

何％なのかという質疑に対しては、執行部より急傾斜につきましては、１０アール当た

り２万１,０００円の助成、緩傾斜の場合は８,０００円でこの度緩傾斜で６６６平方メ

ートルの田が加入され、５,３００円増になったので、今回補正増となったものです。

これは国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１の助成となっておりますとの答弁で

ありました。また委員から商工費の焼きそばの研修ということですが、玉名も今ラーメ

ンを売り出そうとしていて、重要なことだと思いますが、静岡あたりと地の利が違いま

す。東京から近い人が集まりやすいところ、そういうのを研修されると思いますけれ

ど、玉名市ではどのような集客をするのか、違った観点から見ていかないと同じように

見てもうまくいかないと思うが、そのことも含めてどういった考えでいかれるのかとい

う質疑に対し、執行部より地域も違いますしいろいろな角度があると思います。よく考

えながら行って持ってきたものがそのまま通用することはないと思いますが、その辺も

含めたところで研修させていただきたいという答弁でありました。第８３号付託分につ

いては、全会一致で原案のとおり可決いたしました。 

次に議第８９号玉名市岱明磯の里条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ます。平成２０年度から指定管理者制度を導入するための改正で、新しい使用料につい
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ては平成２０年４月１日から適用されるものであります。委員から指定管理者制度は早

くから施行されている中で、磯の里が今まで遅れた、またこの時期になった理由はとい

う質疑に対し、執行部より今年５月に地域協議会の諮問、答申を踏まえております。昨

年それぞれの施設が移行しておりますが、直営で運営していましたので、平成２０年４

月の指定管理者制度導入を目指しての改正になったものでありますとの答弁があってお

ります。また委員から、指定管理者の指定を受けて磯の里の管理をされる方は商売を行

なうわけで、商売されることに対して今までの赤字分に近いくらいの補助金を出してま

で商売していただく理由があるのかなという疑問があるが、きちんとした目的がないと

という質疑に対し、執行部より、平成９年にこの施設が発足しています。その中で町の

特産品のＰＲあるいは農・漁業者の経営を側面から支援していたものです。旧岱明町で

は町の全体的なＰＲと水産業の振興を図るための設置をしたというようなところであり

ます。という答弁でありました。ほかに広さもあるのでオートキャンプ場等を併設した

ら売店、食堂、潮湯などのあるものを活用すれば日曜日だけでなく、ウィークデイでも

よいのでは。また玉名の中心市街地活性化も叫ばれていまして、中心市街地が活性化す

るには旧町部の周辺部分の活性化が絶対必要だと思います。地元の農産物を仕入れてい

るのも大事だが、地元の農産物・海産物がどんどんそこで販売されて、今年になって全

体の市の活性化につながるよう運営されるよう指導等をよろしくお願いしたいという要

望も出ておりました。議第８９号については、全会一致で原案のとおり可決いたしまし

た。 

次に請第４号玉名市における遺伝子組み換えナタネの自生・交雑の防止に関する請

願についてであります。委員から、重要であることはわかっています。由々しき問題で

あること、ただ前に説明をしていただいたときに資料の中に農林水産省の意見も新聞出

出ていまして、遺伝子組み換えナタネはこぼれ落ちて自生する可能性も折り込んで、環

境への影響も調べ、輸入も認めている。ほかの植物を枯らしたり野生化して蔓延るなど

考えられる安全性に問題はないと、こういうことは国・県との兼ね合いもあるかと思

う。留意して考えていかなければならない。また条例の制定と市で定期的に調査をする

となると、非常に厳しい問題も出てくるのではないか。ほかに情報を広報などで市民に

伝えること等定期的にとなると難しい。方向性は間違っていないが、もう少し時期を要

する等の意見が出ております。請第４号については採決の結果、全会一致で継続審査と

すべきものと決しました。 

最後に委員会終了後、岱明町大正開漁港と防火林道の現地視察を行ないました。 

以上をもちまして、産業経済委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 建設委員長 中尾嘉男君。 

［建設委員長 中尾嘉男君 登壇］ 
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○建設委員長（中尾嘉男君） 皆さん、おはようございます。今期、建設委員会に付託

されました案件は議案６件であります。審査の経過と結果について御報告いたします。 

 まず最初に、議第８３号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第２号）中付託分に

ついてであります。８款土木費は新幹線推進事業費で新幹線駅の駅名選考経費として４

１万５,０００円、主なものは報酬２２万７,０００円、九州新幹線新駅名候補の選定委

員会を立ち上げ、年３回開催、その委員に対する報酬であります。バイパス推進費では

今回２０万円の補正、これについては現在河崎寺田間の２キロの区間について１２月１

日の開通に向けて順調に工事が行なわれているが、合わせて１２月１日国土交通省主催

による開通式が予定されており、それに伴う補正であります。１１款災害復旧費は７月

６日の豪雨に伴う道路２カ所、河川１カ所の災害発生に伴う補正で道路橋梁災害復旧費

６５７万３,０００円及び河川災害復旧費４７８万３,０００円の計上であります。委員

から、駅名選考委員会は何名で行なうのかとの質疑があり、執行部より人数は１５名を

予定しており、新幹線の特別委員会、学識経験者、各界の代表をお願いしようというふ

うに思っているとの答弁でありました。またこれに関して駅名選考の最終的な決定権は

ＪＲなのかとの質疑があり、執行部より最終的な決定はＪＲだが、協議の中で５、６点

を絞り込んで市の方から出し、その中から決定するとの確約をいただいている旨の答弁

でありました。またバイパスの岱明方面の進捗状況について質疑があり、執行部より立

願寺から岱明町、開田間の４.２キロについて当初は７月の中旬から用地買収に入る予

定だったが、国土交通省の方で買収価格の決定が少し遅れて、実際に用地買収に入った

のは８月２１日から今現在４９件、４億３,８００円の契約が終わっており、事業費ベ

ースで２０％程度との答弁があっております。議第８３号中付託分については、全会一

致で原案のとおり可決するものと決しました。 

次に、議第８４号平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号）についてで

あります。収益的支出については、４月の定期異動に伴う職員給等の調整経費で１７万

円を追加、資本的支出については、施設拡張に係る変更認可申請作成業務委託費で１,

８６９万円を追加、なお資本的支出の増額に係る財源として補てん財源の変更でありま

す。委員から４月の定期異動に伴う人件費補正は６月の議会が普通だと思うが、なぜ９

月の議会なのかとの質疑があり、執行部より６月補正にかけなくても当初予算の範囲内

で予算執行は可能であるため、ほかの補正項目があるときに同時期に人件費の補正をお

願いしているとの答弁でした。しかし委員より補正は補正が出たとき、直近の議会で本

来やるべきではないかとの再度質疑があり、執行部より一般会計、特別会計では４月異

動に伴う人件費補正は６月議会で行なっているが、企業会計についてはこれまで９月な

いし、１２月議会で人件費以外の補正が必要になった時点で上程をしていたという状

況。上程の時期については今後一般会計を加味しながら再度検討し、よい方向に進める



 －152－

との答弁でした。また八嘉地区の拡張工事について拡張計画案を作るための委託なのか

との質疑に対し、執行部より、まず次のような経緯説明がなされました。まず、環境整

備において１８年度でボーリング調査を実施、１８年度中から１９年度当初において簡

易水道事業か、上水道事業かの検討や料金体系の検討をし、１９年４月に上水道事業と

してスタートするとの方針が決定。その決定を受けて地元説明会等を行ない、区域の決

定し、玉名市全体の計画に八嘉地域を含めたところの事業変更認可の申請をまず行なう

委託であるとの答弁でした。また委員より玉名市全体の中の八嘉地区という取り上げ方

はどういうことなのか、１,８６９万円というのは八嘉に限定した金額としてふと過ぎ

るとの質疑があり、執行部より、今回のこの委託料１,８６９万円は事業に取りかかる

前の変更認可申請のための委託料であり、八嘉地区を拡張するので事前に水道法により

変更認可というものをもらわなければならず、その変更の中で玉名市全体の給水人口、

給水量も変わる。そういった委託をするということで玉名市全体というふうな言い方を

した。実質設計等については事業認可承認をいただいたあと、平成２０年度以降に年度

年度ごとの実施設計を計画しているとの答弁でありました。また委員から工事も含めて

八嘉地区全体の概算事業費はどのくらいか、採算はとれるのかとの質疑があり、執行部

よりまず事業費の概算はコンサルでなく、職員で標準の歩掛かりの設計書に基づき積

算、八嘉地区全体を整備するという計画でわかる範囲内で概算の概算というような計算

をやっているが、その金額は５億程度。しかし事業認可申請作成業務をしてその中で今

後の検討の内容により事業費は変わってくるとの答弁でした。採算については八嘉地区

に対する工事費の元利償還金一部を一般会計繰入金で対応するということで事業に着手

したの答弁でした。また１,８６９万円の内訳は直接人件費で約６００万円程度、直接

人件費の内容としましては、設計協議、現況の把握。認可設計の中で基本事項の決定、

水利構造計算設計図書作成、概算事業費の算出、財政計画、申請書類の作成、水道台帳

の作成などがある。これに経費等を含めたところが１,８６９万円ということであると

の説明がなされております。ほかにも様々な論議が交わされましたが、議第８４号につ

きましては、全会一致で原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議第８５号平成１９年度玉名市下水道事業会計補正予算（第１号）について

であります。収益的支出については４月の定期異動に伴う職員給等の調整で１,３６５

万５,０００円を減額、資本的支出については１０７万４,０００円の減額と管路整備の

進捗状況に基づき工事請負費から設計業務委託費へ２,３８０万円の組み替えでありま

す。なお、資本的支出の財源として当年度分損害損益勘定留保資金と当年度利益剰余金

の処分額の変更であります。委員から、組み替えについて詳細な説明要求があり、執行

部より、この組み替えは昨年度県から補助事業の追加要請があり、１２月議会で承認を

いただいております委託料で年明け執行する予定だった。１２月議会後に補助申請等を
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するということで発注が２月になる。すると当然工期が足りないため繰り越しが想定さ

れる。繰り越しが今かなり目立っているということで、財務局からのかなりの厳しい指

導が県の方になされており、県の方も財務局の意向を考慮し、委託ではなく工事請負費

で執行してもらいたいという要望があり、平成１９年度当初予算で計画をしていた２本

の工事を執行したために今回、委託費と工事請負費の組み替えを行なったいきさつの説

明があっております。さらに委員より、この件に関し９月補正でなく、６月補正で計上

できなかったのかの質疑があり、執行部より、今後直近の議会に上程するというふうに

努めるとの答弁があっております。議第８５号については、全会一致をもって可決する

ことに決しました。 

次に、議第９０号玉名市下水道事業の一部を改正する条例の制定についてでありま

す。これは郵政民営化法の施行に伴い、条例の整備を図るものであります。内容としま

しては、企業的性格を有していなかった郵政事業が法律の施行により株式会社として民

営化されたことに伴い、占用料の特例から省くものであります。またあわせて条例の整

備をするものであります。委員から特に質問もなく、議第９０号については、全会一致

で原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議第９１号玉名市土地開発公社定款の一部変更についてであります。これは

土地開発公社の定款を変更しようとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律第１

４条第２項の規定により議会の議決を得るものであります。内容としましては、郵便貯

金法の廃止に伴い、第２５条から郵便貯金を削り、あわせて定款の整備を図るものであ

ります。委員から特に質疑もなく、議第９１号については、全会一致で原案のとおり可

決することに決しました。 

次に、議第９２号市道路線の認定についてであります。これは道路法第８条２項の

規定によりまして、議会の議決を得るものであります。今回認定する道路は３３８号

瀬本町横町線、３３９号富尾４号線、９５６号大浜上屋敷線及び９５７号大浜烏帽子２

号線の４路線であります。委員から、横町線の市道認定のきっかけについて質疑があ

り、執行部から本年２月１０日地元地区の区長さんはじめ１７名の連名で道路改良及び

市道認定ということで要望が出ている。そういうことで現地調査をしたところ、道路的

にも非常に凹凸があり、歩行者、自動車の走行も非常に不安があるような状況、今回早

急にあげなければということで上程した。今後拡幅については地元と協議しながら家屋

の一部補償等も含め検討したい旨の答弁であっております。また委員から認定する以上

は根拠が必要だが、ほかの路線はどうかとの質疑があり、執行部から、本年６月市道認

定基準要綱について委員会に示した。まず基本的に道路幅員４メートルが前提、それに

伴い用地の取得に対して同意をしていただく。今回隣接の土地所有者にその要件を説明

して、同意をしていただいた。ただ市道認定したからすぐ事業着手ということではな
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く、予算関係上必要なところから随時していきたいとの答弁でありました。また委員か

ら市道認定して拡張できないなら認定する側にも問題がある。地権者の同意があるとの

ことだが市の買収価格は安く、実際買収にかかったときに応じるのかとの質疑があり、

執行部より昨年委員会に報告した市の道路用地の単価について１市３町合併した関係

上、あくまでも陳情物件、要望案件については、今後こういう形で買収していきたい。

ただ市が行なっている政策的事業については例外であるとの答弁でした。さらに委員か

ら６月に市道認定基準要綱が委員会で出たが、認定したならば将来的には４メートルに

拡張工事をするとなっているが、建物の立ち退きまでかかる４メートルなら市の基準あ

たりで対応できるのかとの意見も出されました。また委員から行政の態度として陳情・

要望が来たからわざわざ市に市道に認定しなおさないと整備ができないのか、整備する

にあたって市道認定を受けておかなければ工事・修復は絶対できないのかとの質疑があ

り、執行部より現在土木課で管理している公道は市道と里道の２種類。市道に関しては

道路改良、新設改良等で維持管理、復旧改良等を行なっている。里道に関しては道路改

良はできないが、玉名市生活道路等整備の原材料支給及び機械借り上げ要綱ができてお

り、日常の市民の生活の中で維持管理について原材料支給制度を設け、地元の区役につ

いて原材料・機械借り上げ等で対応しているとの説明があっております。ほかにもさま

ざまに論議が交わされましたが、認定箇所の現地視察も踏まえ、議第９２号について

は、全会一致で原案のとおり可決することに決しました。 

以上をもちまして、建設委員会に付託されました案件の報告を終わります。よろし

くお願いします。 

○議長（松田憲明君） 文教厚生委員長 作本幸男君。 

［文教厚生委員長 作本幸男君 登壇］ 

○文教厚生委員長（作本幸男君） おはようございます。文教厚生委員会に付託されま

した案件は、議案２件と請願１件、それから継続審査になっております請願１件であり

ます。審査の経過と結果について御報告いたします。 

 まず初めに、議第８３号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第２号）中付託分で

あります。主なものといたしまして、３款民生費の社会福祉総務費において３年に一度

の国民生活基礎調査の調査員２名分の報酬として１０万２,０００円の増額補正、また

母子福祉費において母子生活支援施設措置費として２２１万５,０００円の増額補正と

保育所民営化検討委員会と保育所民営化選考委員会の委員報酬として１５万１,０００

円の増額補正ということでありました。この件について、委員から、国民生活基礎調査

の目的や使途並びにどのような施策に反映されているのかについて質疑があり、執行部

より調査内容は保健、医療、福祉、年金、所得など国民生活の基礎的事項を調査し、厚

生労働省の所管事務に関する政策及び立案に必要な基礎資料を得るとともに各種調査の
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調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とし、昭和６１年以来３年ごと

に調査が実施されているとの答弁があっております。また保育所民営化に関して、３カ

月の引継保育などを考えると速すぎはしないか、また検討委員会では十分な議論が交わ

されているのか、さらに残り３園の民間移行についてできるだけ早く公表できないか、

といった質疑があっております。執行部より、先進事例を見ても３カ月の引継保育であ

るとかスケジュール的にも十分対応ができているところであるし、保護者や職員からも

一部不安があるとの意見もいただいているところではあるが、そういった不安を払拭で

きるようさらなる説明に努め、子どもの保育環境に影響がないように進めてまいりた

い。また早めの公表については、今回２園の民間保育園への推移状況を熟慮しながら順

次公表していきたいといった答弁があっております。さらに運営する法人などの公募資

格について、委員から、旧八嘉保育所の民間委託を例にあげ、当時は評議会など開催さ

れ、慎重審議が行なわれたが今回は最初から民設民営が決定しているので、社会福祉法

人しか応募できず、不公平ではないかといった質疑があり、執行部より今回はプロポー

ザル方式により社会福祉法人、学校法人、ＮＰＯ、株式会社などあらゆる団体に対して

門戸を広げて公募し、保護者の意向を酌み取りかつ十分な保育ができるよう法人、団体

などを選定していきたい。ただ施設整備補助金の支出制限もあるので、不公平感は否め

ないところであり、この点については今後検討させていただきたいといった答弁があっ

ております。議第８３号中付託分については、全会一致をもって原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

次に、議第８８号玉名市葬儀用祭壇条例を廃止する条例の制定についてでありま

す。この条例は葬儀用祭壇の老朽化及び使用者の減少にともない条例を廃止するもので

あります。内容といたしましては、平成６年度平成１１年に祭壇を購入されております

が、老朽化が著しく、また自宅で葬儀をされる方の経済負担の軽減を図る目的で制定さ

れた条例でありましたが、現在住宅構造が自宅葬儀に適さなくなり、平成１７年度、平

成１８年度の葬儀用祭壇の利用件数は０件ということでありました。附則として、この

条例は平成１９年１０月３日から施行するものであります。この件について、委員から

特に質疑はなく、議第８８号については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

次に、請第３号公的年金改善を求める意見書の提出に関する請願についてでありま

す。この件について委員から、すべての国民の老後の生活を保障する年金制度をつくる

ため、意見書を提出してほしいといった意見や全額国庫負担の最低保障年金制度の実現

及び基礎年金の国庫負担を２分の１にした場合の財源の問題、また国の動向について意

見が出されました。この請第３号については採決の結果、賛成少数により不採択とすべ

きものと決しました。 
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最後に、継続審査となっておりました平成１９年請第２号玉名市民の芸術・文化作

品展示施設の建設に関する請願であります。委員から新庁舎建設なども控えている現状

を考えると財政的に厳しいのではないか、また施設建設の必要性は感じるものの既存の

施設や今後建設が予定されている新庁舎などの一画において展示スペースを確保できな

いだろうかなど、今後さらに広範な議論が不可欠であるといった意見が出ております。

この平成１９年請第２号については採決の結果、全会一致で継続審査とすべきものと決

しました。 

 以上で、文教厚生委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で各委員長の報告は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 質疑・討論・採決 

○議長（松田憲明君） ただいままでの各委員長の報告について質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

 次に討論に入ります。討論の通告があっておりますので、発言を許します。 

６番議員 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 日本共産党の前田正治です。私は請第３号公的年金改善を求め

る意見書の提出に関する請願に賛成の立場で意見を申し上げます。日本の平均寿命は世

界でトップクラスであります。多くの経験を積み重ね、長年に渡って社会に貢献されて

きた高齢者を大切にして長寿を祝う、敬老の日は日本特有の祝日と言われております。

ところが高齢者の暮らしをめぐる今日の情勢は大変厳しくなってきています。年金など

の収入は増えないのに、医療制度改革による自己負担の増加、住民税、所得税の見直し

による増税、来年４月からは後期高齢者医療制度による新たな負担増も高齢者の暮らし

に大きな影響をもたらすものであります。そういう中で老後を支える年金については、

年金保険料の納付率は６割台に落ち込むなど、年金空洞化の深刻さが大きな社会問題と

なってきました。このような状況のもとで連合や全労連などの労働団体及び民主党、共

産党、社民党などの政党、また政令指定都市市長会や全国市長会、経済同友会などから

最低保障年金制度を含めた公的年金制度の検討と見直しを求める要望や提案が政府に出

されています。その財源につきましては、それぞれさまざまの違いがありますが、最低

保障年金制度の仕組みが我が日本の年金制度に必要という認識が自治体の首長や財界ま

た地方議会などで広がっております。今日年金がもらえていないいわゆる無年金者は全

国におよそ６０万人以上存在すると言われております。また約９００万人の年金受給者

は月額平均４万６,０００円の国民年金のみであり、老後の生活が立ち行かない高齢者
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が増えております。人生の先達たちが人間らしくそして誇りと尊厳を持って長生きして

よかったと言える社会をつくることこそ政治の役割であり、我々政治家の大きな仕事で

あります。したがいまして、すべての国民に老後の生活を保障する年金制度をつくるこ

とを政府に求める、この公的年金改善を求める意見書の提出に関する請願に私は賛成を

いたします。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） ほかに討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより採決に入ります。 

議第８３号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第２号） 

議第８４号 平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号） 

議第８５号 平成１９年度玉名市下水道事業会計補正予算（第１号） 

の予算議案３件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、原案どおり決定いたしました。 

議第８６号 政治倫理の確立のための玉名市長の資産等の公開に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

議第８７号 玉名市一般職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議第８８号 玉名市葬儀用祭壇条例を廃止する条例の制定について 

議第８９号 玉名市岱明磯の里条例の一部を改正する条例の制定について 

議第９０号 玉名市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

の条例議案５件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、原案どおり決定いたしました。 

議第９１号 玉名市土地開発公社定款の一部変更について 

議第９２号 市道路線の認定について 

議第９３号 普通財産の無償貸付けについて 

議第９４号 工事請負契約の締結について 

の議案４件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、原案のとおり決定いたしまし

た。 

次に請願について、請第３号公的年金改善を求める意見書の提出に関する請願につ
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いての委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決をいたします。 

請第３号については、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立少数であります。よって、請第３号については、不採択と

決定いたしました。 

請第４号玉名市における遺伝子組み換えナタネの自生・交雑の防止に関する請願に

ついての委員長の報告は継続審査であります。委員長の報告のとおり継続審査とするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、請第４号については継続審査と

することに決定いたしました。 

次に、継続審査となっております請願について、請第２号玉名市民の芸術・文化作

品展示施設の建設に関する請願についての委員長の報告は継続審査であります。委員長

の報告のとおり継続審査とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、請第２号については継続審査と

することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長報告 

○議長（松田憲明君） 次に、新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会に付託してあり

ます調査事項を議題といたします。 

 審議の方法は、委員長の報告のあと、質疑、討論ののち採決いたします。 

 委員長の報告を求めます。 

 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長 堀本 泉君。 

［新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長 堀本 泉君 登壇］ 

○新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長（堀本 泉君） 御指名を受けましてただい

まより委員会における経過を発表いたします。 

 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会における審査の経過及び結果を御報告いたし

ます。当日審査いたしました項目及び質疑・答弁について特筆すべき事項を御報告いた

します。８月２３日に委員会を開催し、まず新幹線（仮称）玉名駅の駅名候補の選定に

ついてを議題とし、執行部より説明がありました。１日も早い駅名の決定が望まれると

ころでありますが、駅名はＪＲ九州が開業半年前ぐらいに決定し、他の駅と同じ時期に

発表するとのことであります。従前の説明のとおり駅の名称については、駅設置市の要

望があればＪＲは地元提案を聞き取る用意があるとのことであり、執行部より今年度中
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に駅名を５、６点に絞り込みＪＲ九州へ正式に提言したい旨、表明がなされ、駅名候補

選定作業のスケジュール案が提示をされました。その内容を簡単に紹介しますと、今年

１１月中頃から新駅候補名をインターネットあるいは広報誌掲載、さらに阿蘇・菊池・

鹿本地域へのパンフレット配布をする方法により１カ月間募集をし、平行して選定委員

会を設置し、３回程度会議を開き最終的に駅名候補を５、６点に絞り、今年度末までに

ＪＲ九州に提言をしたいとのことであります。説明に対し委員より、ＪＲ九州が決定す

るなら別に公募をする必要があるのか、また特別委員会で協議をする意味があるのか、

選定委員会の設置は必要なのか、特に新幹線鹿児島ルートの建設促進特別委員会があ

り、当特別委員会で絞り込みを行なうことはできないのか、特別委員会の権威が失墜す

るのではないかなどの質疑がなされました。これに対し、執行部からは駅名誘致に関

し、県北の４市１５町１村の期成会によるこれまでの取り組みや新駅設置決定後の経緯

等も踏まえ、県玉名地域振興局とも協議を重ねた結果、広範囲に募集をし、適切に選定

するため選定委員会を設置することにしたとの答弁であります。また選定委員会委員の

人数や内訳、女性の参画について、執行部より説明がありました。これらに対し委員か

ら、どのような観点から選定委員会委員を選んだのか、次世代を担う若者を参加させて

はどうかなどの質疑や要望がなされました。それらに対し執行部より、選定委員会設置

要綱も設置しており、熊本県が新幹線開業効果を地域活性化や交流促進につなげるため

各地域振興局ごとに組織する新幹線くまもと創りプロジェクトのうち、商工と観光部門

からの参画をお願いしたいとのことでありました。また今回の選定委員会は駅名の候補

選定が目的であり、駅名を５、６点推薦する作業となるため、商工・観光部門より絞り

込んでいるとの説明がありました。委員の中から、人数や人選については執行部案のま

まで良いのではとの意見も出され、意見の集約をした結果、提案のとおり全員一致で承

認をいたしました。 

２点目の新玉名（仮称）駅周辺整備事業について。執行部より平成１６年２月４日

新市建設計画時点と平成１９年６月１４日現在の事業費及び財源の比較についての説明

がありました。この中で特筆すべきものは①文化財調査費の大幅な減額、②補助対象事

業を交流結節点事業からまちづくり交付金や道路交付金へと変更したこと、③起債を一

般公共事業債から合併特例債へ変更したことであります。事業費としては総額で３８億

７,５００万円であったものが、約２６億４,９００万円となり１２億２,５００万円の

減額になったものであります。執行部の説明に対し委員から、減額分をさらなる事業推

進に充当できないのか、また他の事業へ投資できないのか、また最終的に新駅周辺は３

５ヘクタールの整備計画であるが、開業してから着手するのでは遅いのではないかなど

の質疑がありました。これらに対して執行部より、まず平成２２年度末の駅前広場の完

成を目指し、全力を尽くしたい。次に将来的な整備計画についてはバイパスとの間の３
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ヘクタールを整備する予定で、その後残りの２８ヘクタールの計画を進めたい。この部

分については民間活力を生かした街づくりを視野に入れて、土地区画整備や道路、公園

などの基盤施設を整備し、開発を誘導する手法も考えられるが、現時点では地権者の考

え方がさまざまであり、方向性が見出しにくい状況にある。今後とも周辺整備の各段階

ごとに地権者の意向を聴取し、検討していきたい旨の答弁があっております。 

最後に３点目の新玉名駅（仮称）周辺整備事業の進捗については平成１９年度事業

の内容説明がありました。さらに文化財調査について直営作業を行なう部分は現状どお

り調査を続けるが、民間専門調査員のみ委託する調査箇所の一部について進捗を図るた

め全面業務委託に切り替えたいとの説明が執行部からありました。これに対し委員よ

り、埋蔵文化財調査の進捗状況や調査方法また予算に関して推移が出されております。

執行部から文化財調査の直営並びに委託の発注の経緯について説明があり、民間専門調

査員を２人予定したが、１人しか確保できなかったことに伴い、やむなく調査箇所の一

部を全面業務委託をしたい旨説明があり、費用は現予算の範囲で対応したいとのことで

あります。なお、熊本県の方針では原則文化財調査は直営で行なうべきであり、全面業

務委託は県内では認めないが、どうしても自治体が対応できない場合のみ民間委託でで

きるとの条項に基づき、文化財調査の進捗を図るために今回の措置を講じたいとのこと

でありました。また、委員から新駅周辺整備区域を含む玉名平野全体の将来の排水計画

において質疑や優良農地を確保するためにも用水路整備等もあわせて検討するよう要望

があり、今後も積極的に取り組むよう委員から執行部に対し激励がありました。 

次に、用地の契約状況につきましては９６％の進捗との報告があっております。そ

のほか県道玉名立花線の整備計画等については質疑応答もありましたが、詳細について

は割愛をいたします。 

以上、予定された議題をすべて終え、閉会をいたしました。 

以上をもちまして、新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会の報告とさせていただ

きます。なお、今後に委員会の開催等についてはそれぞれ進捗状況をみながら慎重審査

をきするため引き続き調査の必要がありますので、閉会中の継続審査とすることに全会

一致をもって決定いたしております。 

以上で新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会の報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長の報告は終わり

ました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 質疑・討論・採決 

○議長（松田憲明君） ただいまの委員長の報告について質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。お諮りいたします。ただいま委員長の報告のとおり、継続

審査の申し出がありますので、これを閉会中の継続審査に付することに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり、これを閉

会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 玉名バイパス建設促進特別委員長報告 

○議長（松田憲明君） 次に、玉名バイパス建設促進特別委員会に付託してあります調

査事項を議題といたします。 

 審議の方法は、委員長の報告のあと、質疑、討論ののち採決いたします。委員長の報

告を求めます。 

 玉名バイパス建設促進特別委員長 小屋野幸隆君。 

［玉名バイパス建設促進特別委員長 小屋野幸隆君 登壇］ 

○玉名バイパス建設促進特別委員長（小屋野幸隆君） ただいまから玉名バイパス建設

促進特別委員会の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

８月２７日に委員会を招集し、建設中であります玉名バイパス建設の岱明ルート４.

２キロ区間につきまして、執行部から進捗状況の報告をいただき、あわせて現地視察を

行ないました。７月中旬より用地交渉に伺う旨の通知を用地買収対象となる全地権者へ

出していたそうですが、国土交通省熊本工事事務所の買収単価の決定に期間を要し、全

体の約３分の１の買収単価と資料が８月１０日に届いたため、８月２１日より地権者へ

の説明、交渉に取り掛かったとのことでございます。８月２４日までの４日間で１１

件、金額にして５,１００万円の契約が終わっており、引き続き交渉を行ない、残り３

分の２の地区につきましても買収単価決定次第、順次用地交渉に取りかかるとのことで

ございました。建物移転につきましては国交省からの報告では建物調査は完了し、補償

額の算定業務が９月末に完了予定とのことで、対象となる約４０名の方には既にその旨

を説明し、理解も得ている状況で、こちらも準備が出来次第取りかかるとのことでござ

いました。それから３月下旬に実施した埋蔵文化財の試掘箇所及び各市道との交差点の

形態や構造の説明を受けながら現地の視察も行ないました。今後も玉名バイパスの早期

完成、早期開通を図るため、引き続き審査をする必要がございますので、全会一致をも
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って閉会中の継続審査とすることに決定し、委員会を閉会いたしました。 

以上で、御報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で玉名バイパス建設促進特別委員長の報告は終わりまし

た。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 質疑・討論・採決 

○議長（松田憲明君） ただいまの委員長の報告について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。お諮りいたします。ただいまの委員長の報告のとおり、継

続審査の申し出がありますので、これを閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり、これを

閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいたします。総務委員長から総務部企画政

策部の所管に関する調査事項、産業経済委員長から産業経済部の所管に関する調査事

項、建設委員長から建設部及び企業局の所管に関する調査事項、文教厚生委員長から教

育委員会市民環境部及び福祉部の所管に関する調査事項、議会運営委員長から議会の運

営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例に関する事項、議長の諮問に関

する事項及び調査の事項について、それぞれ継続審査の申し出があっておますので、こ

れを閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１１時２２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時４９分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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日程第７ 追加報告４件 

○議長（松田憲明君） 日程の追加についてお諮りいたします。 

 報告第２６号 専決処分の報告について 専決第１８号 

報告第２７号 専決処分の報告について 専決第１９号 

報告第２８号 専決処分の報告について 専決第２０号 

報告第２９号 専決処分の報告について 専決第２１号 

意見書案第２号 道路整備の促進及び道路特定財源の確保に関する意見書の提出に

ついて 

を日程表のとおり日程に追加し、議題にいたしたいと思います。 

 これに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、日程表のとおり日程に追加し、

議題とすることに決定いたしました。 

 報告第２６号専決処分の報告について、専決第１８号ほか３件の報告があります。 

 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） おはようございます。追加報告第２６号から報告第２９号

までの専決処分の報告についてでござますが、お手元にお配りいたしております追加議

案の１ページから４ページまでをお願いいたします。 

これは地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分した損害賠償の額の決

定について、同条第２項の規定により報告するものでございます。内容についてでござ

いますが、平成１９年７月７日午前６時５０分頃、市の管理下にある岩崎排水樋管の開

閉誤りのため、次のとおり被害を与えたものでございます。専決第１８号につきまして

は、玉名市繁根木１０８番３に駐車中の自家用車に７８万９９１円の被害を与えたもの

でございます。専決第１９号につきましては、店舗兼住宅が床下浸水し建物の基礎部分

及び商品等に１８８万５,５４４円の被害を与えたものでございます。専決第２０号に

つきましては、市道岩崎橋玉高通り線を通行中の自家用車に１９１万７５０円の被害を

与えたものでございます。専決第２１号につきましては、玉名市繁根木１１４番３に設

置されていた清涼飲料水の自動販売機に５万１,７３７円の被害を与えたものでござい

ます。なお損害賠償金につきましては、いずれも市民総合賠償補償保険より全額給付さ

れるものでございます。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 以上で報告の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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日程第８ 意見書案上程 

○議長（松田憲明君） これより意見書案の審議に入ります。 

意見書案第２号道路整備の促進及び道路特定財源の確保に関する意見書の提出につい

てを議題といたします。 

お手元に配布しております意見書案の朗読は、これを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第９ 質疑・討論・採決 

○議長（松田憲明君） お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案につ

いては、議事の都合により提案理由の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、本案は提案理由の説明及び委員

会付託を省略することに決定いたしました。 

意見書案第２号道路整備の促進及び道路特定財源の確保に関する意見書の提出につい

て質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

 次に討論に入ります。討論の通告があっておりますので、発言を許します。 

 ６番議員 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 日本共産党の前田正治です。私は道路整備の促進及び道路特定

財源の確保に関する意見書につきまして、一部異議がありますので反対をいたしまし

て、その反対討論をいたします。国における一般会計の道路整備事業費は、全体として

今減少する中で直轄高速道路の事業費や３大都市圏環状道路の整備など、いわゆる大型

公共事業はいぜんとして重視されております。その他一般改築などや維持修繕などはマ

イナス予算となり、地域の生活に密着した道路予算は削減されております。道路予算が

全体として減る中で揮発油税や自動車重量税などの道路特定財源は余ってしまい、その

見直しが必要となりまして、小泉前首相は道路特定財源の一般財源化を指示して特定財

源見直しに関する基本方針では、一般財源化を図ることを前提とすることとしてきまし

た。ところが安倍首相はさまざまな抵抗を受けて結局一般財源化を先送りしてしまいま

した。全国の市町村におきまして税収の格差を是正して平準化して、各自治体で格差の

ない行政運営を保障するために地方交付税の制度があります。交付税の原資は所得税、

酒税、法人税、消費税などから成り立っておりまして、これには限りがあります。三位

一体改革の中で国庫補助金が一般財源化され、地方交付税全体も削減される中でそのし
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わ寄せが市町村の自治体運営に押し寄せてきています。税収の少ない市町村におきまし

ては、地方交付税の削減は大きな痛手であります。また市町村合併による合併特例債の

活用に伴います地方交付税の確保は自治体運営を左右する大きな要になっていくとも思

われます。地域住民の生活に密着した住環境の整備や福祉・教育を向上させることは自

治体の本来の役割であり、その財源をしっかり保障するためにも、私はこの道路特定財

源は政府の方針通り一日も早く一般財源化することを求めるものであります。 

以上によりまして、道路整備の促進及び道路特定財源の確保に関する意見書につき

ましては、異議がありますので反対をいたします。 

○議長（松田憲明君） ５番議員 横手良弘君。 

［５番 横手良弘君 登壇］ 

○５番（横手良弘君） 私は道路整備の促進及び道路維持特定財源の意見書に賛成する

ものであります。今日まで道路は時代の変化や社会の要請に応えて整備されており、そ

の結果住民生活の向上や経済活動の発展に大きく貢献してまいりました。しかし、広域

的な生活圏の形成及び日常生活の基盤となる道路整備など地域の皆様の期待や要望はま

すます多様化しております。国においては道路特定財源の見直しの作業が進められて、

その結果によっては熊本県や玉名市の道路整備に重大な影響を与えるものと危惧されて

おります。地域の期待、住民の皆様の要望に応えるためには計画的な道路整備を促進す

る上からも安定的な道路財源の確保が欠かせないものであり、この意見書を提出するこ

とに賛成であります。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） ほかに討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより採決に入ります。お諮りいたします。意見書案第２号道路整備の促進及び道

路特定財源の確保に関する意見書の提出については、異議がありますので起立によって

採決いたします。 

意見書案第２号について、賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立多数であります。よって、意見書案第２号については、原

案のとおり可決いたしました。 

 以上で、今期定例会に付議されました事件について、すべて議了いたしました。 

ここで市長より発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 
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○市長（島津勇典君） 閉会にあたりまして一言御礼の意味を込めてごあいさつをさせ

ていただきます。１９年度第４回の定例議会を終了していただくにあたりまして、残暑

厳しい中ではございましたが、期間中全員の御出席をいただき、慎重審議をいただきま

しや。その上で各種補正予算、条例関係等を可決あるいは御承認いただきましたことに

ついて、厚く御礼を申し上げます。また個人的にはちょうど夏の私の手術後ということ

で、各議員の各位にお心配りもいただき、御心配もおかけいたしました。おかげさまで

御覧いただきますようにまあ１００点とはいきませんが、８０点ぐらいの回復状況では

ないかなあと自分自身で感じております。閉会になりますと実りの秋を迎えますが、１

０月２日に進めております献穀事業の中での抜穂祭、収穫祭を行ないます。また２６日

には上京して、献納を行なわせていただくという段取りになっております。１２月１日

には待望のバイパスの開通式を国交省と、ともどもに行なうことになっておりますが、

期待の橋でもございますので、市民の皆様方とともにこの開通を祝うための準備に入ら

せていただきます。１２月議会を迎える前に、申し上げたようにいろいろと大事な行事

が予定されておりますが、私自身も健康に自ら注意しながらもしっかり御心配をかける

ことのないように対応してまいりたいと思います。議員各位におかれましても何卒この

休会中にもいろんな角度から御指導、御支援を賜りますようお願いを申し上げて第４回

の定例議会の終了にあたっての御礼のごあいさつにさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○議長（松田憲明君） 市長のあいさつは終わりました。 

これにて本会議を閉じ、平成１９年第４回玉名市議会定例会を閉会いたします。 

午後 ０時０４分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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